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はじめに 

 

我が国の財政状況は、国・地方を合わせた長期債務残高が平成20年度

（2008年度）末には778兆円、対ＧＤＰ比で148％になると見込まれ、主

要先進国中で最悪の水準にある。持続的な経済成長を図り、持続可能な

社会保障制度を構築するためには、財政の健全化を進める必要がある。 

このため、当審議会としては、「基本方針2006」に基づき、平成23年

度（2011年度）には国・地方を合わせたプライマリー・バランスを確実

に黒字化するとの目標を実現すべく、財政健全化の取組を強力かつ着実

に進めていく必要がある旨繰り返し指摘してきたところである。 

今回、国際的な経済・金融情勢の混乱に対応するため、「生活対策」

が取りまとめられ、その財源としては赤字国債の発行によらず、財政投

融資特別会計の金利変動準備金を活用することとされている。本来、こ

の財源は、「ストックはストックへ」の方針の下、累積した債務残高の縮

減に充てるべきであり、今回の措置はあくまでも臨時的・特例的な対応

であることを十分認識すべきである。 

現下の厳しい経済情勢下にあっても、我が国財政の現状、更には今後

一層の社会保障費の増大が見込まれること等に鑑みれば、「基本方針

2006」で示された財政規律を守り、財政健全化を着実に進めるという基

本姿勢は維持しなければならない。 

「生活対策」においては、持続可能な社会保障制度の構築とその安定

財源確保に向けた中期プログラムの策定が盛り込まれ、経済状況の好転

後に、消費税を含む税制抜本改革を速やかに開始し、2010年代半ばまで

に段階的に実行することとされている。社会保障の安定財源の確保は、

経済の活力や財政の持続可能性の確保にとって必要不可欠であり、中期

プログラムにおいては、財政健全化の視点を踏まえ、安定財源の確保に

向けたしっかりとした道筋と、そのための具体的な税制改革の在り方を

盛り込むべきである。 

当審議会としては、将来にわたって規律ある財政運営を確保していく

べきとの認識の下、平成21年度（2009年度）予算編成に係る各分野にわ

たる諸問題を集中的に議論し、その審議結果を取りまとめた。本建議が

平成21年度（2009年度）予算の編成及び今後の中長期的な財政運営に活

かされることを期待する。 
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Ⅰ 総論 

 

１．日本経済を取り巻く情勢の変化 

 

(1) 近年の財政健全化の取組 

我が国財政は主要先進国の中で経済規模に比し最も巨額の債務残

高を抱えている上、少子高齢化に伴う社会保障費の増大等の課題に

直面している。こうした中で、将来世代に過大な負担を先送りする

ことなく、持続的な経済成長、持続可能な社会保障制度の構築を図

っていくためには、財政健全化を着実に進めていく必要がある。 

政府においては、近年、財政健全化に向けて各歳出分野の量的縮

減と制度改革に取り組んできており、特に、平成18年度（2006年度）

以降は「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」（平成18

年（2006年）７月７日閣議決定。以下「基本方針2006」という。）に

基づき、平成23年度（2011年度）までの国・地方のプライマリー・

バランスの確実な黒字化を目標に、徹底した歳出の見直しを進めて

きている〔資料Ⅰ－１参照〕。こうした歳出改革の取組と景気回復等

に伴う税収の増加により、国・地方のプライマリー・バランスの対

ＧＤＰ比は、平成14年度（2002年度）の▲5.7％から、平成20年度（2008

年度）には▲0.5％と見込まれる（当初予算編成時）まで改善した1。

しかしながら、平成20年度（2008年度）当初予算においても、歳入

全体の約３割（25.3兆円（うち赤字国債は20.1兆円））を国債に依存

しているなど財政状況は依然として厳しく、引き続き大胆な財政構

造改革に取り組むべきである。 

 

(2) 経済情勢の急激な変化 

本年に入り、世界経済は大きく激動している。原油・食料価格は、

新興国の需要増加や投機的な要因等により夏場にかけて高騰した。

その後、本年９月の米国の大手証券会社の経営破たんを契機として、

金融資本市場の動揺が欧州など世界各地に広がり、各国の株価が大

                      
1 本年７月22日の経済財政諮問会議において、有識者議員提出資料として、平成19年度（2007年度）

一般会計決算等を反映した経済財政の展望が示され、それによれば、平成20年度（2008年度）の

国・地方のプライマリー・バランスは▲1.1％に下方修正されている〔資料Ⅰ－２参照〕。 
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幅に下落するなど、現下の国際金融情勢は「100年に１度」とも言わ

れる大混乱に陥っている2。こうした金融危機は内外の実体経済にも

影響を及ぼしつつあり、世界的な景気後退の兆しが強まっている。 

ひるがえって、日本経済は、年初来の原油・食料価格の高騰、世

界経済の減速といったマイナスの影響により、既に景気後退局面に

入っているが、今後、世界的な景気後退を受けて景気の下降局面が

長期化・深刻化するおそれが高まっている。こうした中で、国民の

将来不安は広がりを見せており、社会保障の信頼性・持続可能性を

高め、財政健全化を進めるとともに、経済動向にきめ細かく配慮し

た財政運営を行っていくことが求められている。 

 

２．当面の経済・財政運営 

 

(1) 政府の方針 

現下の経済情勢がこのような緊急事態にある中で、政府において

は、当面は景気対策、中期的には財政再建、中長期的には改革によ

る経済成長の三段階を踏んで、日本経済の立て直しに臨むこととし

ている。 

 

(2) 景気対策・補正予算 

景気対策として、政府においては、世界的な原油・食料高に対す

る生活者の不安の解消、新価格体系への移行と成長力強化を図るた

め、本年８月29日に「安心実現のための緊急総合対策」を取りまと

めた。去る10月16日、これに基づく補正予算（国費1.8兆円）が成立

したところである〔資料Ⅰ－３、４参照〕。 

また、政府においては、「安心実現のための緊急総合対策」以後の

未曾有の金融危機に対応するため、本年10月30日に定額給付金の実

施等を内容とする「生活対策」を取りまとめた（国費５兆円規模）

〔資料Ⅰ－５参照〕。 

                      
2 平成20年（2008年）10月30日の「生活対策」の発表の際、麻生太郎内閣総理大臣は現在の経済状

況について次のように発言している。「現在の経済は、100年に１度の暴風雨が荒れている。金融

災害とでも言うべき、アメリカ発の暴風雨と理解しております。米国のサブプライム問題に端を

発しました今回の金融危機というものは、グリーンスパン元ＦＲＢ議長の言葉を借りるまでもな

く、100年に１度の危機と存じます。」 
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財政事情が非常に厳しい中で、このような大規模な財政支出を行

うことは、国際的な経済・金融の大混乱時における緊急避難的な措

置であると認識すべきである3。なお、対策の効果等について厳格な

検証が必要なことは言うまでもない。 

 

(3) 景気対策の財源 

「安心実現のための緊急総合対策」に基づく補正予算においては、

平成19年度（2007年度）決算剰余金、既定経費の節減等により財源

を捻出し、赤字国債の追加発行はされていない。また、「生活対策」

の財源については、赤字国債に依存しないこととし、そのための特

例措置として、財政投融資特別会計の金利変動準備金の活用等を行

うこととされている。 

しかしながら、財政投融資特別会計の金利変動準備金は長年の運

用の結果積み上がった国民共通の資産であり、これを取り崩し歳出

の財源に充てることは、国の債務残高を実質的に増大させるもので

ある4。したがって、あくまで臨時的・特例的な措置であるとの認識

を持つべきである。 

 

(4) 経済成長と財政健全化の両立に向けて 

ＯＥＣＤの「Economic Outlook 83」（平成20年（2008年）６月）

によれば、平成20年（2008年）の我が国一般政府の債務残高の対Ｇ

ＤＰ比は171％と主要先進国の中で最悪の水準であり、また公的年金

積立金等の資産を含めた純債務残高の対ＧＤＰ比も87％とイタリア

と並んでひときわ厳しい状況にある5〔資料Ⅰ－７参照〕。 

加えて、我が国においては、65歳以上の人口割合が20％を超える

など世界的に最も高齢化が進んでいる。経済状況に関わらず、今後

                      
3  米国を除く主要先進国においても、低所得者層に対する住宅の断熱対策の費用補助、価格高騰の
影響が大きい農漁業関係者・運送業者に対する補助等の各種対策が講じられるとともに、金融危
機が実体経済へ影響を与えないよう一定の財政措置が講じられている〔資料Ⅰ－６－①、②参照〕。 

4  金利変動準備金の準備率の上限を超える金額は、国債償還に充てるため、国債整理基金特別会計
に繰り入れることとされている。仮にこれを歳出財源として用いた場合、償還されるべき国債が
償還されず、債務残高の実質的な増大につながることとなる。 

5  我が国の平成20年度（2008年度）末における国及び地方の長期債務残高の対ＧＤＰ比は148％と見
込まれている。この長期債務残高とＯＥＣＤが公表している債務残高との乖離は、ＯＥＣＤの債
務残高が、長期債務残高には含まれない社会保障基金の債務や政府短期証券を含むこと等による。 
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とも一層の高齢化が見込まれ6、医療・介護等の社会保障給付の更な

る増大は必至であり、多くの国民は将来の社会保障に不安を抱いて

いる。 

政府においては、平成23年度（2011年度）までの国・地方のプラ

イマリー・バランスの確実な黒字化に向けて、「基本方針2006」に基

づき財政健全化の取組を進めてきた。国民の不安を払拭し経済の活

力を維持していくため、今後とも「基本方針2006」で示されたプラ

イマリー・バランスの黒字化等の目標達成に向けた取組を怠っては

ならない。プライマリー・バランスの黒字化の遅れは、現役世代か

ら将来世代へ先送りする負担が更に大きくなることを意味する。負

担の先送りの連鎖を断ち切り、財政の持続可能性を回復すべく、規

律ある財政運営を行っていく必要がある。 

 

３．社会保障の安定財源の確保 

 

(1) 平成19年（2007年）の政府税制調査会答申 

平成19年（2007年）の政府税制調査会答申においては、持続可能

な社会保障制度を支える財源を確保することが税制の喫緊の課題で

あるとし、財源となる税収については、一定規模の社会保障の財政

需要を賄えるものであること、経済の動向や人口構成の変化に左右

されにくいこと、現世代の国民が広く公平に負担を分かち合うこと

を通じて世代間の不公平の是正に資すること等の観点から、消費税

が税制における社会保障財源の中核を担うにふさわしいと考えられ

るとしている。       

当審議会としても、社会保障の安定財源の確保は、将来の社会保

障に対する国民の安心感の醸成はもとより、経済の活力の維持や財

政の持続可能性にとっても必要不可欠であり、政府においては、答

申の考え方に沿って可及的速やかに対応すべきであると考える。 

 

(2) 社会保障国民会議の試算 

今後、少子高齢化の進展に伴い社会保障費は一層の増加が見込ま

れている〔資料Ⅰ－８参照〕。さらに、先般、社会保障国民会議にお

                      
6  我が国の65歳以上の人口割合は、平成19年（2007年）に21.5％であったものが、平成37年（2025
年）には30.5％、平成62年（2050年）には39.6％になると見込まれている。 
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いて取りまとめられた最終報告（平成20年（2008年）11月４日）で

は、社会保障の機能強化を図った場合の試算等が示されている。試

算では年金、医療・介護、少子化対策について機能強化を図った場

合に追加的に必要となる公費負担の消費税率換算も示されており、

これによれば、追加所要額は、基礎年金の国庫負担割合の２分の１

への引上げ分を加味すると、平成27年度（2015年度）で基礎年金の

社会保険方式を前提とする場合は３～４％程度、税方式を前提とす

る場合は６～11％程度となると見込まれている7〔資料Ⅰ－９参照〕。 

なお、社会保障の機能強化の具体的な内容については、効率化を

図るための改革や財源の確保とあわせて、今後、検討を深めていく

必要がある。 

 

(3) 安定財源の確保の考え方 

消費税の収入のうち地方交付税交付金に充てられる税収を除く国

分（平成20年度（2008年度）予算で7.5兆円）については、一般会計

予算総則において、基礎年金・老人医療・介護に要する費用に充当

することが定められている。これら費用の合計は13.3兆円に上り、

現行の国分のみでは約６割をカバーしているにすぎず8、多額の赤字

国債が発行されている現状に鑑みれば、社会保障の財源に穴が開い

ていると言える状況にある〔資料Ⅰ－10参照〕。 

社会保障国民会議で試算されている追加所要額は、社会保障の機

能強化を図った場合に必要となる額であり、それに対応した財源確

保だけであれば、既存の不足額は解消されない9。したがって安定財

源の確保に当たっては、既存の不足額を十分踏まえた上で必要な規

模を検討すべきである。 

 

                      
7 「社会保障国民会議における検討に資するために行う公的年金制度に関する定量的なシミュレー

ション」、「社会保障国民会議における検討に資するために行う医療・介護費用のシミュレーショ

ン（Ｂ２シナリオ）」等に基づく。経済前提は「ケースⅡ－１（医療の伸びはケース①）」を用い

ている。なお、医療・介護費用の機能強化分は、改革を行った上での当該費用の平成19年度（2007

年度）と平成27年度（2015年度）のＧＤＰ比の差を計上しており、この中には高齢化等に伴って

医療・介護費が経済成長の伸びを上回って伸長する部分も含まれている。 
8  社会保障国民会議において確保すべき安定財源の対象とされている年金、医療・介護、少子化対

策に要する費用（合計で19.3兆円）との対比では約４割である。 
9 平成20年度（2008年度）予算ベースでは、年金、医療・介護、少子化対策に係る国・地方の公費

負担の合計は27.0兆円である一方、消費税収は13.2兆円であり、その差額は13.8兆円（消費税率

換算で５％に相当）存在する。 
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(4) 中期プログラム 

今回の「生活対策」においては、中期プログラムの策定が盛り込

まれ、経済状況の好転後に、消費税を含む税制抜本改革を速やかに

開始し、2010年代半ばまでに段階的に実行することとされている〔資

料Ⅰ－11参照〕。 

中期プログラムは、持続可能な社会保障制度の構築、日本経済の

活力の維持、将来の社会保障に対する国民の安心感の醸成にとって

極めて重要である。中期プログラムにおいては、財政健全化の視点

を踏まえ、2010年代半ばを視野に、社会保障の安定財源の確保への

しっかりとした道筋と、そのための具体的な税制改革の在り方を盛

り込むべきである。加えて、策定された中期プログラムの内容が絵

に画いた餅にならないよう、政府・与党においては、しっかりとし

た担保が求められる。 

 

４．歳出改革に向けた基本的考え方 

 

(1) 平成21年度（2009年度）予算編成に向けた考え方 

現下の厳しい経済情勢下にあっても、我が国の財政事情の現状、

更には今後一層の高齢化の進展が見込まれることに鑑みれば、平成

21年度（2009年度）予算は、財政健全化と経済成長の両立を図って

いくべきである。今回の景気後退に対しては補正予算で機動的に対

応しているところであるが、平成21年度（2009年度）予算編成に当

たっては、「基本方針2006」等に基づき財政健全化に向けた基本的方

向性を維持する観点から、本年７月に閣議了解された平成21年度

（2009年度）概算要求基準を堅持すべきである。 

このため、予算編成に当たっては、引き続き、歳出全般にわたる

徹底した見直しを行い、歳出の抑制を図る一方、成長力の強化・低

炭素社会の構築・安心できる社会保障・質の高い国民生活の構築な

ど真に必要なニーズに対しては財源の思い切った重点配分を行うべ

きである。 

また、地域経済の活性化も重要な課題の一つであり、地方におい

ても、人件費を始めとする行政支出の適正化、補助金・交付金の適

正な執行等無駄をなくす取組を真摯に行い、貴重な財政資金を真に
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地域経済に資する施策に重点化していくべきである。 

 

(2) 特別会計の積立金等の活用 

特別会計や独立行政法人の積立金や資産等について、隠れた財源

ではないかとの指摘が一部にあるが、これらは、財務諸表等を通じ

すべて公表されている。 

特別会計の積立金等のうち、財政投融資特別会計の金利変動準備

金の準備率上限超過分や外国為替資金特別会計の決算剰余金等につ

いては、「特別会計に関する法律」（平成19年法律第23号）等に基づ

き、これまでも国債残高の削減等財政健全化に活用してきたところ

であり〔資料Ⅰ－12参照〕、厳しさを増す財政事情を踏まえれば、引

き続き同様の方針で臨むべきである。 

また、保有する積立金の適正水準について、例えば保険関係の特

別会計においては、保険数理的な検証を行うなど、各省において、

一層の説明責任を果たしていくことが望まれる。 

他方、積立金は、将来の年金給付や金利変動リスクへの対応等、

法律に定められた目的のために積み立てられているものである〔資

料Ⅰ－13参照〕。こうした積立金や資産を取り崩すことについては、

個別の特別会計ごとに、その内容、保有目的等を踏まえ慎重に検討

することが必要である。 

財政投融資特別会計の金利変動準備金のようなストックを取り崩

す場合は、「ストックはストックへ」の方針10の下、債務残高の縮減

に充てることが原則である。これを歳出の財源に充てることは、こ

うした原則から離れ、国の債務残高を実質的に増大させるものであ

り、あくまで臨時的・特例的な措置であること、また、こうした財

源は一時的な財源に過ぎないことをしっかりと認識すべきである。

その上で、社会保障等、将来の恒久的な歳出に対しては、安定財源

を確保する道筋を明確に示すことが求められる。 

また、金利変動準備金は、将来の金利変動リスクに備え、中小企

業金融や奨学金の貸与といった財政投融資の重要な役割を適切に果

たしていくために必要なものである。したがって、総資産に対する

                      
10  「基本方針2006」においては、「資産売却収入は原則として債務の償還に充当し（ストックはス

トックへ）、債務残高の縮減に貢献する。」との原則が示されている。 
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金利変動準備金の準備率の上限基準（総資産の1000分の50）11は維

持すべきであり、仮に金利変動準備金の残高が一時的にこの水準を

下回ることがあったとしても早期回復の道筋を持つべきである。 

 

(3) 行政支出の適正化の推進 

「経済財政改革の基本方針2008」（平成20年（2008年）６月27日閣

議決定。以下「基本方針2008」という。）を踏まえ、政策の徹底的な

棚卸しや各経費に係るムダ・ゼロに向けた見直しを断行するととも

に、制度・施策の抜本的な見直しや各経費間の優先順位の厳しい選

択を行うことにより、これまで以上にムダ・ゼロ、政策の棚卸し等

を徹底すべきである。また、行政支出総点検会議12における行政支

出全般にわたる検討を踏まえつつ、政策の必要性をゼロベースで精

査し、行政と密接な関係にある公益法人への支出、特別会計の支出、

その他の行政支出全般を徹底して見直すことにより、財政支出の抑

制と行政改革につなげるべきである。 

独立行政法人については、それぞれの独立行政法人の事務・事業

の徹底した見直しや厳しい目標設定を行うとともに、｢独立行政法人

整理合理化計画｣において取り組むこととされた事項を着実に実施

し、さらに、同計画上、平成20年度（2008年度）以降に結論を得る

こととされた事項についても早急に検討し、財政支出の抑制を図る

べきである。また、｢簡素で効率的な政府を実現するための行政改革

の推進に関する法律｣（平成18年法律第47号。以下｢行政改革推進法」

という。）に基づき、平成18年度（2006年度）以降の５年間で５％以

上の人件費削減を基本とする改革を推進するとともに、職員給与等

について国家公務員の給与水準を考慮して国民の理解が得られる適

正な水準となるよう必要な見直しを行い、運営費交付金等の財政支

                      
11  財政投融資特別会計では、「特別会計に関する法律」及び「特別会計に関する法律施行令」（平成

19年政令第124号）の規定に基づき、毎年度利益が発生した場合、金利変動準備金として積み立て、

準備率の上限（総資産の1000分の50）を超える額については、国債整理基金特別会計に繰り入れ

ることができることとされている。この準備率の上限は、今後の収支状況等について、3,000本の

金利シナリオを発生させてシミュレーションを行い、財政制度等審議会財政投融資分科会におい

て検討した結果、将来にわたって財政融資資金勘定が債務超過となることを防ぐために適当な水

準とされたものである。 
12  不適切な支出を徹底的に是正し、行政全般に対する国民の信頼回復を図ることが最重要の課題で

あることから、国民の目線で無駄の根絶に向けた指摘を行うため、平成20年（2008年）７月29日

に内閣官房長官の下に設置された有識者会議。 
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出の抑制を図るべきである。 

 

(4) 予算執行調査の強化等 

限られた財政資金の効率的活用のためには、「Ｐｌａｎ（予算編成）

－Ｄｏ（予算の執行）－Ｃｈｅｃｋ（評価・検証）－Ａｃｔｉｏｎ

（予算への反映）」のサイクルに従って、予算がどのように執行され、

どのような成果が得られたのかを検証し、その後の予算編成に活用

することが重要である。このような取組は、行政サービスの質の低

下を避け、財政の透明性及び説明責任の向上にもつながるものと考

える。 

財務省の予算執行調査は、上記のようなＰＤＣＡサイクルの機能

の強化を目的として、予算執行の実態を調査し、予算の効率化等に

向けて改善すべき点等を指摘し、執行の適正化や予算の効率化につ

なげていく取組である。財務省の予算査定担当者が、実際に予算が

効率的かつ効果的に執行されているかといった観点から調査を行い、

その結果、対象事業を廃止するなど、翌年度の予算編成に反映され

ていることから13、今後ともその取組の充実、強化を図るべきであ

る。 

平成21年度（2009年度）予算編成においても、この予算執行調査

の結果、会計検査院の決算検査報告、予算の執行状況や決算、各府

省が行う政策評価、民間の知見を活用した分析・評価等を積極的に

反映・活用させるなど、無駄を徹底的に排除する取組を強力に推進

するべきである。 

また、財政規律と行政に対する国民の信頼を確保するため、予算

執行の責任を有する各省庁において、支出の状況の詳細を的確に把

握し、自発的・自律的に無駄の排除に取り組む体制を確立すること

などにより、厳正で規律ある効率的な予算執行を行うことが極めて

重要である。 

さらに、財政の透明性及び説明責任の向上の観点から「基本方針

2008」で実行するとされた「予算の受取手の明示」を着実に進める

べきである。 

                      
13  平成19年度（2007年度）は62事業を調査し、７事業は事業の全部またはその一部を廃止するなど、

平成20年度（2008年度）予算への反映額は▲342億円となっている。 
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Ⅱ 各論 

 

１．社会保障 

 

(1) 総論  

 

① 社会保障と財政 －給付と負担のバランス確保の必要性－ 

社会保障給付は、高齢化の進展等に伴い、医療・介護を中心に、

引き続き経済の伸びを上回って増大していく見込みである。 

そうした中、社会保障関係費は、国の一般歳出のほぼ半分

（46.1％）を占め、かつ、我が国財政で近年の最大の歳出増加要

因となっている。また、財政赤字が多額に上っており、現在の社

会保障給付のために必要な税負担を現世代が負担する税財源で賄

い切れていないなど、給付と負担はバランスしていない。こうし

た負担の先送りは、少子高齢化の進展により現役世代及び将来世

代の負担感がますます増大している中で、世代間の不公平を更に

拡大させる要因となっている。 

今後、いわゆる「団塊の世代」が基礎年金の受給開始年齢に達

するなど、社会保障給付の一層の伸びが見込まれる2010年代を目

前に控え、社会保障制度の持続可能性を確保するためには、給付

と負担の不断の見直しを制度全般にわたり進めていくことが急務

である〔資料Ⅱ－１－１参照〕。 

その際、社会保障は国民の生活に密接に関わるものであり、給

付と負担の具体的な水準については、国民的な議論の中で選択し

ていく必要がある。このため、本年１月に立ち上げられた社会保

障国民会議においても、基礎年金や医療・介護の将来費用につい

ての推計が示されるなど、社会保障のあるべき姿と財源問題を含

む今後の改革の方向などについて、精力的な議論が行われ、先般

（平成20年（2008年）11月４日）、最終報告が取りまとめられた。 

今後、持続可能な社会保障制度の構築とその安定財源の確保に

向けた国民的な議論を進めるに当たっては、社会保障国民会議の

最終報告も参考にしながら、給付と負担との対応関係等について、

国民にとって分かりやすく示していく必要がある。 
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こうした観点から、例えば、「国庫負担」や「公費負担」という

表現は必ずしも適切ではなく、納税者である国民が負担するもの

であることを明確に示すため、「国税負担」、「税負担」と表現すべ

きであり、さらに「保険料負担」も合わせた「保険料・税負担」

全体を「国民負担」と表現することが考えられる。 

また、例えば、すべての国民の生活に密接に関わる基本的なサ

ービスであり、また、高齢化の進展等により今後とも増大するこ

とが見込まれる年金・医療・介護の保険給付のために必要な税負

担14と、それを賄う税財源との対応関係について明確化し、議論

を深めていくことが重要である〔資料Ⅱ－１－２参照〕。 

いずれにせよ、給付と負担は表裏一体であり、給付を抑制しな

いのであれば保険料・税負担といった国民負担は増加し、負担の

増加を抑制するのであれば給付を削減しなければならない。こう

したことも踏まえ、社会保障制度が経済・財政とも均衡のとれた

ものとなるよう、今後とも給付と負担の見直しに取り組まなけれ

ばならないが、その際には、将来世代へ負担を先送りし世代間の

格差を更に拡大させることのないよう安定財源を確保していく

ことが何より重要である〔資料Ⅱ－１－３参照〕。 

 

② 改革の視点  

社会保障制度及びそれを支える財政の双方の持続可能性を確保

するためには、これまで当審議会で重ねて提起してきたように、  

・ 医療・介護等のサービスコストの抑制 

・ 自助と公助の役割分担（公的分野が関わるべき内容・範囲の

重点化） 

・ 世代間の公平の確保（年齢を問わず負担能力に応じた公平な

負担） 

といった視点から、各制度について聖域なく徹底的に精査してい

くことが重要である。 

                      
14  平成20年度（2008年度）予算ベースでは、年金保険（国税負担7.4兆円）、医療保険（同7.3兆円）、

介護保険（同1.9兆円）に加え、これらに対応する地方税等負担（4.8兆円程度）、共済年金に係る

基礎年金国庫負担分（0.7兆円程度）を合計すると、税負担は22.2兆円となる。 
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その際、社会保障制度について、経済成長率や人口構成などの

経済・社会の変化に対応した仕組みとするとの観点や、年金・医

療・介護といった各制度内の課題への対応だけでなく制度横断的

な観点からも、見直しを進めていく必要がある〔資料Ⅱ－１－４、

５参照〕。 

 

③ 当面の課題（平成21年度（2009年度）予算） 

「基本方針2006」等における歳出改革の方針は、政府全体の方

針として閣議決定されたものであり、社会保障についても、「基本

方針2006」において、「過去５年間の改革（国の一般会計予算ベー

スで▲1.1兆円（国・地方合わせて▲1.6兆円に相当）の伸びの抑

制）を踏まえ、今後５年間においても改革努力を継続する」と明

記されている。 

社会経済情勢の変化に対応し、国民の将来にわたっての安心・

安全を確保する観点等からも、社会保障制度の持続可能性を確保

していく必要があり、平成21年度（2009年度）予算においても、

これまでの改革方針に沿って、更なる給付の合理化・効率化に取

り組まなくてはならない。特に、平成21年度（2009年度）は、雇

用保険に対する税負担の見直しや後発医薬品の使用促進など、国

民の負担増を伴わない見直しを中心とした改革努力を行っていく

べきである。 

こうした改革努力の継続とあわせて、社会保障給付に必要な税

負担の将来世代への先送りを断ち切らなければならず、社会保障

給付のための安定的な財源確保を図る必要がある。 

特に、基礎年金国庫負担割合の２分の１への引上げのための所

要財源の確保については、後述のとおり今年末までに結論を得な

ければならない課題であるが、その際、具体的な安定財源を確保

しないまま、社会保障給付を増加させることがあれば、直ちに国

債残高の増加に直結し、社会保障制度の持続可能性を揺るがしか

ねず、国民の不安を増幅させる懸念もあることを十分認識しなけ

ればならない。 
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(2) 年金 

 

公的年金制度については、平成16年（2004年）年金制度改革にお

いて、 

・ 保険料負担を段階的に引き上げ、平成29年度（2017年度）以降、

厚生年金は18.30％、国民年金は16,900円（平成16年度（2004年度）

価格）で固定する、 

・ 上記の保険料負担の範囲内で年金給付を賄うこととしつつ、標

準的な年金受給世帯の給付水準について現役世代の平均収入の

50％を上回る水準（50.2％）を確保する、 

・ 所要の安定した財源を確保する税制の抜本的な改革を行った上

で、平成21年度（2009年度）までに基礎年金国庫負担割合を３分

の１から２分の１へ引き上げる、 

ことなどを骨格とした改革が実施された。 

（注）現在の年金額は、過去の物価下落時にマイナススライドを

停止し（平成12年度（2000年度）～平成14年度（2002年度）、

累計▲1.7％）、本来よりもプラス1.7％高い水準となってい

る。平成16年（2004年）年金制度改革は、これをまず解消す

ることを前提として、上記のような保険料率・給付水準を設

計している。 

この柱の一つである基礎年金国庫負担割合の引上げについては、

平成16年（2004年）年金改正法の規定等に沿って検討を進め、安定

財源の在り方も含め、年末までに結論を得なければならない15。こ

のため、基礎年金国庫負担割合を２分の１へ引き上げるための所要

財源を含め、持続可能な社会保障制度の構築等に必要となる安定的

な財源を確保するため、税体系の抜本的改革の道筋を明確にする必

要がある。 

年金記録問題は、公的年金制度のみならず、政府に対する国民の

信頼に関わる問題であり、解決に向け一層の取組を進めていかなけ

ればならない。その際、国民の理解が得られるよう、財政の合理化

                      
15  現在の国庫負担割合（１/３＋32/1000）から２分の１に引き上げるための所要額は、約2.5兆円。

平成20年度（2008年度）における国庫負担割合を１/３＋40/1000に引き上げるための法案が成立

した場合、所要額は約2.3兆円となる。 
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努力を引き続き徹底し、対策経費に係る財源をできる限り確保すべ

きである。 

なお、公的年金制度の在り方をめぐって、社会保障国民会議にお

いても、基礎年金の財政方式や未納問題への対応等についての検討

が行われるなど、様々な議論が行われているが、そうした議論にお

いては、給付に見合った安定財源をきちんと確保し、将来世代に負

担の先送りはしないという視点が何より重要である。 

 

(3) 医療 

 

① 最近の我が国の医療を取り巻く課題 

    昨今、特定の地域や診療科等におけるいわゆる「医師不足」問

題に加え、救急医療における「患者のたらい回し」といった問題

も発生している。 

医師数自体は全体で見れば毎年3,500人～4,000人程度増加し

ていることから、こうした問題の発生の背景には、むしろ大学病

院の医師派遣機能の低下や病院勤務医の厳しい勤務環境及びそ

れを背景とした医師の病院離れ（開業医志向）などにより、医師

を適正かつ効率的に配置できていないことが大きな要因の一つ

として考えられる。 

したがって、こうした問題に対応するためには、病院と診療所

間の診療報酬の配分の在り方や医師の配置等に関する規制の在

り方の見直しなど、背景となっている実態一つ一つに焦点を当て

た対応を的確に行っていく必要がある。 

 

② 医療給付と負担の動向と課題 

我が国の医療費は、高齢化の進展等に伴い、毎年度３～４％程

度（１兆円程度）増加しており、その結果、保険料・税負担とい

った国民負担も大幅に増大していくこととなる。こうした中、現

役世代の負担を過度なものとせず、将来にわたり医療保険制度を

持続可能なものとするためには、早急に更なる改革に取り組む必

要がある。 

また、財政面から見ても、今後、高齢化の進展に伴い、税負担
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の割合の高い高齢者医療給付費が増大することにより、税負担の

比重が高まることが見込まれており、医療保険制度における税負

担の在り方の見直しについても検討していく必要がある。 

平成20年度（2008年度）においては、国民負担の軽減や公平化

を図りながら歳出改革を推進する観点から、薬価等の改定や政管

健保への税金による補助の見直しなどの制度・施策の見直しを行

うこととされたが、引き続き、保険料・税負担の上昇をできる限

り抑制するため、不断の改革努力を行っていく必要がある。 

  

③ 医療給付と負担に関する改革の方向性 

我が国の医療の実態を見ると、諸外国と比較して、病床数が多

く、入院日数が長い、外来患者の受診回数が多い、薬の使用に無

駄が多いなど、様々な課題が山積している。また、こうした課題

自体が、上述のように医師不足問題等を助長する結果にもなって

いると考えられ、その解決に早急に取り組む必要がある。 

こうした中、「基本方針2008」において、「『医療・介護サービス

の質向上・効率化プログラム（平成19年（2007年）５月）』に沿っ

て、供給コストを最大限低減する努力を行う」とされている。 

当審議会としては、これまでも、公的給付の重点化や患者負担

の見直しなど、具体的な改革方策について様々な指摘を行ってき

ており、引き続き聖域なく検討していく必要がある〔資料Ⅱ－１

－６参照〕。その際には、 

・ 国民負担の軽減の観点から、医療サービス提供コストの縮

減・合理化を進めること、 

・ 保険料・税で支える公的医療給付については、サービス産業

としての総医療費と峻別し、介護給付等との役割分担も踏まえ

ながら、真に必要なものに給付の範囲の重点化を図ること、 

・ 世代間・世代内の公平を図る観点から、医療費について年齢

を問わず負担能力に応じて負担する仕組みとすること、 

等の改革に取り組んでいく必要がある。 

 なお、医療費の適正化に向けては、国民自らが健康の保持に対

する自覚を持ち、安易に医療サービスに頼らないといった意識付

けも重要である。 
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④ 平成21年度（2009年度）の課題 

平成21年度（2009年度）は、診療報酬・薬価等の改定は予定さ

れていないが、引き続き、医療分野においても国民負担の軽減や

公平の観点から、効率化努力を行っていくことが重要である。 

このため、以下の項目を始め、聖域を設けることなく削減方策

を検討していく必要がある。 

 

ア. 後発医薬品の使用促進 

先発医薬品と後発医薬品では成分や効能が同じでも1.5～

3.5倍の価格差があり、先発品を使用すれば、その分、患者負

担に加え、保険料・税負担も増加する。このため、後発品の一

層の使用促進を進めることが、医療費（薬剤費）の効率化につ

ながることから、当審議会においても、その必要性について繰

り返し指摘を行っている。 

しかし、これまでの状況を見ると、我が国の後発品の使用は

数量ベースで16.9％（平成18年度（2006年度））であり、米国・

英国・ドイツが５割を大きく超えているのに比べて、依然とし

て非常に少ない状況であり、「平成24年度（2012年度）までに

後発医薬品の数量シェアを30％（現状から倍増）以上とする」

との厚生労働省が掲げる目標を達成するためには、引き続き、

様々な観点から方策を講じていく必要がある。 

平成20年度（2008年度）においては、処方箋様式の見直しな

どの対策が講じられたが、後発医薬品の使用によってメリット

を享受できるのは、医療費を負担する国民や保険者であること

に鑑みれば、国民や保険者自らがその使用促進に、一層積極的

に取り組むべきである。その際、国としても、後発医薬品の国

民一般への普及・啓発に努めるほか、患者（被保険者）に後発

医薬品の使用を促すといった保険者努力を評価することなど

も検討すべきである。 

 

イ. 被用者保険間の負担の調整 

政管健保（本年10月より「全国健康保険協会（協会けんぽ）」）
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の保険財政については、平成19年度（2007年度）の決算が単年

度赤字となり、平成21年度（2009年度）の保険料率（現在82‰）

は、何ら対策をとらなければ83‰から85‰程度まで上昇するこ

とが見込まれるなど、厳しい状況となっている。 

一方、健保組合については、最近、比較的大規模な組合の解

散等があったこともあり、高齢者医療制度の創設に伴う負担増

が問題となっているが、標準報酬についての政管健保との格差

は拡大傾向にあるほか、健保組合全体としては、近年、被保険

者数が増加する中、保険料率も低下を続けている（平成19年度

（2007年度）の全組合平均は73.1‰）〔資料Ⅱ－１－７参照〕。 

さらに、個々の健保組合を見ると、その保険料率には、31‰

程度の財政状況の良好な組合から、95‰超の協会けんぽの料率

を上回る組合までばらつきがあり、例えば60‰未満の組合も

158組合（全体の１割超）存在する。そのほか、保険料率は必

ずしも低くなくても、（事業主の負担割合が大きく）被保険者

自身の負担割合が低いといった健保組合も多く存在するなど、

その状況は様々であり、高齢化や所得の差など保険者努力が及

ばない部分での保険者間の格差は見過ごせない程度まで拡大

している〔資料Ⅱ－１－８参照〕。 

協会けんぽと健保組合の格差は、協会けんぽへの税金の投入

（給付費等の13％、後期高齢者支援金の16.4％相当額：8,254

億円（平成20年度（2008年度）予算））により調整しているが、

上記のような個々の組合の格差の状況を踏まえれば、税金での

調整には限度があることが明白となっている。むしろ、保険者

努力が及ばない要因については、各保険者の自主性・自立性に

は配慮しつつ、保険料によって調整を行うことが適切であり、

協会けんぽか健保組合かといった区分ではなく、個々の保険者

の状況に応じ、きめ細やかな調整を保険料によって行うことが、

負担の公平を図り、保険運営を安定させる上で重要である。ま

た、結果として、協会けんぽへの税金の投入を縮減することも

可能となる。 

こうした観点から、平成20年度（2008年度）においては、財

政状況の良好な健保組合等により政管健保を支援する措置等
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を定める法案が国会に提出されたが、平成21年度（2009年度）

においても、上記の考え方の下、被用者保険全体として、負担

の公平化を図る取組を行うことが適当と考えられる。あわせて、

国保組合についても組合間の財政状況に格差があることを踏

まえ、更なる負担の公平化にも取り組むべきである。 

 

(4) 介護 

 

① 介護保険制度の現状と課題 

平成12年（2000年）の制度創設以来、介護給付費は、高齢化の

スピードを上回って増加しており、平成12年度（2000年度）に3.2

兆円だったものが、平成20年度（2008年度）には6.7兆円（当初

予算ベース）へと２倍以上になっている（同期間の65歳以上の高

齢者数は22％増加。）。 

この間、65歳以上の高齢者が支払う第１号保険料は、全国平均

で月額2,911円から4,090円と約1.4倍に増加し、国・地方の税負

担も平成12年度（2000年度）の2.2兆円（当初予算ベース）が平

成20年度（2008年度）には3.8兆円（当初予算ベース）へと約1.7

倍に増加している。 

仮に、今後とも、こうした高い給付の伸びを放置すれば、これ

を賄うための保険料・税負担の水準もそれに応じて引き上げざる

を得なくなることを踏まえれば、真に必要なサービスは確保しつ

つ、給付の伸びの抑制に取り組んでいく必要がある。 

  

② 介護費用のコスト構造 

介護給付費の伸びの背景としては、要支援・要介護認定率や居

宅サービス利用の増大などがある。すなわち、 

・ 要支援・要介護の認定者数は、要介護度２以下の人を中心に、

平成13年（2001年）３月から平成20年（2008年）２月までの間

に255万人から451万人(プラス77％)へと高齢者数の増（プラス

22％）を大きく上回るペースで増加している。 

・ また、サービス別に見ると、居宅サービスの伸びが著しく、

平成12年度（2000年度）から平成18年度（2006年度）までの間
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に約2.8倍に増加している。 

一方、介護サービス利用の実態を見ると、 

・ 要支援・要介護認定率には地域差（約1.6倍）が見られ、この

傾向は特に要介護度２以下の人について顕著（約1.9倍）となっ

ている。 

・ また、施設利用率も地域差（約1.9倍）があり、利用率の高い

地域ほど被保険者一人当たり給付費が高くなる傾向にある。 

これらを背景に、被保険者一人当たり給付費には約1.7倍の地域

差があり、こうした実態は、更なる給付の合理化・適正化の必要

性を示している。 

 

③ 介護事業の現状と課題 

 

ア. 介護人材確保 

近年、介護現場における人材確保が困難となってきており、

賃金などの処遇改善を図るべきとの指摘がある。しかしながら、

実態を見ると、地域や事業所によっても状況が異なっている。 

具体的には、 

・ 介護従事者の賃金には既に約1.4倍の地域差があるが、有

効求人倍率は賃金が高い都市部を中心に高く、人材確保が難

しくなっている一方、現在の賃金水準でも有効求人倍率が１

程度（求人数と求職者数がほぼ均衡）の地域もある（10道県

が有効求人倍率1.2未満（平成19年度（2007年度）））、 

・ 介護従事者の離職率は全産業平均（15.4％）に比べ高い状

況（介護職員：25.3％）にあるが、離職率の分布を見ると、

離職率が高い事業所と低い事業所に二極化しており、事業所

の人事労務管理等に格差があると考えられる、 

・ 介護従事者の離職理由には処遇の問題以外にも様々あり、

訪問介護員の離職率と賃金水準にはほとんど相関が見られ

ない、 

・ 一方、介護従事者の年齢別の賃金上昇率は他の産業に比べ

て低くなっているなど、勤続年数や専門性などを踏まえたキ

ャリアアップの仕組みの構築も課題となっている、 
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といった実態があり、これらも踏まえて対応を検討する必要が

ある。 

 

イ. 介護事業所の経営状況等  

平成20年（2008年）介護事業経営実態調査によれば、介護事

業所の収支差率は、平成17年（2005年）に比べ、全体として縮

小傾向にあるが、一部のサービスを除き、黒字を確保している。 

また、介護事業所の経営状況は地域や規模によって差があり、 

・ 施設サービスは、賃金の地域差等を背景に、都市部の方が、

その他の地域に比べ、収支が悪くなっている。 

・ 訪問介護サービス等は、都市部の方が平均的に見て事業所

当たりの訪問回数が多くなっており、収支の良い傾向にある

ことから、こうした状況も踏まえて介護報酬改定等を行う必

要がある。 

・ 訪問介護サービス等においては、小規模の事業所では、訪

問介護員一人当たり訪問回数が少ないなど非効率となって

おり、へき地等の事業所には配慮しつつ、事業所間の連携や

物品等の共同購入などの効率化努力を求める必要がある。 

 

④ 今後の改革の方向性 

 

ア. 介護給付費の合理化・効率化 

介護保険制度においては、これまでも、食費・居住費の見直

し、新予防給付の創設などに取り組んできた。しかしながら、

それでもなお、給付は経済の伸びを上回って増加していくこと

が見込まれており、制度を持続可能なものとするためには、今

後とも、給付の合理化・効率化を進めていく必要がある。 

このため、まずは要介護認定の適正化・厳格化、ケアプラン

点検や不正請求チェックの強化、介護予防効果の検証など公正

で効率的な制度運営を確保するための取組を進めていく必要

がある。 

さらに、今後、医療保険など他制度との連携・役割分担の見

直しや保険料・税負担の動向も踏まえながら、長期的な視野に



 

 - 22 -

立って、どのような改革を行っていくべきか、検討を深めてい

く必要がある。 

 

イ. 介護従事者の処遇改善 

今回の「生活対策」においては、平成21年度（2009年度）の

介護報酬改定（プラス3.0％）等により介護従事者の処遇改善

を図ることとしつつ、それに伴う介護保険料の急激な上昇を抑

制するため、激変緩和措置が講じられることとなっている。 

介護報酬を単に増加させるだけでは、介護従事者の賃金に反

映されるとは限らないことから、地域差等の実態も踏まえなが

ら、処遇改善が着実に図られるよう、具体策を講じていく必要

がある。 

また、介護人材確保に向けては、勤続年数や専門性などを踏

まえたキャリアアップの仕組みの構築や事業主による雇用管

理の改善などの多角的な観点からの検討を進めていく必要が

ある。 

 

(5) 少子化対策 

新人口推計（平成18年（2006年）12月）において、今後一層の少

子高齢化が進行し、本格的な人口減少社会が到来するとの見通しが

示される中、有効な少子化対策が喫緊の課題となっている。 

重点戦略（「子どもと家族を応援する日本」重点戦略（平成19年

（2007年）12月））においては、「とりわけ仕事と子育ての両立や家

庭における子育てを支える社会的基盤となる現物給付の実現に優先

的に取り組む必要」があるとの考え方が示されており、具体的な少

子化対策のメニューの中で、その優先順位を十分に考慮して、実施

することが重要である。 

こうした中で、今回実施した有識者からのヒアリングにおいては、 

・ 少子化対策には保育サービスの拡充が有効であること、 

・ その際、幼稚園や空き教室の活用、民間企業の参入促進などに

より、効率的な保育サービスを拡充する必要があると考えられる

こと、 

・  ただし、民間企業の参入などについては、市町村の取組にばら
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つきがあること、 

・ さらに、認可保育所に税金を投入しすぎていることが、他のサ

ービスの利用などを妨げている面があること、 

等の課題が指摘された。これを踏まえ、今後、認定こども園の拡充、

都市部における分園整備、学校の空き教室の活用などにより、保育

サービスの拡充を効率的に進めるとともに、ニーズに応じたサービ

スを効果的に促進するため、規制の在り方や公費投入の在り方につ

いて検討する必要がある。 

今回の「生活対策」においても、認定こども園や賃貸方式による

分園の活用等も含めた子育て支援サービスの緊急整備が講じられる

こととされたところであり、今後とも、効率的なサービスの提供を

進めていく必要がある。 

また、少子化対策について必要となる財源については、重点戦略

でも指摘されているとおり、「諸外国と比較しても特に厳しい財政状

況の下で、その費用を次世代の負担によって賄うことのないよう、

必要な財源をその時点で手当てして行うことが必要」であり、施策

と財源については一体的に議論することが不可欠である。 

いずれにしても、少子化対策については、社会全体として取組を

進めるための意識改革が重要であり、その認識の下で、必要となる

費用負担について、国・地方、企業、家族等の社会全体で支えるよ

うな枠組みを構築するため、引き続き、検討を進めることが必要で

ある。 

 

(6) 生活保護 

生活保護は、最後のセーフティネットとしての機能を有するもの

であるが、扶助基準や執行状況によっては、モラルハザードを生じ

かねず、かえって被保護者の自立を阻害する一方、一般低所得世帯

等からの不公平感をもたらす懸念もある。 

こうしたことから、当審議会としても、既に「平成19年度予算の

編成等に関する建議」（平成18年（2006年）11月22日財政制度等審議

会）において、生活保護の改革に向けて、生活扶助基準の水準や級

地別基準を始め広範にわたる論点について、見直しの基本的な方向

性に関する指摘を行っている。 
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こうした観点も踏まえ、生活保護については、これまでリバース

モーゲージの優先適用16、母子加算の見直し等の改革を実施してき

たが、全国消費実態等の検証結果を踏まえた生活扶助基準等の見直

しなどの課題が引き続き残されており、今後、更に検討を進めてい

く必要がある。 

また、近年、生活保護の運用に当たり、地域間における保護率に

違いが見られるなど、様々な問題が指摘されているが、生活保護を

受けるべき人が受給し、受けてはならない人が受給しないよう、制

度を厳正に運用していくことにより、生活保護制度に対する国民の

信頼を確保していく必要がある。 

 

(7) 雇用 

雇用保険制度そのものの在り方について考えてみると〔資料Ⅱ－

１－９参照〕、同制度（被保険者数 約3,700万人）は、非正規雇用

者と比較して所得が多く、安定していると考えられる正規雇用者を

中心とした保険制度である（雇用者（役員除く）5,174万人中、正規

3,441万人、非正規1,732万人）〔資料Ⅱ－１－10参照〕。また、正規

雇用者は、制度創設（昭和22年（1947年））初期にはその収入におい

て、自営業者等を下回っていたものの、近年ではこれが逆転してい

る〔資料Ⅱ－１－11参照〕。 

こうした保険制度に対し、多額の赤字国債を発行し将来世代に負

担を先送りしているような財政状況の下、すべての納税者による負

担を引き続き行うことは、慎重に考えるべきである。 

これらを踏まえ、保険制度の運営自体は国が責任をもって行うと

した上で、まずは保険給付は保険料で確保することを基本とし、税

負担については、雇用情勢が極端に悪化した場合に必要な保険給付

をいかに確保するかという点に留意しつつ17、廃止を含め、その在

                      
16  リバースモーゲージとは、所有不動産を担保として生活資金を貸し付け、借受人の死亡時に担保
物件を処分して元利金を一括返済する仕組み。 

17 雇用保険の保険料については、労働保険徴収法上、毎会計年度において積立金が失業等給付費の
１倍未満となる場合、または２倍を超える場合、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いた
上で、料率の弾力的変更（現行±0.4％）を行うことができることとなっている（いわゆる弾力条
項）。平成20年度（2008年度）の保険料率は、この弾力条項の発動の結果、1.2％まで引き下げら
れているが、今後、仮に積立金が失業等給付費の２倍以下となった場合には、本則の1.6％が適用
されることとなり、さらに、１倍未満となった場合には、弾力条項の発動により、最高2.0％まで
引上げ可能となっている。 
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り方にまで遡った抜本的な改革を行うべきである。 

雇用保険に対する税負担の在り方については、「行政改革推進法」

において、「廃止を含めて検討する」とされ、また、「基本方針2006」

において、「昨今の雇用保険財政の状況（積立金2.5兆円）にかんが

み」「廃止を含む見直しを行う」との指摘が行われた。こうしたこと

等を踏まえ、平成19年度（2007年度）予算において、税負担の削減

が行われた。 

その後も、失業等給付に関する単年度収支が大幅な黒字基調（平

成20年度（2008年度）予算：プラス0.5兆円）を続けた結果、積立金

が過去最大の5.4兆円（平成20年度（2008年度）末見込み）にも達す

るなど平成19年（2007年）の制度改正当時よりも更に改善した状態

となっている〔資料Ⅱ－１－12参照〕。 

5.4兆円という積立金水準は、平成５年度（1993年度）から平成14

年度（2002年度）にかけて失業率が３％程度上昇した際に９年かけ

て取り崩した額（4.3兆円）を上回る十分な規模となっており、行政

支出総点検会議第２ワーキングチーム中間報告（平成20年（2008年）

10月16日）においても、「厳しい財政事情を踏まえると、この国費投

入は行うべきではない。」と指摘されている。 

加えて、今回の「生活対策」においては、「国民の負担軽減の観点

から、積立金の状況を踏まえ、セーフティネットの強化とあわせて、

雇用保険料引下げ等へ向けた取組を進める」とされている。近年、

労使の負担軽減となる保険料の引下げに際して、納税者である国民

の負担軽減となる税負担の削減もあわせて行われていることも踏ま

えれば、平成21年度（2009年度）予算編成においても、税負担の削

減を行うべきである。 

雇用保険二事業に関する予算については、平成19年度（2007年度）、

平成20年度（2008年度）において、事業の廃止や見直し等の整理合

理化が進められているが、現下の雇用情勢を踏まえ、非正規労働者

対策など、雇用の安定・創出に有効な施策には重点的に配分しつつ、

引き続き、無駄を廃し、整理合理化の取組を進める必要がある。 

なお、少子化の進行や労働力人口の減少といった状況を踏まえ、

女性、高齢者、障害者など、働く意欲のあるすべての人が、その能

力を発揮し、また働くことにより社会の支え手となれるような環境
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をつくることが必要である。その際には、従来の雇用形態にとらわ

れず、ＩＣＴの活用などによる多様な働き方や就業形態を更に普及

させる取組を進めることも重要である。 

 

２．地方財政 

 

(1) 国と地方の歳出とその財源構造 

最近、地方関係者18より、三位一体改革により地方交付税が大幅

に削減された結果、地方の財政運営は危機的状況にあるため、地方

交付税の復元・増額が必要であるとの主張が行われている。 

しかしながら、三位一体改革前の平成15年度（2003年度）と平成

20年度（2008年度）を比較してみると、地方税、地方譲与税、地方

特例交付金、地方交付税及び臨時財政対策債の合計である地方一般

財源は、2.1兆円増加している〔資料Ⅱ－２－１参照〕。 

地方一般財源のうち、地方交付税及び臨時財政対策債は、地方の

財政収支の「足らない部分」を補てんするものである。この間の推

移を見ると、地方交付税は2.7兆円減少しているが、地方税は当該減

少分を大きく上回って5.3兆円（税源移譲３兆円を含まないベース）

増加している。臨時財政対策債は３兆円の減少であるが、そもそも

これは赤字地方債であり、歳出削減努力を通じて縮小していくべき

ものである。この間、給与関係経費の縮減（1.2兆円）、地方の債務

残高の減少に伴う公債費の減（0.4兆円）を始めとして、2.8兆円の

歳出削減を実施しており、これに見合って赤字地方債が縮減されて

きたものである〔資料Ⅱ－２－２参照〕。 

なお、地方交付税と臨時財政対策債を合計すれば5.7兆円の減少で

あるが、地方税はこれを概ね埋め合わせるだけ増加している。この

上、給与関係経費の縮減や公債費の減少等の歳出減があるため、総

体としての地方は、交付税が削減されて財政が悪化しているわけで

なく、一般財源比率が上昇するなど、むしろ財政体質の改善を示し

ている。 

一方、国の財政状況からすれば、地方交付税の増額は、その財源

                      
18 「地方交付税の復元・充実等に関する提言」（平成20年（2008年）７月18日、全国知事会）等 
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を赤字国債の増発に求めることになる。つまり、所要の一般財源が

確保されているにもかかわらず交付税を過去の水準に復元するとの

主張は、相対的に財政体質が改善している地方から国に負担を付け

替え、さらに、将来世代に負担を先送りするとの主張にほかならな

い。 

 

(2) 地域間の財政力格差 

このように、地方全体としては、一般財源は適切に確保されてお

り、平成20年度（2008年度）予算においては、地方全体で2.3兆円の

財政黒字、債務残高は約２兆円減少となっている。 

にもかかわらず、地方財政の危機的状況が主張されている背景に

は、足元の税収動向に伴う先行き不安もあろうが、三位一体改革に

よる税源移譲に伴い、税源偏在が拡大し、それが地域間格差を拡大

したという側面が大きい。すなわち、財政力のある地方公共団体で

は、税源移譲による税収増が交付税の減少分を上回り、一般財源が

増加している。こうした地方公共団体では、児童手当の上乗せや子

どもの医療費の無料化など、高水準な住民サービスを比較的容易に

行える上に、財政調整基金等も大幅に増加している。一方、財政力

の弱い地方公共団体では、税収がそれほど増えない中、交付税の減

少の影響が上回っており、この結果、財政運営が厳しくなっている

と考えられる〔資料Ⅱ－２－３参照〕。総体としての地方において一

般財源が充実していることを踏まえると、こうした状況は、地方交

付税等の財源均衡化の機能が弱まっていることを示していると言わ

ざるを得ない。また、税源移譲により不交付団体に多くの税源が移

ることになるため、不交付団体の財源余剰が拡大し、交付団体の財

源不足額が増加する。当該財源不足額が地方交付税で補てんされる

こととなるため、全体としては、必要な財源が増加してしまい、国

民負担が増えてしまうという弊害もある。 

こうした中、地方分権の議論において、更なる税源移譲を行うべ

きという主張がなされているが、税源移譲すれば、地域間格差は一

層拡大する。したがって、税源移譲と税源の偏在是正策は一体不可

分のものとして検討する必要がある。 

平成20年度（2008年度）予算においては、暫定措置として法人事
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業税の２分の１程度を地方法人特別税とし、人口及び従業者数を基

準として譲与する制度を創設したが、これにより、法人二税の人口

１人当たり税収額は、都道府県間の最大と最小の格差が6.1倍だった

ものが4.1倍にまで縮小すると試算される。こうした仕組みは、格差

是正のための有力な方策と考えられ、今後の地方分権等の議論にお

いては、こうした仕組みを踏まえ議論がなされるべきである。その

際、諸外国における水平的調整制度も参考になると考えられる〔資

料Ⅱ－２－４、５参照〕。 

 

(3) 国と地方の財政状況 

国と地方の財政状況を比較した場合、フロー面（プライマリー・

バランス、公債依存度）、ストック面（債務残高、債務残高と税収の

比率）ともに、国は総体としての地方よりも極めて厳しい財政状況

となっている〔資料Ⅱ－２－６～８参照〕。 

これまで、地方分権に伴い国から地方への税源移譲を行ってきた

ことから、交付税制度創設時には28％程度だった地方税収比率は、

現在は43％程度まで高まっており、国の税収比率は低下してきてい

る。 

一方で、最近の地方財政対策においては、地方交付税の法定率分

に加えて、地方の財源不足の半分を国が追加的に財源負担する状態

が平成８年度（1996年度）以降続いてきた。加えて、平成11年度（1999

年度）の恒久的減税に係る地方税減収額の４分の３、国税減収に伴

う交付税減少額の半分を、それぞれ国が負担してきた。こうした国

による追加的な財源補てん措置の総額は最近11年間ほどで約50兆円

にも達している。さらに、道路特定財源の暫定税率の失効期間中の

地方税等の減収分についても、全額国が補てんしている。このよう

な地方財政の悪化を抑えるための様々な補てん措置等もあり、国の

長期債務は急速に累増し、債務残高の税収比はこの10年間で10倍程

度から15倍程度にまで上昇した〔資料Ⅱ－２－９参照〕。 

債券市場において国債はベンチマークとしての役割を果たしてお

り、地方債その他の債券の金利は、国債金利にそれぞれの発行体の

リスクに応じた金利が上乗せされており、国債金利の水準が地方債

金利を大きく左右する。今後の地方分権等の議論においては、こう
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した国の財政状況への信認自体が地方財政に対して影響を与えるこ

とも踏まえる必要がある。 

 

(4) 平成21年度（2009年度）の地方財政 

近年の地方財政は、好調な企業収益を背景として地方税収が伸張

してきたことや、「基本方針2006」等に基づき歳出抑制の努力を積み

重ねてきた結果、平成19年度（2007年度）及び平成20年度（2008年

度）予算では折半対象財源不足を解消した。 

平成21年度（2009年度）予算においては、世界経済が減速する中

で企業収益の悪化により税収減が予想されており、地方財政につい

ても厳しい状況が予想される。 

このような状況の下、平成21年度（2009年度）予算編成に当たっ

ては、地方の経済活性化のためという理由から地方歳出の膨張圧力

が一段と強まってきている。しかしながら、地方歳出の基本は、住

民の受益と負担のバランスを取りながら、負担の範囲内で適切な行

政サービスを行うことであり、経済対策のために歳出を拡大してい

くことは適切ではない。したがって、これまでの改革の方向性を継

続し、地方行財政改革を一層進めることにより歳出抑制を図るべき

である。また、財政力の弱い地方公共団体の財政状況を改善するた

め、地域間格差の是正に努めていくことが重要である。 

 

(5) 地方の行財政改革（歳出抑制の取組） 

地方公共団体の行財政運営に当たっては、いかにして持続可能な

自立した運営を行っていくかという観点が重要である。持続可能で

自立した行財政運営を行うためには、行政サービスに対する受益と

負担のバランスを維持していかなければならない。したがって、地

方公共団体が標準を上回るサービスを提供するためには、それに見

合う負担が必要であることについて、住民の理解を得ていくことが

必要である。また、負担について住民の理解を得るためには、その

前提として、行政のスリム化を図り、効率的な地方公共団体を実現

すべく、人件費の削減や無駄の排除など、行財政改革に徹底的に取

り組むことが必要である。 
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① 地方単独事業 

地方単独事業については、バブル期において、税収の伸びを背

景に著しく増加した。近年では、「基本方針2006」等を踏まえ、

その伸びは抑制されているものの19、特に一般行政経費はバブル

税収を前提とした水準で高止まりしている〔資料Ⅱ－２－10参

照〕。こうした経費が真に必要性の高いものとなっているかどう

か、受益と負担の観点から不断の見直しが必要である。また、国

においては、公益法人向け支出やレクリエーション経費の見直し

等、ムダ・ゼロに向けた取組を推進しているところであり、地方

においても同様の改革努力を行っていくべきである。 

 

② 給与関係経費 

 

ア．民間給与のより一層の反映 

給与構造改革の一環として、平成18年度（2006年度）より北

海道・東北ブロックに合わせ、俸給表水準を平均4.8％引き下

げたところであり、全体としては、民間給与を反映した給与水

準とするよう改革が進められてきている。 

ただし、民間給与との乖離の状況は、地域により差が見られ

ており、さらに、民間給与の水準は、地域ごとのばらつきが拡

大しているとの統計もある〔資料Ⅱ－２－11、12参照〕。また、

民間給与におけるボーナスの水準は地域によりばらつきが見

られるが、公務員給与におけるボーナスには、それが十分に反

映されているとは言えない〔資料Ⅱ－２－13参照〕。 

また、地域手当について、国家公務員の地域手当を上回る支

給率で支給している地方公共団体もある。 

こうした状況を踏まえ、民間給与のより一層の反映を図るた

め、給与構造の見直しを更に進めていく必要がある。 

                      
19 「基本方針2006」における地方財政関連部分より抜粋 

地方単独事業については、「選択と集中」の視点に立って、国の取組と歩調を合わせ、過去５年間

の改革努力（５年間で▲５兆円超）を基本的に継続することとするが、地域の実情に配慮し、今

後５年間については、地方単独事業全体として現在の水準以下に抑制することとし、投資的経費

は国の公共事業と同じ改革努力を行い、一般行政経費は平成18年度（2006年度）と同程度の水準

とする。 
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イ．技能労務職員の給与水準 

技能労務職員の給与水準については、当審議会の建議や「経

済財政改革の基本方針2007」（平成19年（2007年）６月19日閣

議決定。以下「基本方針2007」という。）等において、民間事

業者と比べて水準が高いとの指摘がなされてきている。これら

の指摘も踏まえ、各地方公共団体において、技能労務職員の給

与の点検を行い、見直し方針を策定することとされ、本年７月

に、各地方公共団体における取組方針の策定状況が公表された。

しかしながら、給与水準にまで踏み込んだ取組は一部の地方公

共団体にとどまっており、今後、一層の取組が必要である。 

 

ウ．給与水準の更なる適正化 

給与水準を比較するための指標として、学歴と経験年数を勘

案したラスパイレス指数は、年功賃金的な給与体系における給

与水準比較に適している一方、職務と責任に基づくラスパイレ

ス指数は、能力給的な給与体系における給与水準の比較に適し

ていると考えられる。 

地方公共団体の中には、学歴と経験年数に基づくラスパイレ

ス指数が低い場合でも、職務と責任に基づくラスパイレス指数

は高くなっているケースがある〔資料Ⅱ－２－14参照〕。 

また、都道府県においては、級別職員構成について、国家公

務員と比較して上位級の職員割合が高くなっており、これは給

与水準を高止まりさせる要因になっていると考えられる〔資料

Ⅱ－２－15参照〕。 

したがって、地方公務員の人件費の適正化にあたっては、学

歴と経験年数に基づくラスパイレス指数のみにより判断する

のではなく、職務と責任に基づくラスパイレス指数や級別の職

員構成といった様々な要素も勘案しながら、各地方公共団体に

おいて人件費総額の適正化に取り組んでいくべきである。さら

に、国と同水準に下げればよしとするのではなく、地域の民間

給与との比較についても、適正化が必要であることは当然であ

る。 
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(6) 地方向け補助金等 

平成20年度（2008年度）予算における地方向け補助金等の総額は

19.1兆円であり、その内訳は、社会保障関係12.4兆円、文教・科学

振興関係2.0兆円、公共事業関係3.9兆円、その他0.7兆円となってお

り、社会保障、文教・科学振興関係で約４分の３を占めている。〔資

料Ⅱ－２－16参照〕。 

地方向け補助金等については、国と地方の役割分担の見直し、国

及び地方を通じた行財政のスリム化等の観点から、整理合理化が進

められてきた。その中で、地方の自主性・裁量性を拡大する観点か

ら、統合補助金の創設・対象事業の拡充、交付金化等の取組も行わ

れてきたところであるが、地方向け補助金等については、国と地方

の役割分担の在り方、限られた財源で最も効率的に政策効果を発揮

させる必要性、執行過程の透明性確保等、多面的・多角的な観点か

ら、その在り方を十分に検討し、抑制を図っていく必要がある。 

今般、地方向け補助金等に係る地方公共団体の不正経理について

会計検査院から不当事項等の指摘を受けたことは、誠に遺憾である。

今後、徹底した実態調査を行うとともに、法令・予算の定めるとこ

ろに従った厳正な執行を求めたい。 

 

３．公共事業 

 

(1) 公共事業の重点化・効率化 

公共事業予算については、「基本方針2008」において、引き続き「基

本方針2006」及び「基本方針2007」に則り、「最大限の削減を行う」

とされたことを踏まえ、平成21年度（2009年度）概算要求基準にお

いて、歳出改革努力を継続する観点から、対前年度比▲３％の削減

を継続することとされた。また、公共事業費及びその他経費につい

て政策の棚卸し等により捻出した財源（▲２％の削減）等の範囲内

で「重要課題推進枠」に対応することとしている〔資料Ⅱ－３－１

参照〕。 

我が国の社会資本整備の水準は著しく上昇してきており、今後は、

人口減少社会の到来、少子高齢化の進展等、我が国が直面する構造
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変化に適応した生活や経済活動を支えるものへと重点化を図ってい

くとともに、安全・安心の確保の観点から的確な防災・減災対策等

を講じていく必要がある。他方、我が国の厳しい財政事情の下、こ

れまでに整備した社会資本ストックの維持管理や更新コストの増加

が今後見込まれることに留意する必要がある〔資料Ⅱ－３－２参照〕。 

こうした状況の下、今後の公共事業については、事業評価の厳格

な適用等により、地域の自立・活性化、我が国の成長力強化等の課

題に対応した真に必要かつ効果の高い社会資本の整備への重点化、

更なるコスト構造の改善等を通じた効率化を図っていくべきである。

平成21年度（2009年度）予算においても、こうした考え方の下、一

層の重点化・効率化を進めることによって、公共事業予算全体の規

模を抑制し、削減目標の達成を図っていくべきである。 

また、公共事業予算の不適切・非効率な執行など、無駄な支出を

徹底的に排除し、公共事業予算の公正な執行に対する信頼を早急に

回復する必要がある。 

 

(2) 社会資本ストックの戦略的維持管理等による安全・安心の確保 

高度成長期に集中投資した社会資本ストックの老朽化が急速に進

展しており、予防保全的な管理・修繕の必要性が高まるとともに、

今後大幅な増加が見込まれる更新コストの縮減が大きな課題となっ

ている〔資料Ⅱ－３－３参照〕。 

こうした状況を踏まえ、社会資本ストックの安全・安心な利用を

確保し、長寿命化等によるライフサイクルコストの縮減につなげて

いくため、社会資本ストックの長寿命化、延命化等に関する計画策

定を促進するとともに、これらの計画等に基づき適切に維持管理さ

れた社会資本ストックの修繕・改修への支援に重点化すべきである。 

また、近年の局地的な豪雨（ゲリラ豪雨）の多発や、大規模地震

の発生等により、防災・減災対策の重要性が再認識されている。そ

の際、ハード整備にのみ頼るのではなく、既存施設を有効活用する

ことや、ソフト対策との連携など総合的・効果的な防災・減災対策

を計画的に講じていくことが重要である。 
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(3) 事業評価 

費用便益分析における便益計測の前提となる需要予測の方法や事

業評価手法を定めた事業評価マニュアルの適時適切な見直し・改訂

等を行うとともに、事業評価の厳格な適用により、新規採択箇所の

絞込みや、社会経済情勢の変化等が生じた際には、事業採択後であ

っても着工前に再び評価を実施するなど、再評価による事業の中止、

見直しの徹底等を図るべきである。 

 

(4) コスト構造改善等と無駄の排除 

 

① コスト構造改善等 

本年５月に決定された「公共事業コスト構造改善プログラム」

に掲げられた平成20年度（2008年度）以降の５年間で総合コスト

を15％改善するとの目標の達成に向けて、民間の技術革新の積極

的な活用など、最大限の取組を進める必要がある。また、引き続

き、一般競争入札の拡大など、入札改革を着実に推進していくべ

きである。 

 

② 無駄の排除 

道路関係業務の執行に係る国土交通省の改革方針、行政と密接

な関係にある公益法人の集中点検の結果、行政支出総点検会議の

議論等を踏まえ、道路関係及び道路以外の分野を含めた公共事業

予算全般について、予算科目の見直しや予算執行体制の厳格化等

を実施し、無駄な支出の根絶に取り組んでいく必要がある。 

また、随意契約の見直しや一般競争入札の拡大等、入札・契約

の適正化を進めるに当たっては、入札における応募要件の更なる

見直しなど、実質的な競争性を確保し、民間参入を促進するため

の取組強化を進めるべきである。 

 

(5) 道路特定財源の一般財源化 

道路特定財源については、「道路特定財源等に関する基本方針」（平

成20年（2008年）５月13日閣議決定）等に基づき、一般財源化を実

現することとなっている。これについては、「生活対策」も含めて、



 

 - 35 -

具体的な検討がなされることとされている。一般財源化に当たって

は、現下の危機的な国の財政状況を踏まえ、国の財政健全化に資す

る改革とすべきである〔資料Ⅱ－３－４参照〕。 

 

４．文教・科学技術 

 

(1) 教育予算全般について 

 

① 教育に対する信頼回復の必要性〔資料Ⅱ－４－１参照〕 

本年発生した教員採用関係の事件に対しては、教員の世界の閉

鎖性とともに、教員の過剰な待遇が、その背景として指摘されて

いる。 

この反省も踏まえ、まずは、 

・ 家庭や地域住民の信頼に足る「開かれた学校」「開かれた教

育界」を実現するとともに、 

・ 人件費が大半を占める教育予算について、それぞれの予算が

真に教育の質の向上に貢献しているか十分検証する必要があ

る。 

 

② 予算額目標から成果目標へ〔資料Ⅱ－４－２～４参照〕 

国民の関心は、教育「予算」の多寡そのものではなく、教育に

よる「成果」として現れる子どもたちの学力・能力の向上・開花

にある。 

教育予算の増額によらずとも、「早寝・早起き・朝ごはん」とい

った生活習慣の改善や基礎内容の反復など、教育手法の改善によ

り直ちに学力向上の成果が出ている例が見られる20。また、国際

的に見ても、教育予算額と子どもの学力には、必ずしも密接な関

係はない21。 

教育分野の施策については、未だに、予算額や教員数の多寡が

重視され、その拡充自体を目的化する傾向が見られるが、コスト

を抑えながら改革により教育の質を上げることは可能である。 

                      
20 山口県山陽小野田市の取組。 
21 １人当たり公財政支出（初等中等教育）とＰＩＳＡ得点の分析による。 
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教育分野の施策についても、他の政策分野と同様、客観的な成

果目標を設定した上で、結果を国民に明らかにしながら十分検証

し、新たな取組に反映させる「ＰＤＣＡサイクル」を実践し、見

直しを進めるべきである。 

 

③ 教育予算対ＧＤＰ比の議論について〔資料Ⅱ－４－５～７参照〕 

教育への公財政支出に関して、我が国の教育予算対ＧＤＰ比が

諸外国に比べて低いとの指摘がある。 

しかしながら、実際には、我が国は教育予算に重点を置いてい

る。すなわち、我が国の教育への公財政支出については、そもそ

も支出対象となる子ども（在学者数）が少なく、子ども１人当た

りで見れば主要先進国と比べて遜色はない。さらに、我が国は教

育を含めた政府全体の歳出規模がかなり小さいことも勘案すれば、

教育への公財政支出は主要先進国の中で高い水準となっている。 

なお、我が国の教育予算対ＧＤＰ比については、その国の子ど

もの数や政府規模などによるところが大きく、それ自体の拡大を

目指すことの意義は見出し難い。仮にＯＥＣＤ平均までＧＤＰ比

を引き上げれば、約8.1兆円もの莫大な教育予算の追加が必要とな

る。これらを踏まえ、本年７月に閣議決定された「教育振興基本

計画」においては、教育への公財政支出について数値目標は設定

されなかった。 

 

(2) 教職員定数・給与・非常勤講師 

 

① 児童生徒数の大幅な減少と担任外教員の増大〔資料Ⅱ－４－８ 

～10参照〕 

義務教育である公立の小学校・中学校を見ると、平成元年（1988

年）からの20年間で、児童生徒数は、約1,500万人から約1,000万

人と、３分の２に減少している一方で、教職員定数は約76万人か

ら約70万人への減少にとどまっている。したがって、児童生徒当

たりの教職員数は３割増となっている。 

また、同じ期間に学級数は約46万学級から約38万学級となり、

現在、担任外の教員は単純計算で見ると約16万人いることになる。 
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現場の教員は多忙であり、子どもに向き合う時間が十分に確保

できない、さらに、新学習指導要領により授業時数が増えるとの

理由で、教職員定数や非常勤講師等の増員を求める要求が行われ

ているが、まずは、児童生徒数が大幅に減少する中で、担任外教

員を中心とした現在の人員の活用を工夫するべきである。 

なお、平成23年度（2011年度）から導入される新学習指導要領

においては、「主要教科の授業時数は10％増」とされているが、総

授業時数で見れば「週１コマ程度の増」であり、過去から見れば

総授業時数は減少している。さらに、既に公立小中の実際の平均

時間数は増加後の基準に達していることも考えれば、新たな教職

員の増員が必要とは考えにくい。 

 

② 「５年間で１万人減」方針の遵守〔資料Ⅱ－４－11参照〕 

児童生徒数の減少を受けて、教職員の定数については「行政改

革推進法」で削減が明記され、「基本方針2006」の閣議決定におい

て「今後５年間で１万人程度の純減」を行うこととされており、

引き続きこれらの方針を遵守し、人件費の見直しを進めるべきで

ある。 

ところが、来年度予算について、定数増、「１万人」目標自体の

縮減に加え、新学習指導要領への対応として１万人を超える非常

勤講師（週40時間換算）等が要求されている。 

国・地方の総人件費改革において、公立学校教職員は極めて大

きな位置を占めており、いやしくも政府の人件費改革が後退した

との批判を受けることのないよう、これらの要求については、「行

政改革推進法」及び「基本方針2006」の趣旨・内容を遵守し、厳

格に対応していくべきである。 

 

③ 教員給与の優遇分縮減方針の遵守〔資料Ⅱ－４－11参照〕 

教員給与を地方公務員より優遇することを定めた「学校教育の

水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に

関する特別措置法」（昭和49年法律第２号）については、「行政改

革推進法」において「廃止を含めた見直し」を行うこととされた。 

これを踏まえ、「基本方針2006」においては、教員給与が地方公
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務員より優遇されている2.76％（▲430億円）分を平成23年度（2011

年度）までに縮減することとされている。 

しかし、来年度予算要求でも▲75億円の縮減にとどまり、残り

は２か年となる中で▲430億円の２割分しかできていない。 

教員の過剰な待遇に対する批判も踏まえ、見直しをスピードア

ップさせ、人件費改革を着実に実現すべきである。 

 

④ 定員増の前にまず取り組むべき改革〔資料Ⅱ－４－12～15参照〕 

 

ア. 印刷物・アンケートの削減 

公立小中には、文部科学省や都道府県・市町村教育委員会か

ら年間1,200通以上の文書、年間200～400本の調査が来ており、

これが現場の教職員の大きな負担となっているとの指摘がある。 

我が国の教員の年間授業時間数は主要先進国で最低水準22で

あるにもかかわらず、教員が忙しいとの指摘が見られるのは、

授業以外の事務の非効率が大きな要因と見られる。 

本年行われた調査文書等の見直しは、文部科学省による悉皆

調査を28から21に統合・一括化したに過ぎない。引き続き、各

教育委員会からの調査文書等を含めて、文書量を抜本的に削減

すべきである。 

  

イ. 指導力不足教員の排除 

公立小中の教員約65万人のうち、平成18年度（2006年度）に

指導力不足教員と認定されたのは300人強にとどまっている。し

かし、教育現場においては、教員として不適格な者は１～２割

程度いるのではないかとの指摘が見られる。まずは、指導力不

足教員を減らし、教員の質を確保することが必要である。 

 

ウ. 学校統合の加速 

児童生徒数の減少により、学校の小規模化が進んでおり、「１

学年１学級」となってしまっている学校（平均１学年２学級未

                      
22 ＯＥＣＤ「図表で見る教育2007」等のデータに基づいて比較〔資料Ⅱ－４－13参照〕。 
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満）も小学校で50％、中学校で23％に上っている。 

学校統合は、児童生徒間のいじめ問題への対応、教員の質の

向上など、子ども、保護者、地方公共団体から教育環境の向上

にメリットがあると歓迎されている。目標を明らかにした上で、

学校統合を加速すべきである。 

 

エ. 地域や外部人材の力を活用した「学校マネジメント改革」 

「開かれた学校」を目指す取組はようやく緒についたところ

であり、依然、現在の学校は言わば「鎖国状態」にある。 

学校を開いて、地域のボランティア等を学校に導入し、放課

後の学習指導、行事の補助等への積極的な参加を求めることに

より、子どもへの教育効果を高めながら、教員の負担軽減を工

夫するべきである。 

また、不登校など様々な複雑な問題への対応、特別支援教育

への対応について、必ずしも専門家ではない教員が対応するの

は不適切・非効率な場合があり、多様な外部人材の活用を進め

る必要がある。 

このため、特に学校マネジメント改革の先頭に立つ校長の人

選については、外部人材の登用も含めて、斬新な発想で取り組

むべきである。 

さらに、これらの定員増の前にまず取り組むべき改革に資す

る人事制度についても検討課題になると考えられる。 

 

(3) 「モデル事業」の削減 

 

① 「モデル事業」の問題点〔資料Ⅱ－４－16、17参照〕 

「モデル事業」とは、文部科学省が複数の学校・地域を指定し、

新たな教育手法、地域との連携などの調査研究のために、様々な

事業を全額国庫負担で実施するものであり、平成20年度（2008年

度）予算においては、約80事業、200億円程度が盛り込まれている。 

これについては、以下の問題がある。 

・ 「モデル事業」と言いながら対象学校・地域数が数百に上る
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事業が多数見られる23。 

・ 全額国庫負担であるため、地域・学校のニーズが高くない事

業も行われており、むしろ、文部科学省の指示に沿った事業運

営、報告書等の作成が現場の教員の負担となっている。 

・ 全額国費負担頼みを前提としているため、実験期間の数年間

が終わった後、各地方公共団体・各学校に普及せず、事業がや

りっ放しになっている。 

なお、先日発表された会計検査院の決算検査報告においても、

過去に文部科学省のモデル事業において、事業に従事していない

のに謝金が払われる等の不正が指摘されており、徹底した見直し

が必要である。 

 

②  見直しの方向性 

・ そもそも、全額国庫負担が必要な事業なのか、全事業にわた

って徹底した見直しを行うべき。 

・ ばらまき批判を受けぬよう、先進的なモデル構築に絞った事

業内容に見直すとともに、事業の成否を丁寧に検証できるよう

に、対象学校・地域数を大幅に絞り込む必要がある。これは、

現場の教員の負担軽減にも不可欠である。 

・ 既に各地方公共団体で自発的に優れた取組が行われているこ

とが多く、全額国庫負担で多数の学校に事業を行わせるよりも、

優れた取組を紹介・周知する活動に重点を転換すべきである。 

 

(4) 奨学金の見直し 

 

① 延滞が国費につけ回しされる構造〔資料Ⅱ－４－18～20参照〕 

独立行政法人・日本学生支援機構が運営する奨学金の延滞額が

大幅に増加しており、全債権の約4.3％、約2,200億円が延滞債権

となっている24。 

現在、国費・財政融資資金で新たな貸付原資を補てんしており、

                      
23  文部科学省の実態調査（平成19年（2007年）３月）によれば、国・地方公共団体の「研究指定校」

に指定されている学校が、小・中学校（合計で約３万３千校）のうち３分の１に上っている。 
24  平成20年（2008年）３月期の全国銀行の不良債権比率は2.4％。 
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延滞が増えると国費の投入が増える構図となっている。これは、

奨学金を受けて大学を卒業しながら返済しない者の負担を、大学

に行かない人も含めた国民全体が肩代わりすることになる。奨学

金制度を持続可能なものとするためにも、回収強化は喫緊の課題

となっている。 

日本学生支援機構の回収業務については、強制執行に至った案

件が過去５年間で７件にとどまるなど、非効率性が度々指摘され

てきた。 

 

② 来年度予算及び新中期計画に向けて〔資料Ⅱ－４－21参照〕 

先般、文部科学省は、延滞債権について「平成23年度（2011年

度）までに半減を目指す」旨を明らかにした。現在の回収状況か

ら見て、この目標を実現するためには、民間委託の拡大、返済中

の者を含めた信用情報機関の活用、延滞債権の強制執行、卒業生

で延滞者が多い大学名の公表等、抜本的な対策が必要である。 

また、国民の理解を得るため、人件費（１人当たり平均約740

万円）・事務費をこれまで以上に効率化し、回収強化の費用にも充

当すべきである。 

新たな中期計画においても、これらの具体策を明記し、来年度

予算において目に見える合理化の成果を実現すべきである。 

なお、奨学金は既に大学生約300万人中約100万人が対象となり、

年収1,000万円以上の世帯も対象となっているが、国民全体の負担

増大を招かないよう、これ以上の奨学金の拡大には慎重な対応が

必要である。 

 

(5) 国立大学・私立大学 

 

① 国立大学法人運営費交付金の配分方法の見直し等〔資料Ⅱ－４

－22参照〕 

国立大学法人については、我が国の国際競争力を担う大学から

地域の教員養成大学まで、機能別に再編・集約を行い、国の助成

を重点化させるべきである。 

こうした考え方を踏まえ、来年度の国立大学法人運営費交付金
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については、これまでどおり総額は厳しく抑制すべきである。 

また、運営費交付金には学生数等に基づいて算定される部分の

ほか、各大学に裁量的に配分される「特別教育研究経費」（平成20

年度（2008年度）予算790億円）があるが、内容は国公私を通じた

「教育改革支援経費」（平成20年度（2008年度）予算680億円）と

重複が見られる。 

この国公私を通じた「教育改革支援経費」はここ数年急激に額

が増大しているが、運営費交付金における予算も含めて、類似の

施策が多く見られることから、事業内容・対象大学数の見直しに

取り組むべきである。 

なお、今中期目標期間の業務実績評価については、大学別だけ

ではなく、各大学の学部・研究科ごとの水準・達成度の相対評価

が明確になるよう厳格に実施・公表すべきである。 

その上で、第２期中期目標期間に入る平成22年度（2010年度）

以降の国立大学法人運営費交付金については、大学ごと、学部・

学科ごとの相対評価を配分に反映させ、大学の成果・実績・競争

原理に基づく配分が行われるよう見直すべきである。また、研究

コストは競争的資金、受託研究や寄付で賄い、教育コストは学費

等の自己収入で賄う方向に重点を移すべきである。 

国立大学の授業料は、私立大学や諸外国に比べてかなり低い水

準にある中で、既に４年間据え置かれており、教育研究コストを

賄うため、第二期中期目標期間に向けて、引上げについて検討す

る必要がある。さらに、現在、ほぼすべての大学・学部で一律横

並びの授業料となっているが、これについても見直しが必要であ

る。 

 

② 私学助成の配分方法の見直し 

私立大学は、学生数が減少を続ける中で、大学数は増加の一途

をたどっており、定員割れが全大学の５割近くに上っている。今

後は、各大学において、経営の効率化、戦略の明確化が早急に求

められ、私学助成も、これまでどおり歳出削減を進める中で、こ

うした取組を促す配分を行う必要がある。 

先般、中央教育審議会において、我が国の大学の量的規模につ
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いて議論が開始されたところであり、今後、参入要件の見直し、

既存大学の再編・統合の必要性も含めて、議論を注視していきた

い。 

 

(6) スポーツ予算〔資料Ⅱ－４－23参照〕 

スポーツ予算には、目的や対象が類似した複数の施策があるほか、

教育予算に類似の施策も見られることから、施策の統合・重複排除

に取り組むべきである。 

また、今後、スポーツ振興くじの助成額の増大が見込まれること

から、くじ助成事業と類似の国費事業については、可能な限りくじ

助成の対象とすべきである。 

さらに、本来「スポーツ振興投票の実施等に関する法律」（平成10

年法律第63号）上は、スポーツ振興くじ助成は「スポーツの振興を

目的とする事業」全般を対象にできることを踏まえ、当面の国費と

くじ助成の役割分担を早急に検討すべきである。 

 

(7) 科学技術予算〔資料Ⅱ－４－24～26参照〕 

科学技術振興費は、過去20年間で３倍以上に増加しており、他の

経費に比べ著しく高い伸びを確保してきた。また、政府・民間を含

めた研究開発費対ＧＤＰ比は主要国随一の水準であるほか、政府研

究費が政府支出に占める割合も主要先進国の中で高い水準にあるな

ど、我が国における科学技術に対する資源投入（インプット）は、

相当な高水準にある。 

本年は複数の日本人研究者がノーベル賞を受賞する明るい話題も

あったが、一方で、論文被引用度が主要国に比べ低い実態等を踏ま

えれば、研究開発の成果（アウトカム）を一層充実させる必要があ

る。 

これらを踏まえ、科学技術予算においては、施策の優先度を明確

にし、総合科学技術会議における最重要政策課題等への重点化を図

るなど、引き続き総額を抑制しながら、メリハリ付けを行うべきで

ある。 

特に、大規模事業については、限られた財源の多くを消費してお

り、実用化までのロードマップを明示した上で、費用対効果の検証、
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類似施策との比較も含めて、厳しい見直しが必要である。 

さらに、研究開発システムの改革を進めるため、研究人材の多様

化・流動化の促進や大学等への民間資金の導入促進に努める必要が

ある。また、批判の強い研究資金の使い方については、引き続き不

正使用防止のための仕組みを工夫するとともに、府省共通研究開発

管理システム（ｅ-Ｒａｄ）の活用等により、効率的な配分を行うべ

きである。 

 

５．農林水産 

 

近年の国際穀物価格の高騰等を受けて、食料自給率について関心が

高まる等今後の我が国の農業政策の在り方が問われている。国内農業

の体質強化の実現のためには、我が国の零細な農業構造を固定化する

ことなく、施策の重点化・集中化により経営規模拡大の努力を促し、

生産コストの低減を図ることが必要である。また、助成措置に過度に

依存した農業生産ではなく、農業者の経営感覚の醸成を通じて需要に

対応した農業生産が行われることが必要である。中長期的な視点から、

今後とも引き続きこのような農政改革の基本的方向性を堅持すること

は不可欠である。 

食料自給率に係る取組については、カロリーベースの自給率が消費

者の選好に大きく左右されるものであることに留意する必要がある。

いたずらに財政負担に依存した生産面での助成措置等により自給率の

向上を図るのではなく、消費者の選択の結果として国内農産物に対す

る消費量の増加と、食の安全や健康・環境の視点も含めた品質・価格

等についての消費者・実需者のニーズに応じた生産体制の構築により、

自給率の向上を図ることが重要である〔資料Ⅱ－５－１－①、②参照〕。 

これらの中長期的な課題の下、平成21年度（2009年度）予算におい

ては、「基本方針2006」を踏まえながら下記の課題に取り組み、一層の

節減・合理化を図るべきである。 

 

(1) 農地制度改革〔資料Ⅱ－５－２参照〕 

我が国の土地利用型農業においては、担い手に対する農地の集積

が徐々に進展しているものの、依然として零細な農業構造が温存さ
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れている。現在の農業生産の重要な部分を担う高齢農家がリタイア

した後の担い手の確保と国内農業の体質強化を通じた将来的な助成

措置の節減・合理化を図る上で、農地制度改革は喫緊の課題である。 

農地制度改革の実施に当たっては、農地の有効活用と担い手の確

保を図るため一般企業等を含めた多様な主体による農業への参入を

促進するとともに、生産コストを低減するため農業経営の規模拡大

とあわせた農地の面的集積を促進することが重要である。 

また、農地の確保・有効利用に係る各種の事業については、農地

制度改革と表裏一体の関係にあることを踏まえ、有効性・効率性等

を十分に精査すべきである。 

 

(2) 米政策改革と水田の有効活用〔資料Ⅱ－５－３参照〕 

米の生産調整は、農業者や産地が自らの判断により適量の米生産

を行うことを基本とすべきであり、当審議会のこれまでの建議でも

指摘してきているとおり、米政策改革の方向性を堅持する必要があ

る。 

また、平成21年度（2009年度）以降、水田の有効活用について新

たな展開を検討するに当たっては、零細な農業構造が存続している

我が国の土地利用型農業を存続させるような安易な生産者支援を行

うのではなく、消費者の需要に応じた生産を前提とするとともに、

経営規模の拡大や農地の面的集積を通じて生産コストを低減させる

取組を強化することが重要である。 

 

６．中小企業対策 

 

(1) 委託費・補助金等の政策的経費の徹底した見直し 

中小企業対策については、やる気と能力のある中小企業の自助努

力を後押しすることにより、中小企業の潜在能力を引き出していく

ことが基本である。 

平成21年度（2009年度）予算編成に向け、政府全体で政策の棚卸

しに取り組んでいるところであるが、中小企業対策についても、特

に委託費・補助金等の政策的経費について、これまで以上に、重複

の徹底排除、国の関与の必要性、政策手段の適切性など、施策の在
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り方について徹底した見直しを行い、真に必要な中小企業支援に重

点化すべきである。 

 

(2) 中小企業金融の充実 

現在の経済情勢の下、多くの中小企業・小規模企業が資金繰りに

苦しむなど厳しい状況に置かれており、政府系金融機関の融資制度

や信用保証制度〔資料Ⅱ－６－１参照〕に対するニーズが高まって

いる。このような中、信用保証制度については、責任共有制度の下、

信用保証協会と金融機関が連携して中小企業者の事業意欲等を継続

的に把握し、経営支援を適切に行うことを確保するとともに、業況

の厳しい中小企業について、幅広い業種を対象に臨時的に設けられ

た緊急保証制度を十分活用し、セーフティネットとしての機能がし

っかりと果たされるよう適切に配慮すべきである。 

一方で、同保証制度は、平成20年度（2008年度）において3,000

億円を超える水準の収支赤字が予測されるなど、大幅な赤字が継続

〔資料Ⅱ－６－２参照〕しており、国の財政負担は極めて厳しい状

況にある。モラルハザードを回避し、持続可能な制度運営を確保し

ていくため、金融機関、信用保証協会及び日本政策金融公庫（信用

保険部門）におけるリスクと負担の分担の在り方など、保険収支の

改善に向けた一層の取組を幅広く検討すべきである。 

 

７．防衛 

 

昨年来の数々の不祥事によって防衛省の信頼が大きく揺らぎ、防衛

省改革の議論が行われた。平成21年度（2009年度）予算は、改革の第

一歩を踏み出す予算とする必要がある。 

平成20年度（2008年度）の防衛関係予算は、在日米軍駐留経費負担

の見直し等の合理化・効率化等を行い、13年ぶりの低い水準となった

が、防衛関係予算は歳出化経費と人件・糧食費が全体の８割を占める

硬直的な構造を持つことから、後年度負担額の抑制や人件費改革、装

備品のライフサイクルコストの抑制等の構造的な取組が引き続き極め

て重要である。また、ＳＡＣＯ（沖縄に関する特別委員会）関係経費、

米軍再編経費（地元負担軽減分）は毎年度の予算編成における不確定
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要因となっており、今後、米軍再編事業の本格化が見込まれる中、次

期中期防衛力整備計画（以下「中期防」という。）を視野に、その予算

統制の在り方を検討する必要がある。 

平成21年度（2009年度）予算では米軍再編事業の進行等の歳出増加

要因があるが、「基本方針2006」の方針に沿って、これまで以上の思い

切った効率化・合理化を徹底する必要がある。なお、これまで、各年

度の歳出予算の推移と関わりなく新規後年度負担額が増加基調にあり、

その結果、後年度において経費を圧迫してきたことに鑑みれば、今後、

予算要求段階からの対応も含め、後年度負担額の管理を強化する必要

性を検討すべきである。 

 

(1) 防衛大綱・次期中期防衛力整備計画等 

来年末にかけて、防衛計画の大綱（防衛大綱）や中期防の見直し

等が見込まれるが、その際には、弾道ミサイル攻撃への対応（ＢＭ

Ｄ）等が進む中で従来型の装備・要員の縮減が十分行われてきたか

どうかについて検証するほか、装備品の数量や部隊の人員規模、駐

屯地や基地の在り方、基地周辺対策等について根本に遡って議論し、

必要な防衛力を最小限のコストで維持・整備していくことが求めら

れる。 

中期防における防衛関係費の総額には、現在のところＳＡＣＯ関

係経費は含まれておらず、また、米軍再編経費（地元負担軽減分）

の取扱いは明確になっていない。しかしながら、一覧性をもって防

衛関係費を把握・管理することが予算面での文民統制の一環として

必要であり、また、ＧＮＰ１％枠に代わるものとして中期防の総額

が防衛関係費の上限とされた経緯からも、これらの経費についても

所要金額を分かりやすく示すべきである。また、今後の米軍再編経

費の見通しが示されていないことは的確な予算統制を確保する上で

も障害であり、可能な範囲でその見通しを明らかにしなければなら

ない。 

 

(2) 「全体最適」 

防衛省改革のキーワードの一つである「全体最適」の観点からの

取組を強化しなければならない。セクショナリズムを排して防衛
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省・自衛隊全体としての最適化を図ることにより、歳出の効率化と

必要な防衛力の強化をともに実現することが期待される。具体的に

は、自衛隊病院の今後の在り方について抜本的に見直す、各自衛隊

間で類似する装備品について仕様を統合して一括調達を行う、補給

管理体制等を見直す、などの課題に対応していく必要がある。 

 

(3) 防衛装備品調達 

防衛装備品の調達は年間約２兆円にも上り、その改革が重要な課

題である。防衛省改革の議論においても、調達の透明性と競争性が

重要であることが指摘されるとともに、コスト削減の方策も示され

たが、今後の大綱や中期防の改訂・策定に当たっては、これらをし

っかりと反映させなければならない。 

装備品の調達コストの削減のためには、輸入や国産化といった調

達方法の的確な選択が特に重要である。独自仕様の開発や国内技術

基盤の維持という面を重視する分野を真に必要なものに限定するこ

とにより、調達の効率性を高めていく必要がある。また、各年度の

調達品目数の絞り込みなどの「選択と集中」を徹底して単価を引き

下げ、これを今後の中期防等に反映させる必要がある。さらに、各

自衛隊単位で一括して行っている調達の機能を統合して装備施設本

部による一元的な調達への移行を進めるなど、一層の効率化が重要

である。 

 

(4) 基地周辺対策等 

基地周辺対策等の経費は、「基本方針2006」で根本的な見直しの対

象とされているが、今なお、多額の不用や不適正な執行、地方公共

団体向けの補助金の増加といった問題が顕在化しており、平成21年

度（2009年度）予算においてはこれまで以上に踏み込んだ取組が不

可欠である。ＳＡＣＯ関連経費は、既に10年以上の年月を経て一般

的な基地周辺対策経費との同化が進んでおり、政策の棚卸しの観点

からも予算編成上の取扱いの在り方を再検討する必要がある。 

防衛施設等の借料の予算は、地価の変動と関わりなく増加を続け

てきているが、今後、その算定の在り方の妥当性について根本に遡

った検討を行う必要がある。 
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(5) 在日米軍駐留経費負担 

在日米軍駐留経費負担について米国との間で行われる「包括的な

見直し」において、国民の視点からの検討が求められる。平成21年

度（2009年度）予算では、米軍に提供する施設の整備の予算等につ

いて厳しく精査することが必要である。 

 

８．政府開発援助（ＯＤＡ）〔資料Ⅱ－８－１～９参照〕 

 

(1) 説明責任の充実とコスト縮減の具体化 

地球環境問題への取組やアフリカの開発など、国際的な課題を踏

まえ、最近、ＯＤＡについて、様々な目標が設けられている。こう

した課題に応えるためには、厳しい財政事情の下、国民負担に専ら

依存する無償資金協力等のみならず、円借款の活用をも通じてＯＤ

Ａ事業量を確保するとともに、民間資金も活用することにより、我

が国にふさわしい貢献を行っていくべきである。その際、アフリカ

においても、被援助国の経済・財政状況等に応じ、円借款を含め、

様々な援助スキームを適切に組み合わせる必要がある。また、戦略

的な援助を実施する観点から、対象地域・国について、一層の重点

化が図られるべきである。 

 一方、ＯＤＡについて国民の十分な理解が得られるようにするた

めには、国内における他の分野に加え、国際機関や他のドナー国の

中にも、国別援助戦略に具体的な数値目標を設けている例があるこ

とを参考にしつつ、適切に目標・計画を設定し、説明責任を十分に

果たすとともに、政策評価を中心とするＰＤＣＡサイクルをより充

実させ、ＯＤＡの質の改善を図ることが必要不可欠である。また、

ＯＤＡのコストについては、本年４月、外務省より、施設案件につ

いて、５年で15％程度の縮減を図るとの発表があったところである

が、具体的にどのような形でコスト縮減が図られるのか、国民に分

かりやすい形で、十分な説明が必要である。 

 

(2) 国際協力機構（ＪＩＣＡ）の業務の効率化 

国際協力機構（ＪＩＣＡ）については、本年10月の国際協力銀行
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（ＪＢＩＣ）経済協力部門との統合を機に、技術協力、無償資金協

力及び有償資金協力の３つの援助手法を一元的に実施する我が国の

ＯＤＡ実施機関として、中期目標に基づき、一層質の高い業務の実

施に努めていくことが求められる。その際、事業規模が大きくなっ

たことも踏まえ、一層の効率化を図る観点から、国際協力銀行（Ｊ

ＢＩＣ）経済協力部門との統合効果の検証に加え、随意契約や公益

法人向け支出等について、徹底した見直しが必要である。 

 

９．エネルギー対策・環境 

 

(1) 歳出改革の継続 

エネルギー対策特別会計については、「基本方針2006」において、

「今後厳しく歳出を見直していき、原則として歳出水準を特定財源

税収の水準に見合うものとする」とされ、これを踏まえ、平成19年

度（2007年度）・平成20年度（2008年度）予算において、歳出と特定

財源税収の乖離の縮小を図ってきたところであり、平成21年度（2009

年度）予算においても、引き続き、これに沿った改革を進めていく

べきである。 

一方、「基本方針2008」等において、温室効果ガスについて、京都

議定書目標の確実な達成はもとより、我が国の長期目標として平成

62年（2050年）までに60％～80％の削減を掲げ、世界に先駆けて低

炭素社会へ転換することとされ、そのために必要な革新的な技術開

発や、排出削減に対する経済的インセンティブを付与することとさ

れている。これを受け、エネルギー対策特別会計の平成21年度（2009

年度）予算要求は、新エネルギー・省エネルギー両分野の導入支援

補助金・技術開発予算を中心に大幅な増額要求がなされている。 

こうした中、引き続き、「基本方針2006」に沿ってエネルギー対策

特別会計の改革を進めていくためには、従来にも増して徹底した予

算の無駄排除と重点化・効率化が不可欠である。 

具体的には、省エネルギー・新エネルギー導入支援補助金の一部

に見られる各省間の予算の重複をこれまで以上に徹底的に排除し、

各省の責任分野を明確化すべきである。また、新エネルギー・省エ

ネルギー導入支援については、既存・新規を問わず、補助金住宅用
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太陽光補助事業の事例も踏まえ、極力、規制的手法と組み合わせる

とともに、財政支援の実施期間内に市場における自律的普及が可能

な価格水準・市場規模に達するよう、価格引下げ等を図る仕組みを

支援制度に組み込み、財政支援が恒久化しない仕組みとなるよう、

見直しを行っていくべきである〔資料Ⅱ－９－１、２参照〕。 

 

(2) 政府による排出権の購入 

京都議定書上の目標に関しては、国内対策を実施してもなお未達

となる排出量分のクレジットを政府が海外から購入する必要があり、

京都議定書目標達成計画（以下「目達計画」という25。）においては、

この量は対基準年比1.6％相当（計１億CO２トン）とされている。政

府によるクレジット購入をこの水準に抑えるためには今後なお相当

の排出量の削減が必要であり26、各部門が目達計画に示された数値

を確実に達成するためにあらゆる努力を行っていくことが重要であ

る〔資料Ⅱ－９－３参照〕。 

他方、政府においても排出量クレジット購入のための財政支出を

より効率的・効果的なものにするために最大限の努力を行うべきで

ある。この際、政府による排出権の購入は国際的な取引であり多面

的な考慮が必要なことにも留意する必要がある。 

これまで我が国はＣＤＭ（クリーン開発メカニズム）と呼ばれる

発展途上国での排出量削減投資プロジェクトの成果として生み出さ

れた排出権を主な対象としてきた〔資料Ⅱ－９－４参照〕。しかし、

近年価格の上昇に加え、対象国が一部の国々に偏在していること、

最終購入者である我が国の顔の見えない間接取引が多くなっている

こと等、問題が明らかとなってきた。 

限られた財政資金を有効に活用するためには、極力安いコストで、

最大限の成果をもたらす施策に資金を投入することが必要である。

そして温暖化ガス削減の分野においては、成果として京都議定書の

目標達成とともに、我が国の経済成長の基盤や外交関係等の強化も

                      
25 平成20年（2008年）３月28日閣議決定。 
26 最近公表された速報値によれば、平成19年（2007年）の我が国の排出量は、原子力発電所の運転

停止等により前年度比2.3％増となった。この結果、京都議定書目標の達成のためには対基準年の

9.3％分の排出量の削減が今後必要となる。 
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合わせ追求していくべきである。 

こうした観点から、今後はＧＩＳ（グリーン投資スキーム）の活

用が望ましい。ＧＩＳは、旧ソ連・東欧諸国等の保有する排出枠の

うち、これらの国々が京都議定書目標を達成するために必要としな

い余剰な枠を我が国政府が購入し、購入資金は当該国の排出量削減

プロジェクトに投資されるという国際排出量取引の１つである。こ

の方式には、潜在的余剰分の総量はＣＤＭを上回る規模であること、

単価がＣＤＭより割安であること、基本的に政府間取引であるため

相手方として我が国が明確に認識されること、排出量削減プロジェ

クトに我が国企業が関与し高い技術力を提供することにより排出枠

売却国の排出削減が効率的に進むという互恵的な関係が成立し得る

こと、等の利点がある。既に、ＧＩＳはいくつかの国において政府

間で覚書等の取引の枠組みにつき合意し交渉を進めてきているが、

今後とも最小のコストで最大の成果を収めるため、政府内の関係各

省庁・機関は連携を強化し、政府一体として交渉に取り組んでいく

ことが求められる〔資料Ⅱ－９－５参照〕。 

 

(3) 真に必要な歳出水準への抑制 

エネルギー・環境関連の歳出は、その相当割合がエネルギーへの

課税による特定財源によっているが、歳出水準については、特定財

源水準を所与とすることなく、上述のような各歳出項目の重複の厳

格な見直し等を通じ、真に必要な金額に抑制を図るべきである。 

 

10．治安・司法 

 

(1) 最近の治安情勢と対応の方向性 

最近の治安情勢については、刑法犯認知件数が、平成14年（2002

年）に285万件とピークに達した後徐々に減少し、平成19年（2007

年）には191万件となるなど改善の兆しはあるものの、戦後長い間、

年間140万件前後で推移していた時と比べれば、依然として厳しい状

況にある。 

このような治安情勢に対応するためには、犯罪捜査に始まり、公

判、矯正及び保護の各段階を通じて切れ目のない対策を適切に行う
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ことが重要である。その際、財政負担を含めた全体としての社会的

費用を最小化すべく、引き続き努力が必要である。 

 

(2) 捜査段階での課題と対応 

捜査段階では、最近、振り込め詐欺事件や食の安全に係る事件な

ど、捜査が難しい事件が増加している。したがって、その対策を適

切に行う必要があるが、同時に、捜査全体に係る財政負担の抑制に

努めなければならない。そのため、人的体制について、引き続き、

効率的な配置や民間委託等を推進し、物的体制については、装備品

や警察用車両等の効率的・計画的な更新を行うなど、業務の一層の

効率化を推し進める必要がある〔資料Ⅱ－10－１参照〕。 

 

(3) 公判段階での課題と対応 

公判段階では、来年５月21日から施行される裁判員制度が適用さ

れる裁判における被告人や被害者参加人のための国選弁護の報酬単

価について大幅な増額要求が出されているが、弁護士確保の要請と

国民負担の抑制の調和の観点から、適切な弁護報酬の設定を図る必

要がある。また、裁判員制度の施行と同日に被疑者国選弁護の対象

事件の範囲が大幅に拡大されることに伴い、国選弁護報酬の大幅な

増額要求が出されている。対象範囲の拡大によって新たに被疑者国

選弁護の対象となる事件の国選弁護についても、適切な弁護報酬の

設定を図る必要がある。加えて、最近、被疑者国選弁護人による報

酬水増し請求の事例が発覚したが、その要因を分析した上で、報酬

支払の適正化も図る必要がある〔資料Ⅱ－10－２参照〕。 

 

(4) 矯正段階での課題と対応 

矯正段階では、平成19年（2007年）末の受刑者数は平成18年（2006

年）末に比べて若干減少しているものの、依然として７万人を超え

る数となっており、平成元年（1989年）末に比べると約1.7倍の数に

上っている。特に、60歳以上の高齢受刑者については、平成19年（2007

年）末の受刑者数が平成元年（1989年）末の約5.1倍に膨れ上がって

おり、矯正医療に係る経費の伸びが著しいことから、後発医薬品の

比率を高めて医薬品調達額の軽減を図るなど、矯正医療に係る財政
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負担の抑制に努めるべきである。また、矯正施設は依然として過剰

収容状態が続いているが、引き続き、既存施設の増改築、ＰＦＩ方

式による施設整備・運営や民間委託の活用により予算の抑制を図る

べきである〔資料Ⅱ－10－３参照〕。 

 

(5) 保護段階での課題と対応 

保護段階では、統計上、満期釈放者、とりわけ高齢の満期釈放者

の刑務所への再入率が高いことや刑務所再入者の多くは無職者であ

るとの結果が出ている。そこで、刑務所出所者の再犯を効果的に防

止するため、引受人のいない高齢出所者等の福祉機関への円滑な移

行や受刑者の出所後の就職を支援するための施策を重点的に実施す

べきである〔資料Ⅱ－10－４参照〕。 

 

11．国家公務員人件費 

 

財政事情がますます深刻化する中、将来世代へ負担を先送らぬよう、

国家公務員人件費についても、「基本方針2006」で示された給与・定員

両面での改革を着実に実施するとともに、実施後の状況を踏まえて内

容を見直す必要が生じているものについては、適切に見直しを実施し、

改革を一層推し進めていく必要がある。 

 

(1) 地域の民間給与のより一層の反映 

国家公務員の給与については、平成18年度（2006年度）より、地

域の民間給与の反映のため、全国共通に適用される俸給表の水準を

民間給与の水準が全国で最低の地域の水準まで引き下げつつ（▲

4.8％）、民間給与の水準がそれを上回る地域に勤務する公務員には、

地域の民間給与水準に応じて地域手当を支給する〔資料Ⅱ－11－１

参照〕など、給与構造改革を実施しているところである。 

しかしながら、給与構造改革開始後の平成18年（2006年）８月の

人事院勧告より、人事院による民間給与水準の調査対象となる企業

規模が100人以上から50人以上へと引き下げられたこと〔資料Ⅱ－11

－２参照〕、給与構造改革開始後も民間給与の地域間格差が拡大して

いる可能性があること〔資料Ⅱ－11－３参照〕、を踏まえると、地域
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の民間給与を公務員給与に適切に反映するためには、改めて直近の

地域別の民間給与の実態を踏まえて俸給表水準を見直す必要がある。 

この点につき政府は、本年の閣議決定で人事院に対し、来年の勧

告時に地域別官民給与の実態を公表し、その状況も踏まえつつ、俸

給表水準について必要な見直しを検討するよう要請している〔資料

Ⅱ－11－４参照〕。地域の民間給与の公務員給与へのより一層の反映

を図るため、今後人事院において早急に政府から検討を要請されて

いる事項について結論を出し、政府により適切にその具体化を図っ

ていく必要がある。 

 

(2) 定員削減の継続 

国家公務員の定員については、平成20年度（2008年度）予算にお

いて、平成19年度（2007年度）（▲2,129人）の概ね２倍となる純減

（▲4,122人）を確保しているが、平成21年度（2009年度）において

も、これを緩めることなく純減を確保する必要がある。自衛官につ

いては、行政機関の定員純減に準じて実員の純減を行うこととされ

ており、これを着実に進めていく必要がある。さらに、国会、裁判

所等についても行政機関に準じた取組を引き続き行うことが重要で

ある。 

 

(3) 独立行政法人等の給与水準の適正化 

独立行政法人、国立大学法人、特殊法人等についても、その公共

的な性格や国から運営費交付金等を受けていること等から、国家公

務員の総人件費改革を踏まえた改革を引き続き推進し、財政支出の

抑制に反映させるとともに、国家公務員の給与水準を考慮して国民

の理解が得られる適正な給与水準とするよう必要な見直しを行うべ

きである。 

 



歳出改革の具体的内容

・削減額について、今後の資材価格や人件費の状況、内外の経済社会情勢等によって、ある程度、幅を持って考える必要が
ある。ただし、歳出を増加すればその分だけ国民負担が増加することには、留意しなければならない。

・災害への対応等現時点で見込み難い経費については、適切に対応する必要がある。

・歳出改革では対応しきれない要対応額については、歳入改革によって対応することとなるが、今後の経済社会情勢及び歳
出削減の状況等によっては、この要対応額が変更する可能性がある。

２０１１年度 ２０１１年度

自然体 改革後の姿

 社会保障 31.1兆円 39.9兆円 38.3兆円程度 ▲1.6兆円程度

 人件費 30.1兆円 35.0兆円 32.4兆円程度 ▲2.6兆円程度

 公共投資 18.8兆円 21.7兆円 16.1～17.8兆円程度 ▲5.6～▲3.9兆円程度
公共事業関係費　▲３％～▲１％
地方単独事業（投資的経費）　▲３％～▲１％

 その他分野 27.3兆円 31.6兆円 27.1～28.3兆円程度 ▲4.5～▲3.3兆円程度
科学技術振興費　＋1.1％～経済成長の範囲内
ODA　▲４％～▲２％

 合計 107.3兆円 128.2兆円 113.9～116.8兆円程度 ▲14.3～▲11.4兆円程度

備　　　考

要対応額　：　16.5兆円程度

２００６年度 削減額

（注１）上記金額は、特記なき場合国・地方合計（ＳＮＡベース）。
（注２）備考欄は、各経費の削減額に相当する国の一般歳出の主な経費の伸び率（対前年度比名目年率）等及び地方単独事業（地財計画

ベース）の名目での削減率を示す。

基本方針2006

（平成18年7月7日 閣議決定）
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「進路と戦略」対象期間中の経済財政の展望（平成20年７月 経済財政諮問会議提出資料）

国・地方プライマリー・バランス対GDP比

【▲14.3兆円歳出削減】 【▲11.4兆円歳出削減】

○名目成長率 ○名目成長率

2007年度 08年度 09年度 10年度 11年度 2007年度 08年度 09年度 10年度 11年度

成長 2.5% 2.9% 3.3% 成長 2.7% 3.1% 3.5%

リスク 1.8% 1.6% 1.6% リスク 2.0% 1.8% 1.8%

成長 2.3% 3.0% 成長 2.6% 3.3%

リスク 1.5% 1.4% リスク 1.7% 1.7%

0.8% 2.1%平20年1月
試算 0.8% 2.1% 平20年1月

試算

平20年7月
改定 0.6% 0.3% 1.7% 平20年7月

改定 0.6% 0.3% 1.8%

▲1.1%
（▲5.8兆円）▲1.1%

▲1.7%

▲1.1% ▲1.1% ▲1.1%

▲1.0%

▲0.7%
（▲3.9兆円）

▲0.6%
（▲3.4兆円）

▲0.7%

▲0.7%

▲0.7%

▲0.5%

▲0.6%

▲0.4%

▲0.1%
（▲0.7兆円）

2006 2007 2008 2009 2010 2011 （年度）

（対GDP比）

▲1.5%
（▲7.9兆円）

▲1.4%

▲1.2%

▲1.0%
（▲5.4兆円）

▲0.9%

▲0.9%

▲0.5%

▲0.8%

▲0.7%

▲0.5%
（▲2.8兆円）

▲0.7%

▲1.1%
（▲6.0兆円）

▲1.2%
▲1.1%▲1.1%

▲1.7%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 （年度）

（対GDP比）

成長シナリオ
（20年1月試算）

リスクシナリオ
（20年1月試算）

リスクシナリオ
（20年7月改定）

成長シナリオ
（20年7月改定）

成長シナリオ
（20年1月試算）

リスクシナリオ
（20年1月試算）

リスクシナリオ
（20年7月改定）

成長シナリオ
（20年7月改定）
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２．対応方針
（基本的な考え方）

（１）世界的な経済環境変化の下であっても、改革を通じて経済成長を実現し、日本経済をより強固なものとするとの基本路線を継続する。新しい
価格体系への移行を基本に置き、原油・原材料価格の上昇に苦しむ中小企業等については円滑な移行（価格転嫁）が可能となるようにすると
ともに、国民の生活・消費を支える観点から賃金の確保に向けた環境づくりに努める。そして、こうした対応のタイムラグも考慮し、緊急性や

政策効果の高い施策の実施を検討する。
（２）財政健全化路線の下、真に必要な対策に財源を集中するなど旧来型の経済対策とは一線を画する。できる限り新規国債発行額を抑制して

いくため、財政規律を堅持する。

３．財政健全化との両立に向けて
（効果を最大限に引き出すために）

＜中略＞

・「基本方針2008」等で掲げた中長期目標の達成を、可能な限り前倒しする観点から、施策のターゲットを絞り込み、施策効果の高いものを
優先的に講じる。

・マクロ経済上の大幅な需給ギャップが生じていない中で、有効需要創出を主目的とした財政出動は行わない。
・原油・食料価格高騰の影響に対する「緩和策」を講じる場合にも、併せて構造改革を進める。
・新価格体系への移行のための「投資」を重視する。

〈３
つ
の
目
標
〉

① 生活・雇用支援対策

② 医療・年金・介護強化対策

③ 子育て・教育支援対策

⑤ 住まい・防災刷新対策

④ 低炭素社会実現対策

⑥ 強い農林水産業創出対策

「安心実現のための緊急総合対策」について

「第１章 基本的考え方」より

⑧ 地方公共団体に対する配慮

1. 生活者の不安の解消

2.「持続可能社会」への

変革加速

3.新価格体系への移行

と成長力強化

〈８
本
の
柱
〉

目標と柱立て

⑦ 中小企業等活力向上対策
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○歳 出

１．生活者の不安の解消 3,518億円

高齢者医療の円滑運営対策（2,528億円）、
医療体制確保（146億円）、新待機児童ゼロ作戦（83億円）等

２．住まいと防災対策 7,296億円

災害復旧・防災（4,408億円）、
学校等耐震化（2,047億円） 等

３．低炭素社会の実現と強い農林水産業創出 1,881億円

強い農林水産業創出対策等（1,510億円）、
省エネ・新エネ技術導入促進対策（169億円）
省エネ・新エネ技術開発促進対策（175億円） 等

（注）その他、特別会計において、
住宅用太陽光発電設備の導入補助の新設（90億円）等

４．中小企業等の活力向上 4,469億円

新たな保証制度の導入（4,000億円）、
セーフティーネット貸付の強化（140億円） 等

５．地方公共団体に対する配慮 916億円

地方税等減収補てん臨時交付金（656億円）
地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金（260億円）

合 計 1兆8,081億円

平成20年度第１次補正予算（平成20年10月16日成立）について

○歳 入

１． 19年度決算剰余金 3,160億円

２． 既定経費の節減 10,599億円
（うち、国債費の不用 7,013億円

予備費の減額 1,000億円）

３． 公債金 3,950億円

４． 税外収入 372億円

※ 特例公債の発行は行わない。

合 計 1兆8,081億円
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平成２０年１０月３０日

 

「生活対策」 

－国民の経済対策の概要－ 
 

１．生活者対策 

 

①定額減税等（給付金方式）    2 兆円 

②介護・子育て 

・ 介護報酬 月 2 万円アップ・介護人材を 10 万人確保 

・ 3 歳未満児の保育サービス利用率 5 割増 

・ 第二子から、年間 3.6 万円の「子育て応援特別手当」 

・ 妊婦健診の無料化（14 回分） 

③雇用 

・ 雇用保険料を大幅引下げ （標準世帯で年約２万円還元［21 年度］） 

・ 雇用強化対策 

- 年長フリーターの正規雇用を奨励 

- 新規雇用を創出（地場産品販売、高齢ｻｰﾋﾞｽなど） 

④住宅ローン減税等 

・ 過去最大級（控除可能額）の住宅ローン減税、リフォーム減税

・ 省エネビル建設などに容積率緩和 

⑤電気・ガス料金の引上げ幅圧縮・平準化の要請 

 

 

２．中小・小規模企業等企業活力向上、金融対策 

 

①資金繰り対策   総額 30 兆円のセーフティネット 

・ 緊急信用保証  6 兆円→20 兆円に拡大 

・ 政府系金融緊急融資 3 兆円→10 兆円に拡大 

②成長力強化税制 

・ 新エネ・省エネ投資の即時全額償却 

・ 中小企業法人税引下げ 

・ 海外所得（17 兆円）の国内への還流促進 

③金融機関への資本参加枠（現行 2 兆円）の拡大 

④株式配当等について軽減税率を延長 

 

３．地方 

 

①高速道路料金引き下げ 

・ 「休日はどこまで行っても 1,000 円」、「平日昼間も 3 割引」 

②道路特定財源の一般財源化に際し、１兆円を地方に 

③「地域活性化交付金」で、きめ細かな地域のインフラ整備 

 

４．財源及び財政の中期プログラム 

 

①対策の財源は、赤字国債なし。特別会計積立金等を活用。 

 

②中期プログラムの基本骨格 

・ 3 年以内の景気回復期中は減税等を時限的・先行的に実施。 

・ 経済状況好転後に、財政規律、安心な社会保障のため、消費税を

含む税制抜本改革を速やかに開始。2010 年代半ばまで段階的に

実行。 

・ 本年末に、税制全体について「抜本改革の全体像」を提示。 
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主要国における昨今の経済情勢を踏まえた対策と財政運営目標①

○ 9月に閣議決定された複数年財政計
画法案において、これまで財政収支
均衡を達成するとされていた2012年に
財政収支均衡近傍（▲0.5％）を達成
することとするなど、若干後退。

○ 11月、上院での予算審議において、
政府より、2012年の財政収支対GDP
比▲1.2％等、見通しの更なる下方修
正が示された。

○ サステナビリティ・ルール（景気循環
の一期間を通じて純債務残高対GDP
比を40％以下に維持。）等の財政運営
目標の変更は確認されていない。

○ 2012年度までに財政収支均衡を達成
するという財政運営目標は変更されて
いない。

財政運営目標

○ 10月、2009年末までに行われる企業
の新規投資についての職業税（地方
税）の免除等を内容とする追加経済対
策を発表。

○ 10月、公的部門の雇用数の引上げ等
を内容とする雇用支援策を発表。

○ 11月、省エネ投資への補助によるエ
ネルギー費用削減等を内容とする農
業支援策を発表。

○ 10月、低所得者に対する歳出の増大、
インフラ・教育・医療にかかる公共投
資の継続等に係る施策の検討を開始。

総合的な景気
対策

○ 10月、総額3,600億ユーロ（約44兆円）
の政府保証等の銀行等支援策を発表。

○ 10月、総額3,000億ポンド（約43兆円）
の政府保証等の銀行等支援策を発表。

○ 10月、政府による最大7,000億ドル（約
68兆円）の問題資産の買取り等を内
容とする「緊急経済安定化法」が成立。

金融危機対策

○ 1月、低所得世帯に対する暖房燃料
費補助の引上げを実施。

○ 1月、漁業者に対する燃料代補填等を
発表。

○ 5月、前記暖房燃料費補助の更なる
引上げ、前記漁業者に対する支援策
の追加・前倒しを発表。

○ 3月、冬期燃料手当の拡充等を発表。
○ 9月、中期的な省エネ対策を中心とす

る「家庭省エネ対策」を発表。

○ 原油・一次産品高を受けた特段の対
策は講じられていないが、2月、低・中
所得者への給付等を内容とする「2008
年経済刺激法」が成立。

原油・一次産
品高対策

フランスイギリスアメリカ

財源の多くをエネルギー企業が負担。

財源は石油企業による拠出、水産
物に対する増税等により充当。

10月、財務相より、財政規律を一
時的に柔軟化する意向が示された。

※ 2008年11月上旬までの各国の状況をまとめたもの。

10月、財務省より、2008年度の財
政赤字が過去最大の4,548億ドル
（約44兆円）となった旨の決算速
報値が示された。
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○ 9月の2009年度予算案において、2012
年度における中央政府の財政収支均
衡の達成が目標とされた。

○ なお、11月の修正予算案において、
2010年以降における中央政府の財政
収支対GDP比を▲2.0％以内で管理す
るとされた。

○ 9月に改訂された経済財政計画にお
いて、財政収支均衡の目標年次を、こ
れまでの2012年度から2013年度に変
更。

○ 2010年度（連邦政府については2011
年度）までに財政収支黒字化を達成
するなどの財政運営目標の変更は確
認されていない。

財政運営目標

○ 11月、公共事業、雇用創出、中小企業
支援等を内容とする「経済難局克服総
合対策」を発表。

○ 11月、経済財政相が、家計・企業支
援のための方策の策定方針を発表。

○ 11月、エネルギー効率のよい建物へ
の投資支援、新車・環境配慮車への
時限的自動車税免除、インフラ整備
（水利、道路、鉄道）への投資等を内
容とする総合的な経済・労働対策を公
表。

総合的な景気
対策

○ 10月、1,000億ドル（約9.7兆円）規模の
銀行等支援策等を内容とする「国際金
融市場不安克服対策」を発表。

○ 10月、銀行等支援策を発表。○ 10月、総額4,800億ユーロ（約59兆円）
の政府保証等の銀行等支援策を発表。

金融危機対策

○ 6月、「勤労者・自営業者等のための石
油価格克服総合対策」を発表。

○ 8月、2009年度からの3年間を対象と
した、原油高・一次産品高に係る対策
を含む、経済全般の包括的な政策を
盛り込んだ法律が議会にて可決。

○ 7月、閣議決定した2009年度予算案
において、低所得者層への住宅手当
に暖房費を追加。

原油・一次産品
高対策

韓国イタリアドイツ

主要国における昨今の経済情勢を踏まえた対策と財政運営目標②

財源は増税等により確保。

財源は歳計剰余金等により確保。

11月、首相より、2011年度までの連邦
政府の財政収支黒字化の達成が困難
であるとの見解が示された。

※ 2008年11月上旬までの各国の状況をまとめたもの。
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債務残高の国際比較（対ＧＤＰ比）
(GDP比、％）

（暦年） 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

日 本 79.4 86.7 94.0 100.5 113.2 127.0 135.4 143.7 152.3 158.0 165.5 175.3 171.9 170.3 170.9

米 国 71.1 70.7 70.0 67.6 64.5 61.0 55.2 55.2 57.6 60.9 61.9 62.4 61.8 62.8 65.8

英 国 47.3 52.2 52.0 52.9 53.4 48.3 46.0 41.1 41.6 41.9 44.1 46.8 46.6 47.5 49.8

ド イ ツ 46.5 55.7 58.8 60.3 62.2 61.5 60.4 59.7 62.1 65.3 68.7 71.0 69.3 65.4 64.2

フランス 60.2 63.0 66.7 69.1 70.7 66.8 65.7 64.3 67.3 71.4 73.9 75.7 71.1 69.4 71.0

イタリア 120.6 122.2 128.6 130.2 132.6 126.4 121.6 120.8 119.5 116.9 117.5 120.1 118.2 116.7 117.1

カ ナ ダ 98.0 101.6 101.7 96.3 95.2 91.4 82.1 82.7 80.6 76.6 72.4 70.3 68.1 64.4 64.4

出典：ＯＥＣＤ／エコノミック・アウトルック〔83号（2008年6月）〕。計数はＳＮＡベース、一般政府。
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純債務残高の国際比較（対ＧＤＰ比）
(GDP比、％）

（暦年） 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

日 本 20.0 24.1 29.3 34.8 46.2 53.8 60.4 66.3 72.6 76.5 82.7 84.6 84.6 85.9 86.8

米 国 54.5 53.7 52.9 49.8 45.9 41.1 36.4 35.3 38.2 41.1 42.9 43.6 43.1 43.8 48.0

英 国 32.5 38.3 40.4 42.6 44.0 39.4 36.2 32.9 33.6 34.0 36.2 29.9 29.6 30.4 32.9

ド イ ツ 19.3 30.3 33.2 33.0 36.7 35.2 34.4 36.7 40.8 43.5 47.5 49.8 48.1 44.5 43.2

フランス 29.7 37.5 41.8 42.3 40.5 33.5 35.1 36.7 41.8 44.2 45.3 43.2 37.5 34.0 35.6

イタリア 104.1 98.7 104.3 104.6 107.2 101.4 96.4 96.5 96.0 93.1 92.7 94.2 92.1 90.7 90.7

カ ナ ダ 67.9 70.7 70.0 64.7 60.8 55.8 46.2 44.3 42.6 38.7 34.5 29.9 26.5 23.3 22.6

出典：ＯＥＣＤ／エコノミック・アウトルック〔83号（2008年6月）〕。計数はＳＮＡベース、一般政府。
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社会保障の給付の見通し社会保障の給付の見通し
ーー「社会保障の給付と負担の見通し」（平成「社会保障の給付と負担の見通し」（平成1818年５月厚生労働省）年５月厚生労働省）ーー

90兆円
（23.9％）

141兆円
（26.1％）

年金
65兆円

（12.0％）

医療
48兆円
（8.8％）

福祉等　28兆円（5.3％）

（うち介護　17兆円（3.1％））

介護
2.6倍

年金
1.4倍

医療
1.7倍

医療
28兆円
（7.3％）

年金
47兆円

（12.6％）

福祉等　15兆円（4.0％）

（うち介護　7兆円（1.8％））

国民所得　376兆円
2006年度（予算ベース）

国民所得　540兆円
2025年度

国民所得
1.4倍

社会保障給付
1.6倍
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※下記の追加所要額に加え、基礎年金に係る国庫負担割合の2分の１への引上げ分（消費税率換算１％程度（2009年度で2.3兆円））が必要となる。

必要額
（公費ベース）

消費税率換算

○税方式を前提とする場合 約１２～２８兆円 ３ １/２～８ １/２％程度

○社会保険方式を前提とする場合

　低年金・無年金者対策の強化
　　・最低保障機能の強化
　　・基礎年金額の改善
　　・受給権確保に係る措置の強化
　　　　　（免除の活用、厚生年金適用拡大、強制徴収）　　　　　　　等

医療・介護

医療・介護の充実強化と効率化を同時に実施
　急性期医療の充実強化、重点化、在院日数の短縮化
　　（スタッフの充実等）
　機能分化・機能連携による早期社会復帰等の実現
　　（地域包括ケア、訪問介護・訪問看護・訪問診療の充実等）
　在宅医療・介護の場の整備とサービスの充実
　　（グループホーム、小規模多機能サービスの充実等）　　　　　　等

約４兆円 １％強

少子化対策

親の就労と子どもの育成の両立を支える支援
　（３歳未満児の保育サービスの利用率　20％→38～44％）
　（学齢期（小１～３年生）の放課後児童クラブ利用率　19％→60％）
　（出産前後に希望どおりに継続就業でき、育児休業を取得
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第１子出産前後の継続就業率38％→55％））
すべての子どもの健やかな育成の基盤となる地域の取組
　（望ましい受診回数（14回）を確保するための妊婦健診の支援の充実）　　　　等

約１．３～２．１兆円 ０．４～０．６％程度

○税方式を前提とする場合 約１７～３４兆円 ５～１０％程度

○社会保険方式を前提とする場合 約７．６～８．３兆円 ２．３～２．５％程度

○税方式を前提とする場合 ６～１１％程度

○社会保険方式を前提とする場合 ３．３～３．５％程度

（注１）「社会保障国民会議における検討に資するために行う公的年金制度に関する定量的なシミュレーション」、「社会保障国民会議における検討に資するために行う医療・介護費用の

      シミュレーション（Ｂ２シナリオ）」等に基づく。経済前提は「ケースⅡ-１（医療の伸びはケース①）」を用いた。

（注２）少子化対策に係る追加費用については、「子どもと家族を応援する日本」重点戦略において示した次世代育成支援の社会的コストの推計を基に、現行の関連する制度の公費負担

　　割合を当てはめて算出した。なお。ここには児童手当等の経済的支援の拡充に要する費用は計上していない。

社会保障の機能強化のための追加所要額（試算）
（社会保障国民会議及び「子どもと家族を応援する日本」重点戦略に基づく整理）

改革の方向性
（新たな施策）

２０１５年度

社会保障の
機能強化に加え

基礎年金の
国庫負担割合

引上げ分を加味

合計

約２．６兆円 １％弱
基礎年金

2015年度
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《56.4》
　 国

《43.6》
  地方

消費税収の
29.5％

《100》

地方消費税
１　％

消　費　税
４　％

 消費税４％＋
 地方消費税１％

地 方 分

地方交付税
として地方へ

国 で 徴 収 し
地 方 へ

消 費 税 収 を
充てるとされて
い る 経 費

〔 13.3 兆 円 〕

〔7.5兆円〕

〔5.7兆円〕

〔13.2兆円〕

〔 2.5 兆 円 〕

〔10.7兆円〕

消 費 税 の 使 途

（ 平 成 20 年 度 予 算 ）

国 分

　　○　消費税の収入が充てられる経費（地方交付税交付金を除く）の範囲（基礎年金、老人医療、介護）を
　　　予算総則に規定（平成11年度予算～）

福祉予算へ

基礎年金

老人医療

介 護

（参考）
　社会保障関係費は
　21.8兆円
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第３章 財源 ＜経済成長と財政健全化の両立＞

２．持続可能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた中期プログラムの策定

○以下を「基本骨格」とする中期プログラムを、年末の税制改正においてとりまとめる。

（１）景気回復のための減税等

（中略）

（２）社会保障安定財源の確保

社会保障制度については、その機能強化と効率化を図る一方、基礎年金国庫負担割合の２分の１への引

上げに要する財源をはじめ、国・地方を通じて持続可能な社会保障制度とするために安定した財源を確保

する必要がある。このため、経済状況の好転後に、年金、医療、介護等の社会保障給付や少子化対策に要

する費用の見通しを踏まえつつ、給付に見合った負担という視点及びこれらの費用をあらゆる世代が広く

公平に分かち合う観点から、消費税を含む税制抜本改革を速やかに開始し、時々の経済状況をにらみつつ、

2010 年代半ばまでに段階的に実行する。その際、国民の理解を深めるため、現在行われている歳出の無

駄排除と行政改革を引き続き行うとともに、社会保障給付とその他の予算とは厳密な区分経理を図る。

（３）税制抜本改革の全体像

社会保障の安定財源確保をはじめ、我が国の成長力の強化、社会におけるさまざまな格差の是正など

種々の課題に整合的かつ計画的に対応するため、本年末に、個人、法人の所得課税、資産課税、消費課税

の各税目の改革の基本的方向性を明らかにした「税制抜本改革の全体像」をわかりやすく示し、これに基

づき抜本改革を断行する。

「生活対策」中期プログラム関連部分（抜粋）（平成20年10月30日）
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特別会計の積立金等の活用

○特別会計の積立金の活用（国債残高の圧縮）

財政融資資金特別会計
１２兆円

財政投融資特別会計
（財政融資資金勘定） ９．８兆円

○特別会計の剰余金等の活用（一般会計への繰入れ）

外国為替資金特別会計
1兆6,220億円

外国為替資金特別会計
1兆6,290億円

外国為替資金特別会計
1兆8,000億円

産業投資特別会計
1,202億円

産業投資特別会計
794億円

財政投融資特別会計
（投資勘定） 516億円

電源開発促進対策特別会計
595億円

貿易再保険特別会計
492億円

貿易再保険特別会計
492億円

農業経営基盤強化措置
特別会計 295億円

登記特別会計
38億円

特許特別会計
43億円

合計
約１．８兆円

自動車検査登録特別会計
29億円

社会資本整備事業特別会計
（業務勘定） 33億円

特許特別会計
15億円

合計
約１．９兆円

都市開発資金融通特別会計
6億円

合計
約１．８兆円

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

平成１８年度 平成２０年度

※ 特別会計法において、以下の規定を整備し、積立金・剰余金を財政健全化のために活用

○財政投融資特別会計の積立金が所定の金額を超える場合に、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計へ繰り
入れることができる、との規定を整備。

○各特別会計の決算上の剰余金のうち、積立金に積み立てる金額や翌年度の歳入に繰り入れる金額を控除して、なお残
余があるときは、予算で定めるところにより、一般会計へ繰り入れることができる、との共通ルールを策定。

※計数は予算ベース
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運用利回り

2.23％
（平成19年度実績）

調達金利

1.47％
（平成19年度実績）

金利変動準備金

財政投融資特別会計の金利変動準備金について

○ 金利変動準備金の意義

貸付金等

資 産

財投債・

預託金等

金利変動
準備金

負 債

財政投融資特別会計の貸借対照表

総資産の
50/1000以内

金利情勢によって、運用利回り・調達金利は変動する。

運用利回り ＞ 調達金利 → 利益は金利変動準備金に積み立て

運用利回り ＜ 調達金利 → 損失は金利変動準備金から取り崩し

17年度末

準 備 率
（金利変動準備金／総資産）

18年度末 19年度末 20年度末

23.7兆円 15.3兆円* 17.9兆円 10.2兆円**
70／1000

（上限100/1000）

53／1000*
（上限100/1000）

73／1000
（上限100/1000）

* 立法措置により、18年度に12兆円を国債整理基金特別会計に繰入れ

50／1000
（上限50/1000） **

**20年度に今後の収支等についてシミュレーションを行い、準備率の上限を総資産の100/1000から50/1000に
引き下げ、20年度予算において、9.8兆円を国債整理基金特別会計に繰入れ
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人口ピラミッドの変化
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2007年 2011年

75歳～
1,270(10%)

65～74歳
1,476(12%)

20～64歳
7,673(60%)

～19歳
2,357(19%)

総人口
1億2,777万人

総人口
1億2,691万人

75歳～
1,476(12%)

65～74歳
1,494(12%)

20～64歳
7,498(59%)

～19歳
2,223(18%)

万人

歳
2025年

総人口
1億1,927万人

75歳～
2,167(18%)

65～74歳
1,469(12%)

20～64歳
6,599(55%)

～19歳
1,693(14%)

65歳以上人口割合

（75歳以上人口割合）

21.5％
（9.9％）

団塊(76～78歳)
547万人

注) 団塊世代は1947～49年生まれ

出典）2007年は総務省「人口推計」、2011年及び2025年は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口－平成18年中位推計－」

23.4％
（11.6％）

30.5％
（18.2％）

団塊(58～60歳)
673万人

団塊(62～64歳)
656万人

65歳～

・基礎年金受給開始
・介護1号被保険者

75歳～

・長寿医療制度
（後期高齢者医療制度）

現 在 2012年（平成24年）には団塊の世
代（昭和22年～24年生まれの第
一次ベビーブームの世代）が高
齢世代（65歳以上）に突入

2024年（平成36年）には団塊の世
代全てが75歳以上（後期高齢者）
へ移行
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○年金、医療、介護保険
　給付に係る税負担
　　　22.2兆円程度
　　国　16.9兆円程度
　　地方 5.3兆円程度

※基礎年金国庫負担割合を
　21年度に1/2へ引き上げ
　るための所要額を単純
　加算した税負担額
　　　24.5兆円程度
　　国　19.1兆円程度 ・年金保険 7.4兆円 ・ 生活保護 2.0兆円 ・人件費 0.2兆円
　　地方 5.4兆円程度 ・医療保険 7.3兆円  うち医療扶助 1.0兆円 ・施設費 0.1兆円

・介護保険 1.9兆円      その他 1.0兆円 ・社会保険事務費等0.2兆円
・ 障害者対策 0.7兆円    (健診等を含む)

○全額税負担による医療 ・ 保育所 0.3兆円 ・原爆対策 0.1兆円
　給付を含む年金、医療、 ・ 児童手当 0.3兆円 ・その他 0.3兆円
　介護給付に係る税負担 ・ 公費負担医療 0.2兆円
　　　23.8兆円程度 ・ 児童扶養手当 0.2兆円
　　国　18.1兆円程度 ・ 雇用保険 0.2兆円
　　地方 5.7兆円程度 ・ その他 0.2兆円

※基礎年金国庫負担割合を
　21年度に1/2へ引き上げ
　るための所要額を単純
　加算した税負担額
　　　26.1兆円程度
　　国　20.3兆円程度
　　地方 5.8兆円程度

（注）上記の計数には一部推計が含まれる。また、四捨五入の関係で各計数と合計とは必ずしも一致しない。

 年金、医療、介護
 保険給付国税負担
　　      　16.7兆円

社会保障関係費　21.6兆円（平成20年度　厚生労働省所管）

 生活保護等その他
 社会保障給付
　　      　 4.0兆円

 その他

　　      　 1.0兆円

対応する地方税等負担
         4.8兆円程度

対応する地方税等負担
         3.1兆円程度

上記のほか、共済年金に係る
基礎年金国庫負担がある。
　・国分：　　　0.2兆円
　・地方分：　　0.5兆円

Ａグループ Ｂグループ Ｃグループ

上記のうち、医療費に係る税負担
は、1.7兆円である。
　　　・国　　　　　1.2兆円
　　　・地方　　　　0.5兆円

○厚生労働省発表の社会保障給付費 96兆円(平成20年度予算)の国税負担分(22.4兆円)に概ね相当。
　（他に、恩給0.9兆円等がある。）

国税及び地方税負担による我が国社会保障予算の姿
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【給付】
（対国民所得比％）

そ の 他

介 護

医 療

年 金

（注１）給付の対国民所得比はOECD”Social Expenditure Database 2007” 等に基づき算出。いずれも2003年。
（注２）高齢化率は、日本は2007年、諸外国は2005年の推計値。

【負担】
（対国民所得比％）

社会保険料
負 担

国税・地方税
負 担

（注１）日本は2008年度、諸外国は2005年の推計値。
　　　　各国の国民所得は、日本：384.4兆円、米国：9.95兆ドル、英国：0.97兆ポンド、フランス：1.27兆ユーロ、ドイツ：1.67兆ユーロ。
（注２）アメリカの消費税率はニューヨーク市の場合（州・郡・市が小売売上税をそれぞれ賦課）

（出典）社会保障国民会議中間報告参考資料等

(8.55)
(12.62)

(8.82)

(16.90) (17.10)

(3.42)

(3.06) (9.34)

(11.00) (11.88)

(8.58)

(8.49)

(8.54)

(11.00) (10.29)

(0.01)

(0.12)(0.27)

(0.70)

(1.49)

-

10

20

30

40

アメリカ 日本 イギリス ドイツ フランス

(25.6) (25.1)
(37.5)

(28.0)
(37.6)

(8.9) (15.0)

(10.8)
(23.7)

(24.6)

-

10

20

30

40

50

60

アメリカ 日本 イギリス ドイツ フランス

25.7％

20.6％

27.4％

39.4％39.2％

40.1％
34.5％

48.3％

62.2％

51.7％

５．０％消費税率 （８．３７５％） １７．５％ １９．６％１９．０％

高齢化率 ２１．５％１２．３％ １６．１％ １６．３％１８．８％

主要国の社会保障に係る給付と負担の姿
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※老人医療費無料化

　 年金給付水準大幅

　 引上げ、物価スライド

　 ・賃金スライドの導入

　　　　 

（注）四捨五入の関係で総人口数と年齢別人口数の合計とは必ずしも一致しない。

（出典）総務省「国勢調査」、「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来人口推計（平成18年12月推計）」 等

名
目
G
D
P
成
長
率

（

％

）

人

口

数

（

万

人

）

・

構

成

比

総人口
9,515

総人口
11,927

11.3

7.7

1.3

？？

総人口
9,828

618

(6.3%)

3,602
（36.6%）

1,493

(12.1%)

7,611
（61.6%）

3,258
（26.4%）

2,746

(21.5%)

2,357
（18.4%）

3,635

（30.5%）

6,599
（55.3%）

1,693
（14.2%）

3,764

（39.6%）

4,596
（48.3%）

1,155
（12.1%）

65歳以上

64歳以下

　　20歳以上

19歳以下

9.1倍 5.1倍 2.8倍 1.8倍 1.2倍20歳以上64歳以下人口

65歳以上人口

5,608
（57.1%）

7,673
（60.1%）

総人口
12,361

総人口
12,777

1961
国民皆年金
皆保険

1973
福祉元年
※

我が国経済及び人口構成の推移

1965年 1990年 2007年 2025年 2050年
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（注）費用・負担の計数は、年金・介護については 2008 年度予算、医療については 2006 年度実績。 

 年金 医療 介護 

・市町村国保〔75 歳未満の自営業者等〕

・被用者保険〔75 歳未満のサラリーマン〕

  組合健保 

  政管健保 

  共済 

保険集団 

・国民年金 〔自営業者等〕 

・厚生年金等被用者年金 

〔サラリーマン等〕 

・長寿医療  〔75 歳以上の全国民〕 

市町村単位 

〔40 歳以上の全国民〕 

給 付 年金給付費 ５０．５兆円 国民医療費 ３３．１兆円 介護費用 ７．４兆円 

利用者 

本人負担 
（該当なし） 

約１４％  

負担割合 ７５歳未満：３割負担が基本（※）

     ７５歳以上：原則１割負担 

約１０％ 

（負担割合 １割負担） 

保険料 

負担 

約８２％ 

（当該年度の保険料は約６５％、残余

は運用収入・積立金受入れ等） 

約４９％ 

約３９％ 

（納付金に含まれる税負担を除いた

ベース） 
負 

 

 

担 

税負担 

（国・地方）

約１８％ 

（大宗が国） 

（厚生年金の二階部分（＝全額保険料

負担）等も含めた年金給付費総額に占

める割合） 

（基礎年金給付費に占める税負担割合

は約３７．３％） 

約３７％ 

（国約２５％、地方約１２％） 

約５１％ 

（国約２６％、地方約２５％） 

（納付金に含まれる税負担を含めた

ベース） 

（※）具体的な負担割合は年齢・所得によって異なる 
◎ 一般の者：３割負担 ◎ 義務教育就学前の乳幼児：２割負担 
◎ 70～74 歳（一般の所得の者）：２割負担（但し、2008 年 4 月から、予算措置により 1 割負担に据置き。なお、現役並みの所得を有する者は

３割負担） 

年金・医療・介護（全国民加入を基本とする社会保険）制度の概要 
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過去の「建議」における主な指摘事項（医療関係）について 

 

○ 高齢者の患者負担の見直し 

・  低所得者には適切な配慮を行いつつ、70 歳以上の高齢者の自己

負担率を他の世代の負担率と統一していく 

 

○ 保険免責制の導入 

・  一定金額までの保険免責制の導入 

 

○ 食費・ホテルコストの取扱いの見直し 

・  療養病床はもとより一般病床に入院する者についても、食費・居

住費について原則自己負担化 

 

○ 高額療養費の見直し 

・  高額療養費の自己負担限度額の見直し 

 

○ 先発品の保険給付の見直し 

・  後発品が存在する先発品について、公的医療保険給付は後発品

の薬価の水準までとし、後発品との差額は自己負担とする仕組み

の導入 

 

○ 市販類似薬の保険給付の見直し 

・  市販薬と類似の医薬品（非処方せん薬）を公的医療保険給付の

対象外化 
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平成16年度決算 平成17年度決算 平成18年度決算 平成19年度決算（見込）

（2004年度） （2005年度） （2006年度） （2007年度）

1,584 1,561 1,541 1,518

（注）健康保険組合の19年度決算は見込み

82.0
        （  ‰  ）  （注）

単年度収支差額
2,405 1,419 1,117 ▲ 1,390

（  億円  ）

保  険  料  率
82.0 82.0 82.0

平均標準報酬月額
28.3 28.3 28.3

（  万円  ）

被  保  険  者  数
1,909 1,923

（  万人  ）

健康保険組合

政府管掌健康保険

区　　　　　　　　分

3,062

被  保  険  者  数

（  万人  ）

平均標準報酬月額

（  万円  ）

保  険  料  率

        （  ‰  ）  （注）

経常収支差引額

（  億円  ）

74.8

1,535

2,956 2,372

73.1

1,577

37.0 36.9

1,495

37.0

1,952 1,988

28.5

健康保険組合・政府管掌健康保険の適用・財政状況等の推移

組　　　合　　　数

1,472

37.1

599

74.0 73.2
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一人当たり
総報酬額

保険料率
被保険者
負担分

（万円） （‰） (‰）

1 出版・報道 1,117 1 31.20 自動車販売・その他 1 11.00 銀行・金庫・公庫

2 教育 1,091 2 31.26 自動車販売・その他 2 12.40
電力・ガス・水道・電設／ほか
1組合

3 出版・報道 1,077 3 31.36 電気機器 4 13.00 海上・航空

4 出版・報道 1,021 4 32.00 電気機器 5 14.00 銀行・金庫・公庫

5 薬品 1,018 5 42.00 保険 6 14.15 銀行・金庫・公庫

6 出版・報道 1,007 6 43.50 銀行・金庫・公庫 7 14.50 教育

7 貿易 1,001 7 44.00 証券・その他／ほか1組合 8 15.00
その他の団体・法人／ほか2
組合

8 海上・航空 999 9 45.00 銀行・金庫・公庫／ほか3組合 ～16.00 貿易／他3組合

9 出版・報道 976 13 46.00 銀行・金庫・公庫／ほか3組合 ～17.00 証券・その他／ほか5組合

10 教育 976 17 47.00 自動車販売・その他 ～18.00
サービス・建設・その他／ほか
6組合

輸送用器具／ほか8組合

41.00 協会けんぽ

協会けんぽ
～19.00 貿易／他3組合

電気機器／ほか21組合
参考

参考 385

25 50.00

18 48.00 教育／ほか5組合

24 49.10 サービス・建設・その他 ～20.00

個別の健保組合の状況（平成１８年度決算ベース）

業態名 業態名業態名
順
位

順
位

順
位

参考 82.00 協会けんぽ

〔一人当たり総報酬額ベスト10〕 〔保険料率が50‰以下の組合〕 〔被保険者の負担分が20‰以下の組合〕
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（単位：億円）

4,936 19,664 労働者 6.0/1,000
使用者 6.0/1,000

使用者 3.0/1,000

1,612

3,357 14,853

　・　雇用安定事業
　・　能力開発事業

12,381

二 事 業 失業等給付

雇用安定資金 積 立 金

失 業 等 給 付 費二 事 業

国 （ 一 般 会 計 ）

雇用保険制度の概要
【平成20年度】

雇  用  保  険

保 険 料 保 険 料

1,702 4,927

53,759
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「労働力調査」(総務省)(平成19年平均) 「雇用保険」の対象者(厚生労働省)(平成19年平均)
3,685万人

公務員等を除き 対　象

週20時間以上の勤務者など 対　象

週20時間未満の勤務者など 対象外

対象外

国家公務員　約 66万人 (20年度末予算定員)
地方公務員　約295万人 (19年4月1日現在)
　　計　　　約360万人

就 業 者

6,403万人

雇 用 者

5,174万人

自営業者(役員等)

1,216万人

正　規

3,441万人

非 正 規

1,732万人
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○　雇用者と自営業者等の比較

（単位：千円）

１９５６年 ２００６年

（昭和３１年） （平成１８年）

280 3,028

○　正規雇用と非正規雇用の比較
・生涯賃金

男性正規雇用 ２３５．４百万円

男性正規雇用以外 １３５．４百万円

(出典：内閣府 平成18年度 年次経済財政報告)

・正規雇用と非正規雇用の割合

１９８４年 １９９０年 ２０００年 ２００７年
（昭和５９年） （平成２年） （平成１２年） （平成１９年）

正　規 ８４．７％ ７９．８％ ７４．０％ ６６．５％

非正規 １５．３％ ２０．２％ ２６．０％ ３３．５％

(出典：総務省統計局 労働力調査）

　　　　　　　(出典：国税庁 民間給与実態統計調査、国税庁 統計年報)

民間給与所得者

事業所得平均

平均給与
3,670202
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雇 用 保 険 積 立 金 の 推 移

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Ｈ５      ６      ７      ８      ９      １０      １１      １２      １３      １４      １５      １６      １７      １８      １９      ２０      

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

積立金残高 失業率

失業率（％）

金額（兆円）

           　（予算）

（年度）

金融システム不安
(銀行・証券の連続
破綻)

不況
3.3～5.10

不況
9.6～11.1

不況
12.11～14.1

Ｈ２０年９月
失業率 ４．０％

Ｈ５年度
失業率 ２．６％

Ｈ１４年度
失業率 ５．４％

失業率
＋２．８ポイント

 保 険 料 率
（失業等給付）

0.8% 1.2% 1.4% 1.2%1.6%

収入１．８兆

支出１．６兆

収入１．７兆

支出２．８兆

収入２．６兆

支出２．７兆

収入２．２兆

支出１．７兆

積立金　５．４兆円

積立金 ０．４兆円

積立金 ４．７兆円
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39.5

17.5

0.6

35.3

20.9

0.6
0.6

35.1

21.4

0.9
0.6

35.6

20.3

1.4
0.9
0.6

34.3

19.5

3.2

0.9
0.6

32.2

18.1

5.9

1.0
0.7

32.3

16.9

4.2

1.1

1.1

33.3

16.9

3.2

1.5

1.8

34.9

15.9

2.9

0.8

3.7

40.4

15.2

2.6

0.3
0.7

40.5

15.4

2.8

0.5
0.7

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

地方税 地方交付税 臨時財政対策債 地方特例交付金 地方譲与税

地方一般財源総額（地財計画ベース）の推移

(兆円)

(※)  1.「地方一般財源」は、地方税、地方譲与税、地方特例交付金、地方交付税及び臨時財政対策債の合計額としている。
(※)  2.「一般財源比率」は、上記「地方一般財源」を地財計画歳入総額で除したものである。
(※)  3.計数は全て地財計画ベースである。

10' 11' 12' 13' 14' 15' 16' 17' 18' 19' 20'

一般財源(兆円) 57.6 57.4 58.0 58.9 58.6 57.8 55.6 56.8 58.3 59.2 59.9

一 般 財 源 比 率 66.1% 64.9% 65.2% 66.0% 66.9% 67.1% 65.7% 67.8% 70.1% 71.2% 71.8%

0.0
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● 地方交付税 ● 地方税 ● 地方交付税 ● 地方税
18.1兆円 → 15.9兆円 ▲ 2.2兆円 32.2兆円 → 34.9兆円 ＋ 2.7兆円 18.1兆円 → 15.4兆円 ▲ 2.7兆円 32.2兆円 → 37.5兆円 ＋ 5.3兆円

● 臨時財政対策債(赤字地方債) ● 臨時財政対策債(赤字地方債)

5.9兆円 → 2.9兆円 ▲ 3.0兆円 5.9兆円 → 2.8兆円 ▲ 3.0兆円

計 ▲ 5.1兆円 計 ▲ 5.7兆円

● 地方交付税 ● 地方税 ● 地方交付税 ● 地方税
18.1兆円 → 16.0兆円 ▲ 2.1兆円 32.2兆円 → 35.8兆円 ＋ 3.6兆円 18.1兆円 → 15.4兆円 ▲ 2.7兆円 32.2兆円 → 37.5兆円 ＋ 5.3兆円

● 臨時財政対策債(赤字地方債) ● 臨時財政対策債(赤字地方債)

5.3兆円 → 2.6兆円 ▲ 2.7兆円 5.3兆円 → 2.8兆円 ▲ 2.4兆円

計 ▲ 4.8兆円 計 ▲ 5.1兆円

32.2兆円 →
  税源移譲を含めると

40.5兆円 ＋ 8.3兆円

32.2兆円 → 40.5兆円 ＋ 8.3兆円

  税源移譲を含めると

地方交付税の減は地方税の増でカバー。

赤字地方債の減は歳出削減(主として決算乖離是正)でカバー。
地方交付税の減のみならず、赤字地方債の減も地方税の増でカバー。

国民の税負担 ＋０.６兆円増 国民の税負担 ＋２.６兆円増

(歳出削減)
  地財計画と決算の乖離是正  ▲1.4兆円

▲ ２.４兆円

地方交付税の減に加え、赤字地方債の減の半分以上を地方税の増でカバー。

残余(減収額全体の２割程度)を歳出削減でカバー。

国民の税負担 ＋１.５兆円増 国民の税負担 ＋２.６兆円増

(歳出削減)

▲ １.１兆円

平成15年度  ⇒  平成18年度 〔 三位一体改革期間中 〕
(直近の地方税収最低時)                                                                        ○

平成15年度  ⇒  平成20年度

計
 

画
 
ベ
 

ー
 
ス

決
 

算
 
ベ
 

ー
 
ス

▲ ０.４兆円

＋ ０.２兆円

（ 参 考 ）

(2003年度) (2006年度) (2003年度) (2008年度)

2
0
0
8
年
度
は
計
画
ベ
ー
ス

(※)
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＋ 49.9%

▲ 10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

20,503

(+58.6%)
32,514

1,888

(▲44.0%)
1,058

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

8,526

3,099

1,587 1,316
883

3,263

2,881

2,510 2,740

2,567

(+20.4%)
1,063

(+49.2%)
12,721

(+43.7%)
4,453

(+34.4%)
2,133 (+26.8%)

1,669

(▲12.3%)
2,250

(▲15.2%)
2,324

(▲23.4%)
1,923

(▲31.9%)
1,961

(▲56.8%)
1,408

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

交付税+臨財債

標準税収入

財政力指数別にみた標準税収入、地方交付税及び臨時財政対策債の伸び
(2003(平成15)年度と2008(平成20)年度の比較)

(億円) 東京都
(財政力指数 1.21538)

B1ｸﾞﾙｰﾌﾟ平均
(1.0未満～0.7)

B2ｸﾞﾙｰﾌﾟ平均
(0.7未満～0.5)

Cｸﾞﾙｰﾌﾟ平均
(0.5未満～0.4)

Dｸﾞﾙｰﾌﾟ平均
(0.4未満～0.3) Eｸﾞﾙｰﾌﾟ平均

(0.3未満)

15年度
(2003)

20年度
(2008)

(億円)

15年度
(2003)

20年度
(2008)

15年度
(2003)

20年度
(2008)

15年度
(2003)

20年度
(2008)

15年度
(2003)

20年度
(2008)

15年度
(2003)

20年度
(2008)

▲ 1.0% ▲ 1.5%
▲ 4.0%

＋ 19.9%

＋ 7.3%

▲ 10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

総額(標準税収入+交付税+臨財債)の伸率

  ※ 財政力指数とは、(基準財政収入額)／(基準財政需要額)の過去3ヶ年の単純
    平均値。財政力指数が高い団体からｸﾞﾙｰﾌﾟ分けしたもの。
    （出典：平成18年度都道府県財政指数表（総務省））

B1ｸﾞﾙｰﾌﾟ(3団体) ：愛知県、神奈川県、大阪府
B2ｸﾞﾙｰﾌﾟ(13団体) ：千葉県、静岡県、埼玉県、茨城県、福岡県、栃木県、群馬県、
    三重県、京都府、広島県、兵庫県、宮城県、滋賀県
Cｸﾞﾙｰﾌﾟ(9団体) ：岡山県、岐阜県、長野県、香川県、石川県、福島県、富山県、
    山口県、新潟県
Dｸﾞﾙｰﾌﾟ(11団体) ：奈良県、山梨県、北海道、愛媛県、福井県、熊本県、大分県、
    徳島県、山形県、佐賀県、和歌山県
Eｸﾞﾙｰﾌﾟ(10団体) ：鹿児島県、岩手県、青森県、宮崎県、沖縄県、秋田県、長崎県、
   鳥取県、高知県、島根県

財政力指数：2004(H16)～2006(H18)の平均
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最大/最小：１.９倍

０６'決算  ２.６兆円
（08'地財計画2.5兆円）

最大/最小：６.１倍

０６'決算  ８.７兆円
（08'地財計画9.8兆円）
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（注１） 個人住民税の税収額には、配当割、株式等譲渡所得割、利子割を含む。
（注２） 固定資産税の税収額には、道府県分を含む。
（注３） 人口については、2007(平成19)年3月31日現在の住民基本台帳人口による。
（備考） 2006(平成18)年度決算額(超過課税を除く)により作成。

最大/最小：３.３

０６'決算  ９.１兆円
（08'地財計画12.6兆

）

最大/最小：３.１倍

０６'決算  ３５.８兆円
（08'地財計画40.5兆円）

地方税（2006年度決算）の人口１人当たり税収額の指数（全国平均を１００とした場合）

最大/最小：２.３倍

０６'決算  ８.５兆円
（08'地財計画8.9兆円）

75.1

87.7

77.3

97.0

101.8

91.0

107.5

101.0

115.4

95.9

94.1

112.6

118.1

100.8

98.4

95.4

100.4

83.2

77.2

100.7

96.6

86.5

88.6

68.6

86.6

67.1

70.5

75.2

74.6

71.2

93.7

106.8

88.6

152.3

95.5

93.8

99.2

72.2

79.7

95.0

93.0

90.7

75.5

79.3

71.8

66.2

100.0

108.1

0 50 100 150 200

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48

56.6

76.5

62.4

84.7

81.4

114.1

137.0

84.7

82.4

77.1

85.8

98.0

119.5

88.8

90.5

98.6

103.4

71.5

65.0

91.4

73.0

68.5

81.0

61.5

64.8

57.9

59.4

100.5

100.0

52.9

62.6

60.8

65.3

81.0

79.3

77.9

64.4

101.9

80.7

85.6

70.2

181.6

108.5

85.4

64.1

56.1

59.0

73.3

0 50 100 150 200

 1 北海道

 2 青森県

 3 岩手県

 4 宮城県

 5 秋田県

 6 山形県
 7 福島県

 8 茨城県

 9 栃木県

 10 群馬県
 11 埼玉県

 12 千葉県

 13 東京都

 14 神奈川県

 15 新潟県

 16 富山県
 17 石川県

 18 福井県

 19 山梨県

 20 長野県

 21 岐阜県
 22 静岡県

 23 愛知県

 24 三重県

 25 滋賀県
 26 京都府

 27 大阪府

 28 兵庫県

 29 奈良県

 30 和歌山県

 31 鳥取県
 32 島根県

 33 岡山県

 34 広島県

 35 山口県
 36 徳島県

 37 香川県

 38 愛媛県

 39 高知県

 40 福岡県

 41 佐賀県
 42 長崎県

 43 熊本県

 44 大分県

 45 宮崎県

 46 鹿児島県
 47 沖縄県

 48 全国平均

66.4

85.7

71.4

92.6

92.5

91.6

106.5

91.3

96.9

86.2

87.9

106.0

128.1

96.7

94.3

95.9

93.7

75.1

68.4

96.0

81.2

74.7

86.2

62.9

77.3

63.8

65.2

78.1

67.9

64.4

81.5

101.5

88.0

180.9

84.3

93.5

92.0

73.0

69.9

87.8

89.4

86.3

65.4

71.8

68.3

57.7

100.0

109.1

0 50 100 150 200

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48

地方税全体固定資産税法人二税個人住民税
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74.9

93.6

91.7

94.3

102.9

90.0

90.9

98.0

74.2

101.1

99.4

97.2

139.3

81.8

98.5

93.1

93.5

93.3

106.1

0 50 100 150 200

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
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地方消費税（清算後）
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94.2

98.5

98.6

94.1

99.9

85.5

89.3

103.1

102.8

100.4

97.4

101.1

96.9

95.5

99.3

92.4

90.0

98.6

98.3

94.3

95.0

95.7

93.0

94.9

92.4

93.2

131.4

107.1

100.0

87.9

91.8

95.2

94.8

97.8

95.4

97.0

97.0

83.1

98.2

102.6

99.5

122.2

86.8

98.1

96.7

96.5

96.7

97.2
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28
29
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48

最大/最小：１.９倍

96.9

98.3

94.6

92.7

97.2

89.6

92.3

95.5

98.1

103.5

93.6

102.9

106.8

93.0

83.4

104.5

91.4

84.1

95.1

97.3

90.4

91.9

98.7

91.8

97.6

88.2

89.4

108.7

100.0

74.9

93.6

91.7

94.3

102.9

90.0

90.9

98.0

74.2

101.1

99.4

97.2

139.3

81.8

98.5

93.1

93.5

93.3

106.1
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1
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7
8
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12
13
14
15
16
17
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48

最大/最小：１０.５倍

０６'決算  ２.６兆円
（08'地財計画2.5兆円）

52.0

67.7

53.9

68.8

58.3

162.7

80.1

81.9

71.4

53.3

59.2

61.7

108.6

82.5

42.6

64.0

88.9

64.9

48.3

75.7

48.5

61.1

88.5

48.0

69.7

38.9

46.6

69.7

42.4

43.1

47.2

54.2

42.7

290.4

67.9

73.6

49.3

27.6

46.5

105.6

91.0

91.8

44.1

47.2

44.3

48.7

100.0

154.2

0 50 100 150 200 250 300

 1 北海道

 2 青森県
 3 岩手県
 4 宮城県

 5 秋田県

 6 山形県

 7 福島県
 8 茨城県

 9 栃木県
 10 群馬県

 11 埼玉県

 12 千葉県
 13 東京都

 14 神奈川県

 15 新潟県
 16 富山県

 17 石川県
 18 福井県
 19 山梨県

 20 長野県

 21 岐阜県

 22 静岡県
 23 愛知県

 24 三重県
 25 滋賀県

 26 京都府

 27 大阪府
 28 兵庫県

 29 奈良県

 30 和歌山県
 31 鳥取県

 32 島根県
 33 岡山県
 34 広島県

 35 山口県

 36 徳島県

 37 香川県
 38 愛媛県

 39 高知県
 40 福岡県

 41 佐賀県

 42 長崎県
 43 熊本県

 44 大分県

 45 宮崎県
 46 鹿児島県

 47 沖縄県

 48 全国平均

最大/最小：６.１倍

０６'決算  ８.７兆円
（08'地財計画9.8兆円）

47.6

75.5

52.3

88.8

83.3

68.1

83.9

82.1

89.5

72.9

71.4

104.5

159.2

97.5

96.5

92.8

75.3

63.2

51.9

93.1

69.8

65.6

78.3

42.8

65.5

45.8

48.1

55.0

50.1

44.9

70.0

101.6

66.0

262.9

74.6

86.0

93.4

43.5

51.6

85.9

86.5

84.9

42.8

60.3

53.2

45.2

100.0

122.2

0 50 100 150 200 250 300
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45
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（注１） 個人住民税の税収額には、配当割、株式等譲渡所得割、利子割を含む。また、固定資産税の税収額には、道府県分を含む。
（注２） 人口については、2007(平成19)年3月31日現在の住民基本台帳人口による。
（注３） 法人二税及び地方税全体(新税等導入後)は、2006(平成18)年度決算額(超過課税を除く)をもとに、総務省の試算による法人事業税の減収見込額を減じ、法人特別譲与税見込額を加え算出している。

機械的基準により自治体間で清算あるいは各自治体に譲与される税の人口１人当たり税収額の指数（全国平均を１００とした場合）

60.1

82.2

66.0

89.8

87.6

72.8

85.1

87.6

91.4

80.3

78.3

102.5

150.4

95.9

95.3

94.3

80.0

70.9

64.7

94.5

76.1

73.6

83.5

58.0

73.9

59.8

61.7

118.4

100.0

57.6

64.8

69.5

58.1

88.9

88.7

87.9

64.6

55.4

93.5

89.7

81.2

224.4

72.4

99.5

76.3

60.2

63.8

67.6

0 50 100 150 200 250

1
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6
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8
9
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12
13
14
15
16
17
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20
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48

最大/最小：４.１倍

法人二税(新税等導入後)法人二税(現行)地方消費税（清算後）地方消費税（清算前）

(参考)
    地方法人特別譲与税
    の配分額

最大/最小：１.６倍

見込額  ２.６兆円
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◆ 国と地方の債務残高と税収の比率（2008(平成20)年度） ◆ 国と地方のプライマリーバランス（2008(平成20)年度）

国 ６１５兆円 ４０.０兆円 １５.４倍 ◆ 国と地方の債務残高の増減

地方 １９７兆円 ５６.４兆円 ３.５倍

国 ＋８兆円

▲ ２兆円地方

増　減　額2008年度予算
(平成20年度)

2007年度
(平成19年度)

６１５兆円６０７兆円

▲ ５.２兆円国
債務残高の税収
に対する比率

１９７兆円１９９兆円

債務残高 税　　収
（交付税等移転後）

＋ ５.６兆円地方

 国と地方の財政状況 ～国は総体としての地方よりも極めて厳しい財政状況。
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国と地方の基礎的財政収支の推移

（注）１．国：「国債費－公債金収入」（一般会計）（2006(平18)年度までは決算ベース、

2007(平19)年度は補正予算ベース、2008（平20）年度は当初予算ベース）

２．地方：「（公債費＋公営企業繰出金のうち企業債償還費）－地方債」（地方財政計画ベース）

▲ 5.0

▲ 9.4

▲ 5.2

＋5.4
＋4.4

＋5.6

▲ 25

▲ 20

▲ 15

▲ 10

▲ 5

0
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15

’75 ’76 ’77 ’78 ’79 ’80 ’81 ’82 ’83 ’84 ’85 ’86 ’87 ’88 ’89 ’90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’99 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08

（兆円）

地方

国

’75 ’78 ’81 ’84 ’87 ’90 ’93 ’96 ’99 ’02 ’07 ’08
昭50 昭53 昭56 昭59 昭62 平２ 平５ 平８ 平１１ 平１４ 平１９ 平２０

p007
テキストボックス
〔資料Ⅱ－２－７〕



（注） １．2006(平成18)年度までは決算額、2007(平成19)年度は補正後予算額、2008(平成20)年度は予算額である。
２．ＧＤＰは、2007(平成19)年度は実績見込み、2008(平成20)年度は政府見通し。

39.1

116.1

117.6

116.7

38.5

37.4
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地方

200 197
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607

594

199
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100

200
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400
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元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

（年度）（年度）

（兆円） （％）

国

地方

実 額 対ＧＤＰ比

'08'05'00'95'90 '08'05'00'95'90'03'98 '98 '03

国と地方の長期債務残高の推移
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0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

30

50

70

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

国の税収割合(左軸、%)
(交付税等移転前)

(50%)

国の長期債務残高、税収割合(交付税等移転後)、債務残高税収比の推移

0兆円

(30%)

国の税収割合(左軸、%)
(交付税等移転後)

('08)('05)(2000)('95)('90)('85)('80)('75)(1970)

(注)  1.計数はそれぞれ、18年度までは決算ベース、19年度及び20年度は当初予算(地方は地財計画)ベースである。
(注)  2.交付税等移転後とは、国税収(特会諸税を含む)から地方へ移転される交付税法定率分及び譲与税の額を除いたものである。
(注)  3.国の債務残高税収比は、国の長期債務残高を交付税等移転後の国税収で除したものである。地方については、地方の長期債務残高(交付税特会借入金、公営企業債(普通
(注)  3.会計負担分)及び地方債残高の合計額)を地方税収等(地方税収に国から移転された交付税法定率分及び譲与税を含む。)で除したものである。

昭和 平成

(年度)

18.0倍700兆円

(70%)

債務残高税収比【地方】
(右軸、倍)

債務残高税収比【国】
(右軸、倍)

地方の長期債務残高
(左軸、兆円)

国の長期債務残高
(左軸、兆円)
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60 2 7 12 17
(1985) (1990) (1995) (2000) (2005)

一行(単独)・計画 5.7 5.9 6.0 6.2 6.7 7.0 7.7 8.4 9.1 9.1 9.5 9.9 10.0 10.2 10.6 10.8 11.3 11.2 11.2 11.1 12.0

一行(単独)・決算 8.7 9.1 9.8 10.3 11.6 14.8 17.0 17.6 16.4 17.0 18.4 18.4 18.4 19.2 19.7 18.6 18.9 18.3 18.2 18.1 18.2

(注)　「一行(単独)・決算」は、一般行政経費総額の再修正後決算額から一般行政経費（補助）の修正後計画額を控除した額としている。 （兆円）

3 4 5 661 62 63 元 13 14 15 168 9 10 11

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

地方(一行(単独)・計画)

地方(一行(単独)・決算)

一般行政経費（単独事業）における計画と決算の推移
(兆円)
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（万円）

賃金構造基本統計調査での民間企業給与と人事委員会勧告での民間企業給与の比較（各都道府県別）

0

　各都道府県人事委員会の調査による民間企業の平均給与と、賃金構造基本統計調査による民間企業の平均給与は、調査対象、算出方法を異にしているため、両者の数値を単純に比
較してその多寡を論じることは適当ではないことに注意が必要である。
　なお、人事院及び人事委員会の給与勧告は、官民の比較給与を、単純な官民給与の平均値によるものではなく、役職段階・勤務地域・学歴・年齢階層を同じくするもの同士を対応させて
比較（ラスパイレス方式）し、その結果算出された官民較差に基づいて行われている。

　上記の表における矢印は、2004（平成16）年の賃金構造基本統計調査及び人事院・人事委員会の民間給与実態調査における民間
給与と、2007（平成19）年調査における各民間給与をそれぞれ比較して、各民間給与が上がっている団体については「↑」で、下がっ
ている団体については「↓」でその推移を示している。
　なお、秋田県については、2004（平成16）年人事院勧告時の民間給与が公表されていなかったため推移を示していない。

※　期間を定めずに、又は１ヶ月を超える期間を定めて雇われている労働者、あるいは日々又は期間
　　を定めて雇われている労働者のうち、４月及び５月にそれぞれ18日以上雇用された労働者

賃金構造基本統計調査における民間給与
（2004（平成16）年調査からの推移）

人事委員会調査における民間給与
（2004（平成16）年調査からの推移）

都道府県数

下落（↓）

上昇（↑） 下落（↓）

12 12

上昇（↑）

上昇（↑）

9

下落（↓）

13

（単位：万円） 国 東京都 神奈川県 大阪府 京都府 愛知県 奈良県 千葉県 宮城県 兵庫県 茨城県 香川県 三重県 栃木県 埼玉県 滋賀県 山梨県 和歌山県 静岡県 福井県 徳島県 石川県 長野県 広島県 岐阜県 北海道 秋田県 群馬県 愛媛県 富山県 福岡県 岡山県 新潟県 鹿児島県 山口県 高知県 福島県 大分県 佐賀県 長崎県 熊本県 島根県 山形県 鳥取県 宮崎県 岩手県 青森県 沖縄県

①　（紫色） 35.6 42.8 37.9 37.2 36.6 36.3 36.1 35.9 35.0 34.6 34.3 34.0 34.0 33.8 33.8 33.4 33.3 33.3 33.3 33.1 32.7 32.6 32.5 32.4 32.2 32.2 32.1 32.0 31.7 31.7 31.7 31.6 31.4 31.0 31.0 30.7 30.4 30.3 30.0 30.0 29.8 29.0 28.6 28.5 28.1 28.0 27.7 26.9
2004（平成16）年との比較 ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓

②　（水色） 38.5 42.9 44.1 41.4 43.1 44.3 41.5 42.5 39.2 42.6 39.3 38.7 39.5 40.2 41.9 40.9 39.2 39.1 40.6 38.2 38.3 39.3 40.9 39.0 37.8 39.4 37.7 39.4 40.1 38.6 39.9 37.6 38.1 39.7 38.5 37.8 39.6 39.6 38.1 39.9 38.8 37.8 37.9 35.1 38.5 37.4 38.1 36.6
2004（平成16）年との比較 ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ - ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓

③　（白抜き） 0.1 1.0 1.8 0.9 0.8 0.5 0.3 2.4 1.5 1.3 1.3 1.2 0.1 1.5 0.2 0.2

右（青）のグラフ
下表②の数値 2007（平成19）年職種別民間給与実態調査

（人事院）
2007（平成19）年職種別民間給与実態調査

（各都道府県人事委員会）

公務の行政職に類似すると認められる民間の事
務・技術職に従事する者

企業規模50人以上の事業所に勤務する従業員について、ラス
パイレス方式で算出した平均給与

右（青）のグラフ中
白抜き部分

下表③の数値

県独自の給与カットによって、職員の平均給与月額が上記民間
給与を下回った場合には、その差額分を白抜きで表現

左（紫）のグラフ
下表①の数値

2007（平成19）年賃金構造基本統計調査
（厚生労働省）

「一般労働者」（常用労働者（※）のうち１日の所定労
働時間、あるいは１週の所定労働日数が一般の労
働者よりも短い短時間労働者を除いたもの）

企業規模100人以上の事業所に勤務する男性一般労働者の平
均給与

出典 集計の対象者 算出方法
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毎月勤労統計調査に基づく地域別民間給与の推移

平成18年
（2006）

平成19年
（2007）

全国 中国・四国
北海道
・東北

関東甲信越 中部 近畿

99.92 100.64

九州・沖縄

99.31 99.65 100.24 99.99

100.27 99.9396.56 98.03 99.71 98.87

100.31

99.48

平成18年
（2006）

平成19年
（2007）

全国
北海道
・東北

関東甲信越 中部 近畿 中国・四国 九州・沖縄

99.76 99.05 99.35 99.71 100.14 99.67 100.15

99.03 96.78 98.52 99.29 99.15 99.67 99.88

＋5.0 ＋5.0

－5.0－5.0

０ ０

各ブロックごとに2005(平成17)年の所定内給与を100として指数化各ブロックごとに2005(平成17)年の所定内給与を100として指数化

事業所規模5人以上事業所規模30人以上

一般労働者の所定内給与（※）を地域ブロック
別に集計し、2005(平成17)年のブロックごとの
平均所定内給与を100として、2006(平成18)
年、2007(平成19)年の平均所定内給与をそれ
ぞれ指数化

左（水色）⇒ブロック別の2006(平成18)年平均所定
内給与指数の2005(平成17)年（100）からの増減

右（紫色）⇒ブロック別の2007(平成19)年平均所定
内給与指数の2005(平成17)年（100）からの増減

出典 調査対象 算出方法 グラフ

毎月勤労統計調査
（厚生労働省）

事業所規模30人以上・
5人以上の事業所に勤
務 す る 一 般 労 働 者
（※）

※

※

一般労働者とは、期限を定めずに、又は１ヶ月を超える期間を定めて雇われている
者、あるいは日々又は期間を定めて雇われている者で調査期間の前２ヶ月にそれぞ
れ18日以上雇い入れられた者のうち、１日の所定労働時間あるいは１週の所定労働
日数が一般の労働者よりも短いパートタイム労働者以外の者をいう。

所定内給与は、基本給に、原則として毎月決まって支払われる手当を加えたもの
（時間外手当を除く）。
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指数

指数 149.41 63.19

東京都・愛知県・
神奈川県

沖縄県・青森県
鳥取県

下位３県上位３県

上位３県

神奈川県・
東京都・宮城県

島根県・山形県・
沖縄県

118.18 87.64

下位３県

調査対象を異にしている「職種別民間給与実態調
査」と「賃金構造基本統計調査」により、ボーナス
の絶対水準を直接比較することは不適当

民間の特別給支給状況（職種別民間給与実態調査と賃金構造基本統計調査）
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１００

従って、ボーナスの相対水準を指数化し分析

企業規模50人以上で、かつ、事業所規模50人以上の
民間事業所において支払われた特別給

「企業規模10人以上」の事業所において、一般労
働者（※）に支払われた「賞与、期末手当等特別給
与額（いわゆるボーナス）」

「職種別民間給与実態調査」
・調査対象となっている事業所で支払われた１年間の
特別給の平均額
・試算に必要なデータをHP上でとることのできなかった
４県を除く43都道府県の平均を100として、各県の平均
額を指数化
・指数の上位３県と下位３県の平均を比較

「賃金構造基本統計調査」
・対象の一般労働者が支給された「賞与、期末手当等特
別給与額（いわゆるボーナス）」の平均額を都道府県別
に集計
・47都道府県の平均を100として各県の平均額を指数化
・指数の上位３県と下位３県の平均を比較

賃金構造基本統計調査
（厚生労働省）

職種別民間給与実態調査
（各都道府県人事委員会）

1.35倍

2.36倍

 （注）　各都道府県人事委員会が公表している「民間事業所で支払われた特別給」の支給額を引用。なお、事務・技術等従業員と
　　　技能・労務等従業員への特別給支給額を分けて公表している都道府県については、事務・技術等従業員への特別給支給額
　　　を引用。

※　「一般労働者」⇒期間を定めず、又は１ヶ月を超える期間を定めて雇われている労働者、あるいは、日々又は１ヶ月以内の
　　期間を定めて雇われている労働者で調査の前２ヶ月にそれぞれ18日以上雇用された労働者（「常用労働者」）のうち、１日の
　　所定労働時間又は１週の所定労働日数が一般の労働者よりも短い者（「パート労働者」）を除いた労働者。
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平均（A～R県） 99.9 102.7

（１）　給料の改定率が国よりも高ければラスパイレス指数は高くなる。
（２）　同一の級の中で、高い号俸が適用される職員の構成割合が高まれば、ラスパイレス指数は高くなる。
　⇒・昇格スピードを早めた場合、各級の中で低い号俸が適用される職員が増えるため、ラスパイレス指数は下がる。
　　・昇給スピードを早めた場合、各級の中で高い号俸が適用される職員が増えるため、ラスパイレス指数は上がる。
　　　（参考）年功的要素を完全に排除した賃金体系においては、昇格スピードによりラスパイレス指数が変動することはない。

ラスパイレス指数の変動要因

（１）　給料の改定率が国よりも高ければラスパイレス指数は高くなる。
（２）　昇格（級の上昇）、昇給（号俸の上昇）のスピードが国よりも早ければラスパイレス指数は高くなる。
　　　（参考）年功的要素を完全に排除した賃金体系においても、昇格スピードによりラスパイレス指数は変動する。

Ａ県 98.2 108.3

Ｂ県 100.7 106.1

総務省公表
ラスパイレス指数（①）

「職務と責任（役職段階）」に基づくラスパイレス指数

都道府県 総務省公表
ラスパイレス指数（①）

「職務と責任」に応じた
ラスパイレス指数（②）

「職務と責任」に応じた
ラスパイレス指数（②）都道府県

Ｃ県 102.9 103.6

Ｄ県 100.0

98.8

100.2

101.4

101.5

Ｍ県

Ｇ県 102.3 102.2

99.8

100.9 103.0

Ｌ県 100.7

100.8 102.0

Ｆ県

100.2

Ｐ県

100.9

Ｅ県 Ｎ県

Ｏ県

Ｉ県 102.1 104.7

Ｈ県 99.6 101.9

97.5Ｋ県 96.3

Ｊ県

Ｑ県

R県 100.6

101.8

100.8

109.2

92.6

100.9

98.9

102.4

101.9

「職務と責任」（俸給表の級）が同じ区分に
属する職員を国と地方で比較して計算

「学歴と責任」に基づく
ラスパイレス指数
（総務省公表）

「職務と責任」
に基づく

ラスパイレス指数

計算方法

「学歴と経験年数」が同じ区分に属する
職員を国と地方で比較して計算

※　①は、「平成19年地方公務員給与の実態」（総務省）から引用したラスパイレス指数
 

※　②は、「平成19年国家公務員給与実態調査」（人事院）、平成19年各都道府県人事委員会勧告時の職員の給与の実態に関する調査等を基に、地方公共団体の行政職の給料額と国の行政職俸給表（一）の
　　適用職員の給料額とを役職段階別に比較して計算したラスパイレス指数
 ※　掲載しているのは、計算に必要な情報をHPから引用することのできた団体のみ

(2007)

(2007) (2007)
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25.4％24.9％

44.3％

62.6％

35.8％

64.2％

37.4％

74.6％

55.7％

75.1％

級別職員構成の比較（国と都道府県・政令市）

国と都道府県の比較 国と都道府県の比較 国と政令市の比較

24.9％

75.1％

１～３級の
職員

５～10級の
職員

企業規模500人以
上の事業所の課長
代理以上に相当す
る職員

１～４級の
職員

４～10級の
職員

企業規模500人以上
の事業所の係長以
下に相当する職員

　国の職員を３級以下と４級以上に分類した
際の職員の構成割合と、地方の職員を３級
以下と４級以上に分類した際の職員の構成
割合を比較

　国の職員を４級以下と５級以上に分類した
際の職員の構成割合と、地方の職員を４級
以下と５級以上に分類した際の職員の構成
割合を比較

　人事院勧告及び各政令市人事委員会勧
告を基に、国及び政令市の職員を「企業規
模500人以上の事業所の係長以下に対応
する職員」と「企業規模500人以上の事業所
の課長代理以上に対応する職員」に分類し
た際の、それぞれの区分に属する職員の構
成割合を比較

≪国≫　　　　  ≪都道府県≫ ≪国≫　　　　  ≪都道府県≫ ≪国≫　　　　 　 ≪政令市≫

※　国の職員数は、行政職俸給表（一）適用者数であり、約16.7万人（2007（平成19）年国家公務員給与実態調査に基づく2007（平成19）年４月１日時点の職員数）。
※　都道府県の職員数は、東京都を除く46道府県の一般行政職の職員数であり、約26.9万人（総務省統一様式で公表している各団体HP資料に基づく2007（平成19年）年４月１日時点の職員数）。
※　政令市の職員数は、「民間の係長相当以下」、「民間の課長代理相当以上」の区分によって級を分類することのできる11団体の一般行政職の職員数であり、約5.8万人（2007（平成19）年４月１日時点の職員数）。
※　各都道府県において給料表が１～９級で構成されている団体については、当該団体の９級が給料表を１～10級で構成する団体の９級・10級に相当するものとして計算。兵庫県については、給料表が２～11級で構成されているため、
　　「２級」⇒「１級」、「３級」⇒「２級」と１つずつ級を下げて対応させている。なお、東京都については、給料表が１～８級で構成されており、国の級との対応関係が明らかでないため、計算の対象に含めていない。
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社会保障　　12.4

2.1

市町村国保高齢者医療

4.1 1.9

介護保険生活保護

2.0

そ
の
他

義務教育

0.7
1.7

文教・
科学振興

2.0
公共事業　　3.9

国庫負担金

(下水道、災害復旧等)

2.8

一般会計　16.7兆円
特別会計　  2.4兆円

19.1兆円

児童手当 0.4

障害者自立支援 0.7

児童扶養手当等 0.7

地方向け補助金等の全体像（20年度予算）
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6 . 7
6 . 9

7 . 2
7 . 5

7 . 8
8 . 1

8 . 4

9 . 49 . 49 . 4
9 . 0

9 . 79 . 6
9 . 28 . 9

8 . 5
8 . 1

7 . 7
7 . 37 . 3

7 . 2

6 . 1

7 . 1
7 . 4

7 . 8
8 . 0

8 . 9

8 . 3

10 . 0

11 . 311 . 5

12 . 2

14 . 9

10 . 5

11 . 2

14 . 2

10 . 5

12 . 5

9 . 9

8 . 5
8 . 1

8 . 5

7 . 87 . 8

0 . 0

1 . 0

2 . 0

3 . 0

4 . 0

5 . 0

6 . 0

7 . 0

8 . 0

9 . 0

10 . 0

11 . 0

12 . 0

13 . 0

14 . 0

15 . 0

16 . 0

S 6 2 ( 8 7 ) S 6 3 ( 8 8 ) H元 ( 8 9 ) H 2 ( 9 0 ) H 3 ( 9 1 ) H 4 ( 9 2 ) H 5 ( 9 3 ) H 6 ( 9 4 ) H 7 ( 9 5 ) H 8 ( 9 6 ) H 9 ( 9 7 ) H 1 0 ( 9 8 ) H 1 1 ( 9 9 ) H 1 2 ( 0 0 ) H 1 3 ( 0 1 ) H 1 4 ( 0 2 ) H 1 5 ( 0 3 ) H 1 6 ( 0 4 ) H 1 7 ( 0 5 ) H 18 ( 0 6 ) H 1 9 ( 0 7 ) H 2 0 ( 0 8 )

補正

当初

(兆円)

(年度)

公共事業関係費の推移

※NTT-Aを除く
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社会経済状況の変化と社会資本整備の進捗状況 
 

＜経済成長・人口動態等＞ 
  

平成２年 

（１９９０年）  

平成１９年 

（２００７年） 
９０年比 

○ ＧＤＰ （名目、兆円） 440.1 → 508.9 （＋16％） 

○ 経済活動別ＧＤＰ構成比      

  ・第１次産業 （％） 2.4 → 1.4 （▲41％） 

  ・第２次産業 （％） 35.7 → 26.9 （▲24％） 

  ・第３次産業 （％） 61.8 → 71.7 （＋16％） 

○ 一人当たり国民所得 （名目(年度)、万円） 281.8 → 292.1 （＋4％） 

○ 人口 （万人） 12,361 → 12,777 （＋3％） 

 うち 65 歳以上の割合 （％） 12.1 → 20.2 （＋67％） 

○ 平均世帯人員 （人） 2.99 → 2.55 （▲14％） 

○ 出生数 （万人） 122 → 109 （▲10％） 
 

＜社会資本整備の進捗状況＞ 
  

平成２年度 

（１９９０年度）  

平成１９年度 

（２００７年度）
９０年度比 

○ ダムの数 （箇所数） 313 → 516 （＋65％） 

○ 水害区域面積 （ｈａ） 53,558 → 30,859 （▲42％） 

 

 

洪水等の災害により浸水した区域

の概ね過去 10 年間の平均面積      

○ 道路延長(高規格幹線道路) （ｋｍ） 5,281 → 9,332 （＋77％） 

○ 交通容量台キロ （百万台㌔／１２ｈ） 1,215 → 1,630 （＋34％） 

○ 重要港湾の岸壁数(水深 14ｍ以深) （箇所数） 7 → 64 （＋814％） 

○ 空港数 （箇所数） 82 → 97 （＋18％） 

○ 汚水処理人口普及率 （％） 62 → 84 (＋22％ﾎﾟｲﾝﾄ) 

○ 都市公園 （箇所数） 57,139 → 95,232 （＋67％） 

○ 整備済み農地面積 （万ｈａ） 253 → 309 （＋22％） 
 

 

p007
テキストボックス
〔資料Ⅱ－３－２〕



建設後50年以上を経過する施設の割合（事業別推計）
※棒グラフ：建築後50年を経過する施設数の推移（左目盛）※※※※※※※※※※※※
※折れ線グラフ：全体数量における建築後50年を経過する施設の割合の推移（右目盛）
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道路特定財源等に関する基本方針 

 

平成 20 年 5 月 13 日 

閣 議 決 定 

 

道路特定財源等については、以下の基本方針のとおりとする。 

 

１． 道路関連公益法人や道路整備関係の特別会計関連支出の無駄を徹底

的に排除する。 

政府全体で、行政と密接な関係にある公益法人について、6 月末ま

でに集中点検を実施し、支出の無駄を徹底的に是正する。 

 

２． 道路特定財源制度は今年の税制抜本改革時に廃止し２１年度から一

般財源化する。 

その際、地方財政に影響を及ぼさないように措置する。また、必要

と判断される道路は着実に整備する。 

一般財源化の法改正により、道路整備費の財源等の特例に関する法

律案における道路特定財源制度の規定は２１年度から適用されないこ

ととなる。 

 

３．  暫定税率分も含めた税率は、環境問題への国際的な取組み、地方の

道路整備の必要性、国・地方の厳しい財政状況等を踏まえて、今年の

税制抜本改革時に検討する。 

 

４．  道路の中期計画は５年とし、最新の需要推計などを基礎に、新たな

整備計画を策定する。この計画は、２０年度道路予算の執行にも厳格

に反映する。 

 

５．  ガソリン税などの暫定税率の失効期間中の地方の減収については、

各地方団体の財政運営に支障が生じないよう、国の責任において適切

な財源措置を講じる。 

その際、地方の意見にも十分配慮する。 

 

６．  これらの具体化を進めるため、道路特定財源等に関する関係閣僚会

議を設置する。 
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教育予算は「教員」予算、人件費予算教育予算は「教員」予算、人件費予算

 わが国の初等中等教育にかかる教育支出の約 8割が教職員の人件費となっている。

教育支出の使途別内訳（初等中等教育・2005年）

教職員給与 79%
その他の
消費的
支出
11%

資本的
支出
10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

（出所）ＯＥＣＤ「図表で見る教育2008」を基に作成
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教育手法の改善により、予算を増やさなくても、すぐに学力向上等の成果（１）教育手法の改善により、予算を増やさなくても、すぐに学力向上等の成果（１）

 生活習慣の改善や基礎基本の徹底反復による成果が翌年にすぐにあらわれている。

（注）山陽小野田市では、18年度から市内全小学校で、「早寝・早起き・朝ごはん、テレビも消して家族団らん」
といった生活習慣の改善、「読み・書き・計算」などの基礎基本の徹底反復をモジュール授業(次頁※)とし
て行う「生活改善・学力向上プロジェクトに取り組み、18年5月と19年2月に全児童を対象にした、全国標準
学力検査、知能検査を行った。その結果、63%の子どもに学力テストの成績の伸びが見られ、84%の子ども
に知能指数の伸びが見られた。

 学力向上等の「成果」を目標に据えて、教育内容を評価・検証し、改革・改善に結び付けるべきで
あって、投入量目標に逃げ込むことは避けるべき。

（出所）山陽小野田市「広報さんようおのだ」2007年5月

国語・算数の平均 49.9→52.1 平均 102→111
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教育手法の改善により、投入量の増加によらず、すぐに学力向上等の成果（２）教育手法の改善により、投入量の増加によらず、すぐに学力向上等の成果（２）

(※)＜モジュール授業＞

１５分を一単位として、「読み・書き・計
算」の基礎基本を徹底反復することで、脳
を鍛える授業方法。

具体的には、音読や漢字の書き取り、
計算などを、「スピード・テンポ・タイミン
グ」をもって短時間に集中して行うもの。
例えば、火・水・木の１時間目４５分間を１
５分ずつ３つのユニットに分けて、国語、
算数等のモジュール授業を実施。

成果については、他の子どもとの比較で
はなく、昨日の自分よりどうかといった自
分自身の成長に着目し、自信とやる気を
もたせる学習方法。

（出所）山陽小野田市「広報さんようおのだ」2006年9月
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教育予算を増やせば成果が出るわけではない教育予算を増やせば成果が出るわけではない

一人当たり公財政教育支出（初等中等教育）とＰＩＳＡ得点
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（参考）OECD PISA2006年調査結果発表（19年12月4日・東京）（抄）

「PISA 調査から明らかになった注目に値する点は、教育の質と公平性と最も密接に関連してい
るのは、優秀な教師の配分などの限りある物的資源ではないという点である。むしろ生徒が教室
で費やす時間や学校が学業成績に対して持つ説明責任の程度などの、学校および教育制度の
運営方法が密接に関連している要因である。」
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在学者数／総人口（2005年）
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（出所）OECD「図表で見る教育2008」

Ｇ
Ｄ
Ｐ
比

子
ど
も
の
数

教育機関への公財政支出の対GDP比（全教育段階）（2005年）

7.2
6.8

6.2
5.9 5.8 5.7 5.6 5.6 5.4 5.3 5.3 5.2 5.2 5.1 5.0 4.8 4.6

4.3 4.3 4.3 4.3 4.2 4.1 4.1 4.0

3.4
3.7

4.7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

ア

イ

ス
ラ

ン
ド

デ

ン

マ
ー

ク

ス
ウ

ェ
ー

デ

ン

フ

ィ

ン
ラ

ン
ド

ベ
ル
ギ

ー

ノ

ル
ウ

ェ
ー

ス

イ

ス

フ
ラ

ン
ス

ポ

ー

ラ

ン
ド

メ
キ

シ

コ

ポ

ル
ト
ガ

ル

ニ

ュ
ー

ジ
ー

ラ

ン
ド

オ

ー

ス

ト

リ

ア

ハ
ン
ガ

リ
ー

イ
ギ

リ

ス

ア

メ

リ

カ

カ

ナ
ダ

オ

ラ

ン
ダ

韓

国
ア

イ

ル
ラ

ン
ド

オ

ー

ス

ト
ラ

リ

ア

イ
タ

リ

ア

ド

イ

ツ

ス

ペ
イ

ン

チ

ェ
コ

ギ

リ

シ

ア

ス

ロ
バ
キ

ア

日

本
ル
ク

セ

ン
ブ

ル
ク

ト

ル

コ

（％）

G5平均       ：4.6%
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OECD平均5.0%

公財政教育支出GDP比

日本 3.4% 

OECD平均 5.0%

子どもの数

日本 16.3% 

OECD平均 22.4%

7割

7割

我が国の公財政教育支出は少ないが、子どもの数も少ない我が国の公財政教育支出は少ないが、子どもの数も少ない

８．１兆円
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公財政教育支出を子ども１人当たりで見れば、Ｇ５並み公財政教育支出を子ども１人当たりで見れば、Ｇ５並み

（出所）OECD「図表で見る教育2008」

子ども一人当たり公財政教育支出/一人当たりGDP(2005年)
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0.56 0.57

0.44 0.44 0.44
0.49
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生徒一人当たり公財政教育支出／総人口一人当たり一般政府総支出（2005年）倍

（出所）OECD「図表で見る教育2008」を基に作成

日本

子どもの数、政府全体の歳出規模も考慮すれば、
公財政支出は、Ｇ５の中でトップクラスと言える

子どもの数、政府全体の歳出規模も考慮すれば、
公財政支出は、Ｇ５の中でトップクラスと言える
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そもそも、平成に入ってから教職員数は実質的に3割増そもそも、平成に入ってから教職員数は実質的に3割増

 平成に入って以降、児童生徒数が3割減となる一方で、教職員数（公立小中学校）は▲8%にとど
まっていることから、児童生徒40人当たり教職員数は32%増。

50.0
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（万人） （万人）
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児童生徒40人
当たりの教職員数

（＋32％）
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担任外の教員について担任外の教員について

○　教員数の内訳（公立小・中学校） （単位：万人）

学級数
(担任）

校長・教頭 養護教諭等 担任外

小学校 41.3 27.4 4.4 2.4 7.0

中学校 23.4 11.2 2.0 1.1 9.1

計 64.6 38.6 6.4 3.5 16.2

（出所）　学校基本調査報告書（平成19年度版）

教員数

○ 単純計算で見ても、公立小中の約65万人の教員のうち、学級担任ではない「担任
外」の教員は約16万人。

○ なお、中学校については学級を担任していなくても教科担任の教員もいる。その他、
少人数指導等（3.9万人）、生徒指導担当（0.2万人）、児童生徒支援（0.6万人）。
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平成13年度と新学習指導要領後の授業時間平成13年度と新学習指導要領後の授業時間

 新学習指導要領（平成23年度～）では、「主要教科の授業時数10%増」とされているが、平成13年度から見

れば授業時数は減少。

 「総合的な学習な時間」等が縮減されることから、実質的には小学校で5.2%、中学校で3.6%の増に過ぎない。

 文部科学省の18年度の実態調査によれば、すでに小学校で5.6%、中学校で3.0%増の授業を行っており、

織込済み。

107.11,050 時数107.7964 時数平成13年度

中学校（1～3学年平均）小学校（1～6学年平均）

103.61,015 時数105.2941 時数新学習指導要領

103.01,009 時数105.6945 時数実態調査（18年度）

100980 時数100895 時数現行学習指導要領

現行学習指導要領
の時数を100として

（年間時数）
現行学習指導要領
の時数を100として

（年間時数）

（出所）文部科学省「平成18年度公立小・中学校における教育課程の編成・実施状況調査の結果について」を基に作成
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② 新学習指導要領への対応 ［週40時間換算］

１１，５００人

教職員の定数について、

行革推進法では、「児童及び生徒の減少に見合う数を上回る数の純減」

「基本方針2006」の閣議決定では、「今後５年間で１万人程度の純減」と明記。

○ 主幹教諭の配置（約９００人）をはじめとして＋１，５００人の定員増を要求。

○ 閣議決定した「１万人」の純減（自然減）→「７千人」の純減（自然減）へ修正の要求

（21年度は＋１，３００人の実質増）

教職員の人件費（文科省平成２１年度予算要求）教職員の人件費（文科省平成２１年度予算要求）

① 退職教員等の活用 ［週12時間換算］

１０，５００人
（20年度予算では7000人措置済）

非常勤講師の大幅増

＋

「基本方針2006」では、教員給与が地方公務員より優遇されている２．７６％（▲４３０億円）分を平成

２３年度までにカット。

しかし、２０年度予算では▲１９億円のカット、２１年度要求でも▲７５億円［うち平年度化▲５６億円］

のカットに止まり、残り２２・２３年度しかないが、▲４３０億円の２割分しかできていない。

教員の定数増

教員の給与
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文科省・教育委等からくる印刷物が学校の負担となっており削減が必要文科省・教育委等からくる印刷物が学校の負担となっており削減が必要

200本400本調査・アンケートもの

1,200通以上？文科省、都教委、区教委からの収受文書

中学校小学校

 藤原和博校長（杉並区立和田中学校）によれば、単純な告知文や官僚の免責のため、
 文部科学省や教育委員会からくる文書は年間1,200通以上あった
 いわゆる調査ものが中学校で年間200本、小学校で年間400本あると言われている
 1週間で処理する量は、200ページ。その中に4,5本の調査ものがある

これが、現場の大きな負担・機能不全を引き起こす

文科省を筆頭にすべての段階で校務改革（いわばBPR）を実践し文書量を10分の1にする必要

※中教審WGの議事録を基に作成

 文科省は調査文書等の見直しを行ったが、文科省からの悉皆調査を28から21に統合・一括
化するに過ぎない。これでどれだけの負担が軽減されるのか不明確。

 文科省の見直しは評価すべきであるが、更なる努力が必要。また各教育委員会からの調査
文書等の見直しがなされるのか不明確。
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わが国の先生一人当たりの授業時間数（休み時間・昼食時間除き）は短いわが国の先生一人当たりの授業時間数（休み時間・昼食時間除き）は短い

 休み時間や昼食時間を除いたデータで比べても、日本の先生の授業時間は、G5平均より3割
程度少ない。

教員の年間授業時間数（休み時間除き）
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（出所）日本はOECD「図表で見る教育2007」、米国はDepartment of Education「 School and Staffing Survey03-04」
　　　　英、独、仏は、European Commission「Key Data on Education in Europe 2005」
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○ 「指導力不足教員」が、私の現場感覚ではおよそ20人に1人はいる。約5％。

（長野藤夫北海道紋別市立渚滑中学校教頭 19年8月29日 産経新聞）

○ こちらが見ていて頭が下がるような優れた先生が2割、7割がふつうのレベル、残り1割がほんとうにだめな先

生。（諸富祥彦明治大学文学部助教授 重松清著「教育とはなんだ」筑摩書房）

○ 不適格教員については、何かしらの定義が必要。当校では3割が退職された。少なくとも1%のわけはない。教

員基準は授業が成立するかどうかである。少なくとも2割以上はいるのではないか？（渡邉美樹 郁文館夢学
園理事長 教育再生会議 第2回学校再生分科会）

○ 指導力不足教員は数百名しか認定されていないが、自分の経験では、教員全体の１割はサボり教員がいて、

このうちさらに１割は完全に教員として不適格。仮にサボり教員が５万人いるとすると、このうち5,000名は不適
格教員。頑張っている先生にも負担をかけるのが不適格教員。
（藤原 和博前杉並区立和田中学校長 20年8月4日 自民党無駄遣い撲滅ＰＴ文科省ヒアリング）

指導力不足教員について指導力不足教員について

○ 平成18年度の指導力不足教員の認定数は450人。そのうち小中学校教員は339人。公立
小中教員64.5万人のうち0.1%に満たない。

○ しかし、以下のように、指導力不足教員は1割～2割程度いるのではないかとの指摘も見ら
れる。

○ まずは、指導力不足教員の縮減など教師の質の確保が必要ではないか。
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全体の半数にのぼる小規模校の統合について全体の半数にのぼる小規模校の統合について

 生徒数の減少の割に学校数が減少しないことから、学校規模が縮小。

 標準規模とされる学年当たり学級数は、小学校2～3学級、中学校4～6学級。標準規模に満たない学校が小学
校で50%、中学校で57%に達する。

 学校当たりの１学年の平均児童生徒数は、小学校52人、中学校109人に過ぎない。

 教育効果を高める観点から、適正な学校規模を目指し、学校再編を促進すべき。

 学校統合により、子ども、保護者、自治体から教育環境の向上にメリットがあると歓迎されている。（2007年度財務省

予算執行調査）

小学校（１学年当たり標準学級数別学校数の割合）

0～1学級

未満
15%

1～2学級未満

35% 2～3学級未満 27%
3～4学級
未満 16%

4～5学級未満6%

5学級以上1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

半数（50%）の小学校が1学年平均2学級に満たない

中学校（１学年当たり標準学級数別学校数の割合）

0～2学級未満 23% 2～4学級未満 34% 4～6学級未満 30%

6～8
学級
未満
11%

8～10学級未満2%

10学級以上0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

半数（57%）の小学校が1学年平均4学級に満たない

小学校 中学校

１学年当たりの標準学級数別学校数の割合
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文科省の「モデル事業」とは？文科省の「モデル事業」とは？

文科省が複数の学校・地域等を指定し、一定の「モデル事業」を行わせ、
費用については基本的には全額国費で負担。

（事業例）

○ 豊かな体験活動推進事業 （20予算：10億円）

→ 小学生に約5日間の農山漁村における宿泊体験などを行わせる。バス代・宿泊代等を国が負担。（235校が
対象）

→ 21年度要求においても、423校に対象校数を増やし、11億円に増額要求。

○ 家庭の教育力向上に向けた総合的施策の推進 （20予算：15億円）

→ 「子育てサポーター」、民生委員等からなる「家庭教育支援チーム」を地域に設置し、地域の家庭訪問等を
行う。（約300箇所）

→ 21年度要求においても、「家庭教育支援チーム」にメンバーを追加し、14億円に増額要求。

○ 総合型スポーツクラブ育成推進事業 （20予算：７億円）

→多種目・多世代の「総合型地域スポーツクラブ」を作るための「委員会」の開催、「クラブ育成アドバイザー」
のための研修会の開催等（400箇所）

→ 21年度要求においても、前年同額を要求。
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「モデル事業」の問題点「モデル事業」の問題点

2.1%2.9%不明等

65.0%64.6%指定されて
いない

32.9%32.4%研究指定校に
指定されている

中学校小学校

① 「モデル」と言いながら、対象学校・地域
数が多すぎないか。
数を絞った方が個々の学校・地域の効果
を丁寧に検証できるのではないか。
単に、教育現場の負担となっていないか。

文科省「教員勤務実態調査（小・中学校）」（19年3月）

② 「何がいい事業か」を判別する、具体的な
「ものさし」がないのではないか。
「ものさし」がなければ、事業終了後に、成
功したのか失敗したのか検証ができない
のではないか。

③ 国費の補助が終了した後に、同様の事
業が普及・定着していないのではないか。
むしろ、国費の補助なしに優れた取組を
行っている事例を紹介すれば十分ではな
いか。

キャリア教育

a

14.1

b

50.4

c

30.5

ｄ

5.1

a 優れた取組・特色のある取組を実施

b 他の取組内容と大きく変わらず

c 他の取組を把握していないため比較不可

ｄ その他

a
11.1

b
58.3

c
13.9

ｄ
16.7

a 普及により取組を始めた他都道府県等・管内の学校があると承知

b 普及活動は行ったが、取組を始めた他都道府県等・管内の学校があるか否かは承知していない

c 特に普及活動を行っていない

ｄ その他

普及状況

⇒普及状況を把握して

いるのは１割にとどま

る。

優れた取組と判断した

のは、あくまでも都道府

県の主観的な「ものさ

し」によるもの

「優れた取組・特色のある取組」のうち、
取組内容、成果及び効果を他都道府県等・管内の学校に普及しているか

他の都道府県と比べて、「優れた取組・特色のある取組」を
実施しているか

平成20年度財務省予算執行調査 「キャリア教育実践プロジェクト」
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最近、延滞債権額が大幅に増加し2200億円超最近、延滞債権額が大幅に増加し2200億円超

 ３か月以上の延滞債権額は、貸与人員の拡充もあり、大幅に増加。19年度末で2,200億円
を超える水準（要返還債権に占める割合7.0%）に上っている。

 厳格な回収努力が必要。

延滞債権額の推移

669 706 770 821 871 938 980 952 1,009
1,0971,165

1,363

1,564

1,787
1,864

2,074
2,253

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成
3年度

（1991）

5年度

（1993）

7年度

（1995）

9年度

（1997）

11年度

（1999）

13年度

（2001）

15年度

（2003）

17年度

（2005）

19年度

（2007）

（億円）

（注）返還期限を3か月以上経過して延滞している債権の貸付元金残高である。
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※ 過去の貸付債権は平成１８年度末、新規貸付は平成２０年度予算の計数である。

返 済
（１，７５６億円）

滞 納
（１，１３７億円）

新規貸付
（２，５０１億円）

国 費
（７４５億円）

過去の貸付
（２兆２，５７４億円）

独法で発生した滞納が税金に付け回しされている構造（無利子貸付）独法で発生した滞納が税金に付け回しされている構造（無利子貸付）
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※ 過去の貸付債権は平成１８年度末、新規貸付は平成２０年度予算の計数である。

返 済
（８０１億円）

滞 納
（９３７億円）

新規貸付
（６，５１２億円）

財投からの
借入等

（５，７１１億円）

過去の貸付
（２兆４，６６９億円）

国費での利子補給
（２３８億円）

独法で発生した滞納が税金に付け回しされている構造（有利子貸付）独法で発生した滞納が税金に付け回しされている構造（有利子貸付）
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平成20年10月27日
財政投融資分科会

文科省提出資料
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大学への競争的な経費には、重複が見られる大学への競争的な経費には、重複が見られる

○国公私を通じた大学教育改革支援経費
大学における教育の質向上や国際競争力の強化等に向けた様々な取組みに対して、国公私立大学を通じた競争原理に基づき支援

○国立大学法人運営費交付金（特別教育研究経費）
新たな教育研究ニーズに対応し、各国立大学等の個性や特色に応じた取組みを重点的に支援

事項
21年度
要求額

事項
21年度
要求額

21年度
要求額

131 53 3,209

学士力確保と教育力向上プログラム 96
学士力確保など主体的な教育の
質の保証の取組

53 科学研究費補助金 2,172

社会人力育成のための学生支援プログ
ラム

35 戦略的創造研究推進事業 550

＜国際化関係＞ 162 36 科学技術振興調整費 487

国際化拠点整備事業(グローバル30) 150 大学の国際化の推進 24 385

海外進出・ネットワーク形成支援事業 12 留学生受入促進等経費 12
キーテクノロジー研究開発の
推進

199

＜医学、医療関係＞ 264 193
政策や社会の要請に対応した人

文・社会科学研究推進事業
2

大学病院連携型高度医療人養成推進事業 30
医学教育・附属病院を通じた質
の高い医療の確保

111
人文学及び社会科学における共同

研究拠点の整備の推進事業
8

社会的ニーズに対応した質の高い医療人
養成推進プログラム（継続支援分）

4
附属病院研修指導体制等整
備経費

82
先端計測分析技術・機器開発
事業

70

がんプロフェッショナル養成プラン（継
続支援分）

25
社会技術研究開発事業（公募
型）

19

医師不足対策人材養成推進プラン 185
地球規模課題対応国際科学技
術協力事業

5

看護職キャリアシステム構築プラン 20
地球観測システム構築推進プ
ラン

6

＜大学連携＞ 80 9
海洋資源の利用促進に向けた基盤
ツール開発プログラム

8

大学教育充実のための戦略的大学連携支
援プログラム

80
大学間の連携・協力に関す
る取組

9
原子力システム研究開発事業
（エネ特）

58

原子力基礎基盤戦略研究イニ
シアティブ

10

＜教育研究拠点形成＞ 345 71

グローバルＣＯＥプログラム 345
世界トップレベル国際研究拠
点形成促進プログラム

71

7 222

産学連携による実践型人材養成事業（継
続支援分）

7 革新技術開発研究事業 0

144 851 独創的シーズ展開事業 70

法科大学院教育水準高度化事業 5 各大学の個性・特色の尊重 479
産学共同シーズイノベーショ
ン化事業

19

専門職大学院等における高度専門職業人
養成教育推進プログラム（継続支援分）

6 教育研究活動活性化経費 8
重点地域研究開発推進プログ
ラム

113

先導的ＩＴスペシャリスト育成推進プロ
グラム

25 障害学生学習支援等経費 2
地域結集型研究開発プログラ
ム等

20

社会人の学び直しニーズ対応教育推進プ
ログラム

18 再チャレンジ支援経費 17

組織的な大学院教育改革推進プログラム 90 その他 345

1,135 合計 1,143 3,887

事項

科学技術振興費（文部科学省）の競争
的資金

（単位：億円）

＜大学教育改革関係＞

国公私を通じた大学教育改革支援経費
国立大学運営費交付金
（特別教育研究経費）

合計

＜産学官連携＞

＜その他＞

合計

＜総括的資金＞

＜研究拠点形成＞

＜個別研究課題対応＞

＜産学官連携＞
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各地域の
生涯スポーツ

競技スポーツ
（各競技団体等）

7億円（20’）

3億円（20’）35億円（20’）

7億円（20’）

スポーツ振興くじ助成国費（税金）

国のスポーツ予算とスポーツ振興くじ助成国のスポーツ予算とスポーツ振興くじ助成

43億円（20’予算） → 49億円（21’要求）

・ドーピング防止活動推進支援事業 2億円
・スポーツ指導者養成事業 2億円
・選手強化事業等（ＪＯＣ補助） 27億円
・国民体育大会開催事業 4億円

・総合型地域スポーツクラブ育成推進事業 7億円

・アンチ・ドーピング活動推進事業 1億円
・スポーツ指導者海外研修事業 0.3億円
・選手の発掘及び育成強化 2億円
・地方公共団体スポーツ活動助成（国体）0.3億円

・総合型地域スポーツ活動助成 4億円
・地域スポーツ施設整備助成 3億円

【スポーツくじ助成の使途】～スポーツ振興投票の実施等に関する法律第21条
一号 「地域におけるスポーツの振興を目的とする事業を行うための拠点として設置する施設の整備」
二号 「スポーツに関する競技水準の向上その他のスポーツの振興を目的とする国際的又は全国的な規模の

事業を行うための拠点として設置する施設の整備」
三号 「前二号の施設におけるスポーツ教室、競技会等のスポーツ行事その他のこれらの施設において行うス

ポーツの振興を目的とする事業」
四号 「前号に掲げるもののほか、スポーツの指導者の養成及び資質の向上、スポーツに関する調査研究そ

の他のスポーツの振興を目的とする事業」

15億円（20’） → 65億円（21’）

(内定額10億円)
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主要国研究開発費の対ＧＤＰ比

（注）日本は2006年度、外国は2005年度の数値。国防研究費を除く。
出所：平成20年版科学技術要覧から試算

0.62
0.19

0.64 0.59 0.36

2.95

1.83

1.72
1.26

1.13

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

日本 米 独 仏 英

対
Ｇ

Ｄ
Ｐ

比
（
％

）

民間研究費

政府研究費

3.57

2.02
2.36

1.85
1.49

日本の政府・民間を合わせた研究開発費は主要国随一の水準日本の政府・民間を合わせた研究開発費は主要国随一の水準
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一般政府総支出に占める政府研究費の割合
(%)

(注)日本は2006年度、外国は2005年度の数値。政府研究費には国防研究費を含まない。
平成20年版科学技術要覧及びOECD Economic Outlook 83から試算

1.71

0.53

1.41

1.15

0.84

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

日本 米 独 仏 英

政府研究費が政府支出に占める割合も欧米主要国に比べ高い政府研究費が政府支出に占める割合も欧米主要国に比べ高い
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（注）日本は2006年度、外国は2005年度の数値。研究費に国防研究費を含まない。
論文数は自然科学・工学分野。
平成20年度版科学技術要覧及び科学技術指標2008年改訂版から試算
1ドル＝110円＝0.68ユーロ＝0.54ポンド

研究費100万ドル当たりの論文数は、
民間研究費の比率が高いｱﾒﾘｶと比較しても半分以下

また、論文の被引用度も他の主要国に比べ低い

研究費100万ドル当たりの論文数は、
民間研究費の比率が高いｱﾒﾘｶと比較しても半分以下

また、論文の被引用度も他の主要国に比べ低い

研究費100万ドル当たりの論文数

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

日本 米 独 仏 英

出所：平成20年版科学技術白書

主要国の論文の相対被引用度の推移
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１．制度の概要（一般保証）

２．一般保証と緊急保証

（出典）中小企業庁資料

政府

日本政策金融
公庫

地方公
共団体

金融機関

信用保証協会

中小企業者

（※）保険料率の（）書は各々に対応する一般的な保証料率。

(注)　緊急保証とは、売上減少などの業況悪化が認められる指定業種（618業種）に属し、市区町村長の認定を受けた中小企業者が一般
　　　保険の限度額とは別枠で付す保険。

出
資

⑦保険金

⑥代位弁済

③保証料

①保証承諾

②
信
用
保
証
付
融
資

⑤
返
済
不
能

④保険料

○国庫補助（保証協会の
    財務基盤の強化）

○財政援助

責任共有制度

８０％

中小企業信用補完制度の概要

一般保証 緊急保証（注）

普通 2億円 2億円

無担保 8,000万円 8,000万円

普通 70％

無担保 80％
責
任

共
有 普通・無担保 80％ 100％

普通 0.15～1.59％（0.35～1.8％） 0.41％

無担保 0.15～1.59％（0.45～1.9％） 0.29％

保
険
料
率

填
補
率

80％

付
保
限
度
額

一般分と別枠

（注2)
）

（0.7～0.8％程度）

⑧求償権回収

⑨回収金

p007
テキストボックス
〔資料Ⅱ－６－１〕



保 険 収 支 一般保証 ▲ 1,277 ▲ 1,773 ▲ 2,205 ▲ 2,524 ▲ 1,793 ▲ 860 ▲ 381 ▲ 625 ▲ 1,439

セーフティネット保証 － ▲ 123 ▲ 129 ▲ 125 ▲ 213 ▲ 460 ▲ 672 ▲ 766 ▲ 861

特別保証 ▲ 817 ▲ 2,609 ▲ 3,463 ▲ 3,399 ▲ 2,318 ▲ 1,240 ▲ 623 ▲ 331 ▲ 194

計 ▲ 2,093 ▲ 4,504 ▲ 5,796 ▲ 6,048 ▲ 4,324 ▲ 2,560 ▲ 1,676 ▲ 1,722 ▲ 2,494

政府出資金等 当初予算 175 181 261 290 380 380 380 365 324

補正予算 3,190 5,806 1,437 3,748 592 3,268 522 550 2,207

計 3,365 5,988 1,698 4,038 972 3,648 902 915 2,531

16,224 17,486 13,231 11,186 8,060 8,420 7,686 6,847 6,606

（注）平成20年度1号補正による措置額

1999
(Ｈ11)
年度

2000
(Ｈ12)
年度

2001
(Ｈ13)
年度

2002
(Ｈ14)
年度

2003
(Ｈ15)
年度

2004
(Ｈ16)
年度

2005
(Ｈ17)
年度

2006
(Ｈ18)
年度

2007
(Ｈ19)
年度

2008(Ｈ20)年度

4～6月実績
による見込

▲ 2,345

▲ 910

▲ 157

▲ 3,413

400

（出典）日本政策金融公庫資料

（3,703（注））

400

基金残高

日本政策金融公庫（信用保険部門）の決算推移
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　　　我が国のＯＤＡ実績（ネット）の推移

 

(百万ドル)

14,489

13,147

8,922

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

戦後賠償期
(54年～63年)

援 助 伸 張 期 ( 64 年 ～ 76 年 )

計画的拡充期(77年～88年)

ﾄｯﾌﾟ･ﾄﾞﾅｰ期（93年～00年）

第1次中
期目標

第2次中期目標

第4次中期目標

第5次中期目標 中期政策
注：東欧及びＥＢＲＤ向けを除く。
  ：支出純額ベース。
  ：ＯＤＡの概念は、1969年ＤＡＣ援助条件勧告において成立、それ以前は政府資金として整理。
  ：2007年は暫定値。

第3次中期目標

「100億ドル」コミットメントの基準年

(S35) (S40) (S45) (S50) (S55) (S60) (H元) (H5) (H10) (H15) (H19)

11,187

3年間で53億ドル
の積み増し

7,691

～タイなどによる繰上償還（18億ドル）、円安の進行（18億ドル）がなければ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005～2007年の積み増し額は、53億ドルから８９億ドルに拡大～

為替レート
　　2004　　　2005　　　2006　　　2007
　\108.1　　\110.1    \116.4    \117.8

繰上償還（18億ドル）の内訳
　タイ：14億ドル　　モロッコ：１億ドル
　エジプト：1億ドル
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ODA予算とODA事業量（2008年）

＜20年度　一般会計当初予算＞

＜ＯＤＡ事業量（グロス）＞

7,002億円

15,113億円

～ODAは、一般会計、財投、JICA自己資金など様々な財源から構成されている～

特別会計　　　　125億円
JICA有償勘定  201億円

国際機関への出資・拠出
2,301億円

無償資金協力
技　術　協　力

5,000億円

J   I   C   A
（有償勘定）

7,812億円

国際機関への拠出
　833億円

JICA有償勘定出資金
1,495億円

国際開発金融機関へ
の出資・拠出国債等

1,468億円

円借款

7,812億円

無償資金協力
技　術　協　力

4,674億円

財政融資資金
2,925億円

ＪＩＣA有償勘定回収金等
3,395億円

（注）ODA事業量には、上記に加え、JICA有償勘定自己資金などによってまかなわれる債務救済が含まれる。
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（単位：百万ドル）

　アジア 417 ( 22% ） 435 ( 39% ) 1,095 ( 64% ) 928 ( 60% ) 5,236 ( 86% ) 4,721 ( 82% ) 6,749 ( 69% ) 6,085 ( 72% )

　アフリカ 435 ( 23% ） 364 ( 33% ) 218 ( 13% ) 258 ( 17% ) 251 ( 4% ) 326 ( 6% ) 903 ( 9% ) 947 ( 11% )

　中東 871 ( 45% ） 77 ( 7% ) 93 ( 5% ) 85 ( 6% ) 175 ( 3% ) 236 ( 4% ) 1,139 ( 12% ) 398 ( 5% )

　中南米 152 ( 8% ） 145 ( 13% ) 215 ( 13% ) 199 ( 13% ) 361 ( 6% ) 288 ( 5% ) 729 ( 7% ) 632 ( 8% )

　大洋州 21 ( 1% ） 54 ( 5% ) 41 ( 2% ) 45 ( 3% ) 2 ( 0% ) 0 ( 0% ) 64 ( 1% ) 99 ( 1% )

　欧州 28 ( 1% ） 30 ( 3% ) 43 ( 3% ) 32 ( 2% ) 83 ( 1% ) 178 ( 3% ) 153 ( 2% ) 239 ( 3% )

　合計 1,924 ( 100% ） 1,105 ( 100% ) 1,705 ( 100% ) 1,547 ( 100% ) 6,109 ( 100% ) 5,748 ( 100% ) 9,738 ( 100% ) 8,400 ( 100% )

（注） 為替レート　　２００４年：＄１＝￥１０８．１、２００６年：＄１＝￥１１６．４

無償資金協力 技術協力

2004年 2006年

地域別援助実績の推移（2004年と2006年の比較）
～アフリカへの重点化はあまり進んでいない～

円借款（グロス）

2004年 2006年

合　　計

2004年 2006年2004年 2006年
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世銀による国別のパフォーマンスの測定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CPIA（国別政策・制度評価） 

○ 国別に、以下 16 項目について 1～6 点の得点を付した上で、A~D
の 4 分野ごとに平均値を求め、最後に A~D の平均値を算出。 

○ 毎年見直しが行われ、結果は対外公表。 

A 経済運営   C 社会的公平 
１．金融政策・為替政策  ７．ジェンダー 
２．財政政策   ８．財政支出の公平性 
３．公的債務政策   ９．人的資源の構築 
B 構造政策   １０．社会的保護と労働政策 
４．通商政策  １１．環境持続可能性のための政策・制度 
５．金融行政  D 公的部門の運営・制度 
６．投資環境  １２．財産権・法の支配 
    １３．予算・国庫運営の質 
    １４．歳入確保の効率性・公平性 
    １５．行政機構の質 
    １６．公的部門の透明性・説明責任・汚職 

プロジェクト執行状況評価 
（ポートフォリオ・パフォーマンス） 
・ 既往案件の執行率、工事期間 
・ 完了済案件の評価 

（数値目標に照らした事後評価） 
など 

CPR（国別パフォーマンス格付け） 
CPIA80％               CPR に基づいて、 
プロジェクト執行状況評価 20％         支援額を決定 

～ 世銀では、援助資金の配

分に関する基準を明らか

にすることにより、加盟

国に対する説明責任の充

実に努めている ～ 
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ODA（無償資金協力）における道路建設のケース 
（ラオス「第二次国道 9 号線改修計画」） 

［2001 年 5 月～2004 年 2 月］ 
 
 
― 輸送量の増加（一日 1,330 台（目標）→一日 1,598 台） 
― 走行費用の減少（数値目標なし。「大幅な走行経費の削

減につながると推測できる」） 
― 生活利便性の向上（数値目標なし。「日常生活での利便

性が向上」） 

説明責任を果たすためには、具体的な数値目標が必要 

～ 国内事業では、数値に基づく評価が行なわれている ～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 以上を踏まえ、全般的評価「A－」 

総務省行政評価局の指摘（20 年 3 月、政策評価の点検結果（外務省分）） 
「平成 18 年度に引き続き、目標に関して達成すべき水準が特定されておらず、目標に対する実績の水

準をどのように評価するのかの判定基準も示されていない」 

日本国内における道路建設のケース 
（国道 275 号江別北道路 3.5km）

［20 年度から工事開始］

 
B/C（費用対便益）1.8 
・ 総費用 109 億円 
― 事業費 107 億円 
― 維持管理費 2 億円 

・ 総便益 201 億円 
― 走行時間短縮便益 186 億円 
― 走行費用減少便益 9.2 億円 
― 交通事故減少便益 5.5 億円 
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米国の援助機関（USAID）における成果重視の取り組みの例 

［エジプト戦略支援計画（2000～2009）］ 

～ 様々な数値目標が設けられ、援助供与の成果を具体的に検証することが可能 ～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目標１８：特定地域における改善上下水道接続率の向上 
             基準値（1999 年）   目標（2006 年） 
改善上下水道への接続人口：   0 人  →  12.2 百万人 
上下水道運営費のうち 

料金収入で賄える部分：  61％  →  89％ 

目標１８－１ 

改善上下水道の処理能力拡大 

2006 年：基準年と比べ＋83％ 

目標１８－２ 

料金未徴収率（量）：49％→44％ 

料金徴収率（世帯数）：84％→90％ 

目標１８－３ 

上下水道料金規制機関の設立 

大統領令の公布（2004 年）→機関の活動開始（2005 年）

成

果

目

標

の

枠

組

み
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ODAODAコスト削減に向けた取組コスト削減に向けた取組

◎ 厳しい財政事情の中、ＯＤＡ事業の一層の効率化を図るため、建設や土木事業等の施設案件について、平成20年度（2008年
度）から平成24年度（2012年度）までの５年間で、平成19年度の標準的な事業と比較して15％程度の総合コスト縮減を目指す。
（注）国際機関への出資・拠出、技術協力事業等は対象外。

◎ 無償資金協力事業の場合、いわゆるプロジェクト型（一般プロジェクト無償、水産無償、コミュニティ開発支援無償、テロ対策等
治安無償、防災・災害復興支援無償、一般文化無償）に属する施設案件が対象。
（注）ノンプロジェクト無償、財政支援型無償、人材育成支援無償等は除かれる。施設案件は無償全体の約４割強。

◎ 有償資金協力事業の場合、新ＪＩＣＡが案件形成段階においてフィージビリティ・スタディ（F/S）作成に関与する事業が対象。

◎◎ 厳しい財政事情の中、ＯＤＡ事業の一層の効率化を図るため、建設や土木事業等の厳しい財政事情の中、ＯＤＡ事業の一層の効率化を図るため、建設や土木事業等の施設案件施設案件について、平成について、平成20年度（年度（20082008年年
度）から平成度）から平成2424年度（年度（20122012年度）までの５年間で、平成年度）までの５年間で、平成1919年度の標準的な事業と比較して年度の標準的な事業と比較して1515％程度の総合コスト縮減％程度の総合コスト縮減を目指す。を目指す。

（注）国際機関への出資・拠出、技術協力事業等は対象外。（注）国際機関への出資・拠出、技術協力事業等は対象外。

◎◎ 無償資金協力事業の場合、いわゆるプロジェクト型（一般プロジェクト無償、水産無償、コミュニティ開発支援無償、テロ対策等無償資金協力事業の場合、いわゆるプロジェクト型（一般プロジェクト無償、水産無償、コミュニティ開発支援無償、テロ対策等
治安無償、防災・災害復興支援無償、一般文化無償）に属する施設案件が対象。治安無償、防災・災害復興支援無償、一般文化無償）に属する施設案件が対象。
（注）ノンプロジェクト無償、財政支援型無償、人材育成支援無償等は除かれる。施設案件は無償全体の約４割強。（注）ノンプロジェクト無償、財政支援型無償、人材育成支援無償等は除かれる。施設案件は無償全体の約４割強。

◎◎ 有償資金協力事業の場合、新ＪＩＣＡが案件形成段階においてフィージビリティ・スタディ（有償資金協力事業の場合、新ＪＩＣＡが案件形成段階においてフィージビリティ・スタディ（F/SF/S）作成に関与する事業が対象。）作成に関与する事業が対象。

～～『『ＯＤＡコスト総合改善プログラムＯＤＡコスト総合改善プログラム』』（平成（平成2020年年44月外務省公表）の概要～月外務省公表）の概要～

◎ 無償資金協力事業
これまで、現地仕様の設計や現地業者の積極的な活用、入札における競争性向上のための取組といった施策を講じてきたが、

さらに、以下の施策を着実に実施。
①計画段階に関する再検討、②設計手法の再検討、③積算の最適化、④案件発掘から実施までのスピードアップ、⑤入札の競

争性向上

◎ 有償資金協力事業
円借款事業のコストについては、一般アンタイドの下で行われる国際競争入札を通じて競争原理が働く仕組となっているが、更

に以下の施策に留意して、コスト管理を強化。
①計画段階に関する再検討（JICAのF/Sにおける最適計画の策定等）、②案件形成から実施までのスピードアップ（新JICAの有

償勘定の一部を活用して調査を実施し、案件形成の効率化・迅速化を追求等）

◎◎ 無償資金協力事業無償資金協力事業
これまで、現地仕様の設計や現地業者の積極的な活用、入札における競争性向上のための取組といった施策を講じてきたが、これまで、現地仕様の設計や現地業者の積極的な活用、入札における競争性向上のための取組といった施策を講じてきたが、

さらに、以下の施策を着実に実施。さらに、以下の施策を着実に実施。
①計画段階に関する再検討、②設計手法の再検討、③積算の最適化、④案件発掘から実施までのスピードアップ、⑤入札の競①計画段階に関する再検討、②設計手法の再検討、③積算の最適化、④案件発掘から実施までのスピードアップ、⑤入札の競

争性向上争性向上

◎◎ 有償資金協力事業有償資金協力事業
円借款事業のコストについては、一般アンタイドの下で行われる国際競争入札を通じて競争原理が働く仕組となっているが、更円借款事業のコストについては、一般アンタイドの下で行われる国際競争入札を通じて競争原理が働く仕組となっているが、更

に以下の施策に留意して、コスト管理を強化。に以下の施策に留意して、コスト管理を強化。
①計画段階に関する再検討（①計画段階に関する再検討（JICAJICAののF/SF/Sにおける最適計画の策定等）、②案件形成から実施までのスピードアップ（新における最適計画の策定等）、②案件形成から実施までのスピードアップ（新JICAJICAの有の有

償勘定の一部を活用して調査を実施し、案件形成の効率化・迅速化を追求等）償勘定の一部を活用して調査を実施し、案件形成の効率化・迅速化を追求等）

◎ 当該年度の実施状況については、翌年度前半に公表。
（注）15％程度の削減目標の対象となる「総合コスト削減率」は、計測年度に契約認証、ないし交換公文を締結した本プログラム対象案件の各々について、
平成19年度における標準的なコストと比較した上で、何％の削減が達成されるかを計測。

◎◎ 当該年度の実施状況については、翌年度前半に公表。当該年度の実施状況については、翌年度前半に公表。
（注）（注）1515％程度の削減目標の対象となる「総合コスト削減率」は、計測年度に契約認証、ないし交換公文を締結した本プログラム対象案件の各々につい％程度の削減目標の対象となる「総合コスト削減率」は、計測年度に契約認証、ないし交換公文を締結した本プログラム対象案件の各々について、て、
平成平成1919年度における標準的なコストと比較した上で、何％の削減が達成されるかを計測。年度における標準的なコストと比較した上で、何％の削減が達成されるかを計測。

１．数値目標の設定１．数値目標の設定

３．フォローアップ３．フォローアップ

２．具体的施策２．具体的施策
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公共事業のコスト構造改革 

～ コスト削減の事例が具体的に示されている ～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［平成 18 年度におけるコスト削減の具体的事例］ 
・インターチェンジの構造の見直し（計画・設計の見直し） ▲24 億円（縮減率▲30％） 
 （※インターチェンジを簡易な形式にする構造の見直し） 

・一括調達方式（積算の見直し）      225 円/個→220 円/個（縮減率▲2％） 
 （※複数の工事で使用する資材を国土交通省が大量に直接購入し、複数の工事に支給） 

【目標】 
平成 15 年度から 5 年間で、平成 14 年度

の標準的な公共事業コストと比較して、

15％の総合コスト縮減率を達成する。 
【新たな目標】 

平成 20 年度から 5 年間で、平成 19 年度

と比較して、15％の総合コスト改善率を

達成する。 

【実績（平成 18 年度）】 
総合コスト縮減率 ▲11.5％ 
（※物価変動の影響を除くと▲12.3％） 

（内訳） 
・工事コスト縮減  ▲11.1％ 
・事業便益の早期発現  ▲ 0.6％ 
・将来の維持管理費の削減 ▲ 0.6％ 

（注）工事コスト縮減額は、新技術や新工法の導入等

による予定価格の縮減額を積み上げたもの。 
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統合後のJICA －課題－

○ 本年10月から、技協・有償・無償（全体の約6割）が統合運用。

○ 統合後のJICAの事業規模は、独立行政法人を通じて最大級の１兆円規模。

○ JICAは独立行政法人の代表格。無駄ゼロ、公益法人見直し等の取組がきちんと行

われているかどうか、検証が必要。

統合前

ＪＢＩＣ（円借款）

出資金（約１，５００億円⑳）

統合後
１兆円超の事業規模

技術協力等

＜運営費交付金等＞
（約１，５００億円⑳）

円借款業務
（約７,７００億円⑳）

引き続き実施

外務省

無償資金協力
（約１，６００億円⑳）

無償資金協力の実施
（約１,０００億円⑳）

円借款事業移管

無償資金協力の
実施につき、約６
割移管

ＪＩＣＡ

技術協力等
＜運営費交付金等＞

（約１，５００億円⑳）

財投借入（約２,９００億円⑳）

回収金等（約３,３００億円⑳）

新ＪＩＣＡ
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286.3

170.9

62.4

104.4

5.4
0.6 0.9 1.2 1.8 2.8 4.2

7.0 11.4

19.5
27.8

43.1

191.0

1.9 2.4 3.1 4.3 6.0
9.1 13.3

20.9
33.0

45.2
63.7

86.0

113.2

142.2

4.4 5.0 5.8 6.7 7.7
8.8 10.0

11.7 13.9
16.8 21.2

27.5
37.6

47.9

0

50

100

150

200

250

300

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

ﾄﾞｲﾂ

日本

ｱﾒﾘｶ

注１ 出典：Ｔｒｅｎｄｓ ｉｎ Ｐｈｏｔｏｖｏｌｔａｉｃ Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ／ＩＥＡ／ＰＶＰＳ（２００６年現在）
注２ ＩＥＡ ＰＶＰＳ参加国：オーストラリア、オーストリア、カナダ、スイス、デンマーク、ドイツ、スペイン、フランス、英国、イスラエル、イタリア、日本、

韓国、メキシコ、オランダ、ノルウェー、スウェーデン、米国、ポルトガル

導入量（万ｋＷ）

太陽光発電の累積導入量については、従来日本が世界１位であったが、ドイツの固定価格買取制度等の規
制的手法の功奏、及びシリコン等の素材価格の高騰による日本におけるシステム価格の高止まりから、近年
ドイツが首位となっている。
【ドイツにおける固定価格買取制度の概要】
・再生可能エネルギーによる発電設備からの発電電力を、地域独占の電力会社に固定価格以上で２０年間買
い取ることを義務付ける制度。１９９１年開始。
・新規買取価格を２００４年に約７３円／kWhから約９２円／kWhへ大幅引上げ。（１ユーロ＝１６０円）

太陽光発電の累積導入量推移太陽光発電の累積導入量推移
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太陽光発電普及のシナリオ

太陽光設置コスト

（万円/kW）

2005 2020 20302008

フェーズ② フェーズ③

住宅用太陽光発電の自律的普及の目安

産業用の自律的普及の目安

業務用太陽光発電の自律的普及の目安

３～５年で
コスト半減

３～５年で
コスト半減

2012

○今後の太陽光発電の普及を図るに当たっては、３～５年以内に太陽光発電システ
ムの設置コストの低下を実現させ、その後の自律的な普及を目指すという視点が
必要。

0

10

20

30

40

50

60

70

フェーズ①

：導入量（実績）、 ：導入量（目標）、 ：価格（実績、見込み）、 ：価格（目標）▲

▲

▲

▲

フェーズ②導入量を現在の１０倍 フェーズ③導入量を現在の４０倍

注）上記の設置コストは、現時点での標準的な電力料金を前提としている。

【試算例（利子率3％の試算）】

36.5万円/kW（設置コスト）
＝23円/kW（家庭用電力料金）×1051kWh（年間発電電力量）

×20年（運転年数）/1.325（利子率割引等）

▲

p007
テキストボックス
〔資料Ⅱ－９－２〕



原発の長期停止もあり、引き続き国内対策を強力に推進する必要がある。原発の長期停止もあり、引き続き国内対策を強力に推進する必要がある。原発の長期停止もあり、引き続き国内対策を強力に推進する必要がある。

京都議定書目標達成計画の進捗状況

排出量

（百万トンCO2）

2007
（速報値）

5.0%

年度・年
2006

1,261

3.1%
原発の長期停止の

影響分

1,371
（＋8.7%）

1,340
（+6.3%）

1990
基準年排出量

2008～2012
京都議定書削減約束

京都議定書削減約

1990年比 △6.0％

1,300

1,200

1,100

1,000

森林吸収源対策 △3.8％

京都メカニズム △1.6％

国内排出量の削減
（民間事業者等による対応）

△9.3％

京都議定書削減約束

1990年比 △6.0％

出典： 環境省「2007 年度（平成19 年度）の温室効果ガス排出量（速報値）について」（平成20年11月12日発表）
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○他国での排出削減プロジェクトの実施による排出削減量等をクレジットとして取得し、自国の議定
書上の約束達成に用いることができる制度。

○①わが国の確実かつ費用効果的な約束達成に資するとともに、②地球規模での温暖化防止、
③途上国の持続可能な開発への寄与。

○国内対策を補足するものであるとの原則を踏まえつつ京都メカニズムを活用（基準年（1990年）
総排出量の1.6％分）。

共同実施（ＪＩ）

先進国
Ａ 資金

技術

先進国Ｂ

共同の削減
プロジェクト

削減量削減量
（ｸﾚｼﾞｯﾄ）

先進国どうしが共同で事業を実施
し、その削減分を投資国が自国の
目標達成に利用できる制度

ｸﾘｰﾝ開発ﾒｶﾆｽﾞﾑ(CDM)

先進国と途上国が共同で事業を実施
し、その削減分を投資国（先進国）
が自国の目標達成に利用できる制度

先進国
Ａ 資金

技術

途上国Ｂ

共同の削減
プロジェクト

削減量削減量
（ｸﾚｼﾞｯﾄ）

4

先進国
Ａ

先進国Ｂ

目
標

以
上
の

削
減
量

資金

排出
割当量

グリーン投資スキーム(GIS) 

(ｸﾚｼﾞｯﾄ)

具体的な
環境対策

（京都議定書１７条の国際排出量取
引）具体的な環境対策と関連づけさ
れた排出量取引の仕組み

京都メカニズムの活用
最小のコストで最大の成果をいかに得るか
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今後、ＧＩＳで購入した場合のメリット

○ 相当のコスト減が可能（最大、京都議定書約束期間全体で約９００億円強の節減）。

その分を革新的技術開発等に振り向けることも可能。

○ 相手国は、日本が購入者であることを認識する。

○ 日本の高い技術力等を通じて、相手国の最大限の排出量削減の達成を図る互恵的な

プロジェクト推進が可能。

仮に「京都議定書目標達成計画」にある１．６％（およそ２０００万トン／年）分を最新のＣＤＭ
購入価格で単純に全て購入できるとした場合

２０００万トン × ５年間 × ３０９４円／㌧ ＝ およそ３１００億円程度

⇒今後、ＧＩＳ購入契約の交渉を早急に進めることが望ましい。

その際の課題としては、

○ 環境省、経産省、外務省、NEDO、JICA等が協調し、政府を挙げて一体的な対応が必要

○ 本邦企業への情報提供及びプロジェクト推進に際しての連携

経済的なクレジット取得方法としてのＧＩＳ
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0%

10%

20%

30%

40%
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60%

70%

80%

90%

100%
検挙率認知件数 検挙件数

検挙人員 検挙率

予算上の効率化に向けた主な取組

・交番相談員（平成6年度～)、捜査技能伝承官（平成20年度～)等のOBの再任用制度

の活用

・ＰＦＩ事業による警察学校の整備等（富山県警察学校、鹿児島県警察学校）

等により、予算額の抑制に努めてきた。

主な課題

・刑法犯認知件数はピーク時より減少しているが、依然高水準。

・振り込め詐欺事件、食の安全に係る事件等の捜査が難しい事件が多発。

・世論調査においても、「治安がよく、安全で安心して暮らせる国だと思わない」国民が

半数以上（平成19年2月、内閣府調査）。

刑法犯の認知・検挙状況の推移（平成元年～平成19年）

注 警察庁の統計による。道路上の交通事故に係る危険運転致死傷等を除く。

警 察

犯罪の捜査(刑法犯認知件数：191万件）→検挙（検挙率：31.7％）

検察庁

新規受理(190万人）

捜 査 段 階

（注）平成19年（2007年）の数値による。

167

77

203

77

285

191

61

（注）交通事犯や特別法犯を含む。

31

46.2%

32

38.0% 31.7%

37

◎予算額と職員数の推移

対元年度比 対元年度比

予算額 1,873億円 2,529億円 ＋35.1％ 2,735億円 ＋46.1％

定　員 8,177人 8,235人 58人 8,234人 57人

予算額 758億円 1,028億円 ＋35.6％ 1,054億円 ＋39.1％

検察官数 2,092人 2,193人 101人 2,578人 486人

平成20年度

警察庁

検察庁

平成元年度 平成10年度
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不起訴等１２２万人

検検 察察 庁庁
（新規受理（新規受理 １９０１９０万人）万人）

裁裁 判判 所所
（公判請求（公判請求 １２．５１２．５万人）万人） 新受刑者新受刑者

３．０３．０万人万人

略式手続
５６万人

執行猶予 （４．７万人）

罰金・科料等 （０．３万人）

（注）平成１９年(2007年)の数値による。

◎ 司法関係予算額等の推移

・裁判員制度実施（平成21年５月21日～）
に伴う経費

※年間対象事件数

平成15～19年 平均約3,400件

・被疑者国選弁護対象事件の拡大（平成21年５月21日～）

※１ 対象事件 殺人、強盗等の重大事件に加え窃盗、傷害等も対象に

※２ 事件数 （約６千件 → 約７万件 の見込）

・法テラスにおける常勤弁護士（１件毎の報酬ではなく給与を支給）の採用（平成18年度
から採用。平成20年9月末現在107名）

・司法修習生手当の貸与制移行（平成22年11月１日以降に修習を開始する修習生から）

実刑

（注１） 刑事事件と民事・行政事件等との予算上の切り分けが難しいため、法務省・裁判所全体の予算を示した。

（注２） 広報関連経費、裁判員法廷整備費 等 （平成17～20年度：370億円）

（注３） 裁判の迅速化・専門化、裁判員制度等への対応のため、平成14～20年度に計442人増員した。

皆増107億円－0億円0億円＜うち裁判員制度関連経費＞ （注２）

+673人3,491人+101人2,919人2,818人裁判官数 (注３)

65億円

9,828億円

平成20年度

+130.2%

+43.8%

対元年度比

+78.4%

+32.8%

対元年度比

50億円

9,074億円

平成10年度

28億円

6,834億円

平成元年度

＜うち国選弁護人等経費＞

法務省・裁判所全体の予算

（一般会計） (注１)

公 判 段 階

予算上の効率化に向けた主な取組

主な課題

0.5億円（注４）－
裁 判 員 事 件 に お け る
被 害 者 参 加 制 度
の た め の 国 選 弁 護 報 酬

49億円62億円
非 裁 判 員 事 件 に お け る

〃

21億円（注４）－
裁 判 員 事 件 に お け る
被 告 人 国 選 弁 護 報 酬

0.4億円0.2億円
非 裁 判 員 事 件 に お け る
被害者参加制度（平成20年12月～）

〃

22億円－運 用 経 費

32億円－旅 費 ・ 日 当

21年度要求20年度予算

78億円2億円国選弁護報酬

21年度要求20年度予算

（注４） 裁判員事件については、１件あたり、被告人弁護は非裁
判員事件の約12倍、被害者弁護は約4倍の報酬を要求

（注５） 法定刑が 「死刑、無期、短期１年以上の懲役・禁錮」 → 「死刑、無期、長期３年を超える懲役・禁錮」

（注５）
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70,989

43,464
42,736

71,408

104.4%

117.6%

90.9%89.7%

80.0%

90.0%

100.0%

110.0%

120.0%

Ｈ元 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19（年末）

収容率

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000受刑者
人員

収容率

受刑者人員

0 0

平成元年度 平成10年度 対元年度比 平成20年度 対元年度比

1,525億円 2,317億円 ＋51.9％ 2,454億円 ＋60.9％

＜うち矯正施設費＞ 112億円 367億円 ＋227.7％ 138億円 ＋23.2％

＜うち矯正医療関係経費＞ 9億円 18億円 ＋100.0％ 37億円 ＋311.1％

職員数 20,929人 21,002人 ＋73人 22,441人 ＋1,512人

注：矯正医療関係経費は、矯正施設の被収容者の医療に要する経費（病院移送経費、薬代）。平成20年度予算は補正前。

矯正関係予算

刑事施設の受刑者数及び収容率の推移

◎ 矯正関係予算の推移

裁 判 所 刑務所
実刑 ３．０万人

矯 正 段 階

・ 過剰収容対策として、PFI事業による新設刑務所（４庁）の整備等

・ 既存刑務所においては、増員に代え、民間委託を積極的に導入

予算上の効率化に向けた主な取組

主な課題

【Ｈ元年：42,736人⇒Ｈ１９年：70,989人（約2万8千人の増）】

・ 受刑者全体数の増加、特に高齢受刑者の増加に伴い、医療関係経費が増大。

・ 過剰収容や施設の老朽化への対応のため、施設費が増加。

【６０歳以上高齢受刑者 Ｈ元年：1,828人⇒Ｈ19年：9,382人（5.1倍）】

【病院移送件数 H元年：189件⇒H19年：1,123件（5.9倍）】

【投薬件数 H19：約200万件】

【全受刑者に占める６０歳以上の割合 Ｈ元年：4.3％⇒Ｈ19年：13.2％】
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平成１４年の
出所受刑者 再入者数 再入率

　　総数 27,308 12,594 46.1%
　　仮釈放 15,318 5,534 36.1%
　　満期釈放 11,990 7,060 58.9%
　　　うち６５歳以上 594 416 70.0%

出所事由
平成１９年末までの再入状況

平成元年度 平成10年度 対元年度比 平成20年度 対元年度比

127億円 182億円 ＋43.3％ 216億円 ＋70.1％

＜うち保護司実費弁償金＞ 26億円 34億円 ＋30.8％ 59億円 ＋126.9％

＜うち更生保護委託費＞ 16億円 26億円 ＋62.5％ 33億円 ＋106.3％

職員数 1,315人 1,351人 ＋36人 1,506人 ＋191人　

保護関係予算

約30,500人

仮釈放者 約16,000人

満期釈放者 約14,500人

引受人のいる者
約7,300人

引受人のいない者
約7,200人 高齢者，障害者等

約1,000人

注１ 受刑者数は，平成１８年に出所した数。
２ 矯正統計年報，保護統計年報，大臣官房司法法制部特別調査等に基づく。

◎ 保護関係予算と職員数

保 護 段 階

刑務所

更生保護施設で受入れ
約4,000人

更生保護施設で受け入れ
約1,600人

親族，雇主等のもとへ
約12,000人

（注）更生保護施設の入所は，
本人の申請ベース

・ 全国に約５万人いる保護司（非常勤・無給）活動の充実による効果的・効率的な保護
観察の実施

・ 茨城就業支援センターを平成２０年度中に整備し、農業訓練による自立更生支援の取
組を開始予定

予算上の効率化に向けた主な取組

平成１４年出所受刑者の平成１９年末までの再入状況

注 矯正統計年報による。

・ 満期釈放者（特に高齢者）
の高い再入率

・ 再入者の多くは無職者

→ 受刑者の就職支援や引受人のない高齢出所者等の福祉機関への円滑な移行が必要。

【刑務所再入者のうち再犯時無職者は有職者の約２倍】

※平成１９年の再入者15,402人のうち，再犯時無職者10,753人

主な課題
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2005年人事院勧告資料より抜粋

給与構造改革
（民間賃金の地域差をより公務員給与に反映させるための措置）
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2006年人事院勧告資料より抜粋

官民給与の比較対象規模の見直し

p007
テキストボックス
〔資料Ⅱ－11－２〕



毎月勤労統計調査に基づく地域別民間給与の推移

平成18年
（2006）

平成19年
（2007）

100.27 99.9396.56 98.03 99.71 98.87

100.31

99.48

99.31 99.65 100.24 99.9999.92 100.64

九州・沖縄全国 中国・四国
北海道
・東北

関東甲信越 中部 近畿

平成18年
（2006）

平成19年
（2007）

100.14 99.67 100.15

99.03 96.78 98.52 99.29 99.15 99.67 99.88

99.76 99.05 99.35 99.71

中部 近畿 中国・四国 九州・沖縄全国
北海道
・東北

関東甲信越

＋5.0 ＋5.0

－5.0－5.0

０ ０

各ブロックごとに2005(平成17)年の所定内給与を100として指数化各ブロックごとに2005(平成17)年の所定内給与を100として指数化

事業所規模5人以上事業所規模30人以上

一般労働者の所定内給与（※）を地域ブロック
別に集計し、2005(平成17)年のブロックごとの
平均所定内給与を100として、2006(平成18)
年、2007(平成19)年の平均所定内給与をそれ
ぞれ指数化

左（波線）⇒ブロック別の2006(平成18)年平均所定
内給与指数の2005(平成17)年（100）からの増減

右（斜線）⇒ブロック別の2007(平成19)年平均所定
内給与指数の2005(平成17)年（100）からの増減

出典 調査対象 算出方法 グラフ

毎月勤労統計調査
（厚生労働省）

事業所規模30人以上・
5人以上の事業所に勤
務 す る 一 般 労 働 者
（※）

※

※

一般労働者とは、期限を定めずに、又は１ヶ月を超える期間を定めて雇われている
者、あるいは日々又は期間を定めて雇われている者で調査期間の前２ヶ月にそれ
ぞれ18日以上雇い入れられた者のうち、１日の所定労働時間あるいは１週の所定労
働日数が一般の労働者よりも短いパートタイム労働者以外の者をいう。
所定内給与は、基本給に、原則として毎月決まって支払われる手当を加えたもの

（時間外手当を除く）。
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2008 年 11 月 14 日 

閣 議 決 定 

公務員の給与改定に関する取扱いについて 

（抄） 

 

３（３）地域における給与水準の見直しについては、給与構造改革の柱として、平成１８年度

に俸給表の水準を全体として４.８％引き下げるとともに、民間の賃金水準が高い地域に

は地域手当を支給する措置を５年間かけて段階的に実施しているところである。さらに、

「経済財政改革の基本方針２００７」（平成１９年６月１９日閣議決定。以下「基本方針

２００７」という。）において公務員給与について地域の民間給与をより一層反映させる

とされていること等を踏まえ、人事院に対し、来年の勧告時に地域別官民給与の実態を

公表し、その状況も踏まえつつ、俸給表水準について必要な見直しを検討するよう要請

する。 

2006 

2007 
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平成21年度予算の編成等に関する

建議のポイント

財政制度等審議会（平成20年11月26日）



総 論

○ 本年に入り世界経済は大きく激動（夏場にかけ

て原油・食料価格が高騰、９月以降の国際金融

情勢は「100年に１度」とも言われる大混乱）。

社会保障の信頼性・持続可能性を高め、財政

健全化を進めるとともに、経済動向にきめ細かく

配慮した財政運営を行っていく必要。

○ こうした経済情勢に対応するため、政府は、

「生活対策」等を取りまとめ。財政事情が非常

に厳しい中で、このような大規模な財政支出を

行うことは国際的な経済・金融の大混乱時に

おける緊急避難的な措置、また、財政投融資

特別会計の金利変動準備金を取り崩し、歳出

の財源に充てることは、臨時的・特例的な措置

であるとの認識を持つべき。

○ 我が国の財政状況は主要先進国の中で最

悪の水準。加えて一層の高齢化に伴う社会保

障給付の更なる増大は必至。今後とも「基本

方針2006」で示されたプライマリー・バランスの

黒字化等の目標達成に向けた取組を怠って

はならない。

○ 社会保障国民会議で試算された社会保障の機能強化に必要

な2015年度の追加所要額（消費税率換算で社会保険方式３～４％程

度、税方式６～11％程度）だけでは、既存の社会保障に係る不足額

は解消されない。安定財源の確保に当たっては、既存の不足額

を十分踏まえた上で必要な規模を検討すべき。

○ 中期プログラムは、持続可能な社会保障制度の構築、日本経

済の活力の維持等にとって極めて重要。財政健全化の視点を踏

まえ、2010年代半ばを視野に、社会保障の安定財源の確保へ

のしっかりとした道筋と、そのための具体的な税制改革の在り方

を盛り込むべき。

○ 平成21年度予算は、「基本方針2006」等に基づき財政健全化
に向けた基本的方向性を維持する観点から、平成21年度概算
要求基準を堅持。引き続き、歳出全般にわたる徹底した見直し
を行い歳出の抑制を図る一方、真に必要なニーズに対しては財
源の思い切った重点配分を行うべき。

○ 行政支出総点検会議における検討を踏まえつつ、行政支出
全般を徹底して見直すことにより、財政支出の抑制と行政改革
につなげるとともに、平成21年度予算編成においても、予算執
行調査の結果等を積極的に反映・活用させるなど、無駄を徹底
的に排除する取組を強力に推進するべき。

○ 地方においても、人件費等行政支出の適正化、補助金・交付
金の適正な執行等ムダをなくす取組を真摯に行い、貴重な財政
資金を真に地域経済に資する施策に重点化していくべき。

２．当面の経済・財政運営

１．日本経済を取り巻く情勢の変化 ３．社会保障の安定財源の確保

４．歳出改革に向けた基本的考え方



各 論

１．社会保障
・ 社会保障制度が経済・財政とも均衡の取れたものとなるよう、今後とも給付と負担の見直しに取り組む必要。その

際、将来世代へ負担を先送りし世代間の格差を更に拡大させることのないよう安定財源の確保が何より重要。

・ 国民的な議論を進めるに当たっては、給付と負担との対応関係を国民に分かりやすく示す必要。

・ 基礎年金国庫負担割合の引上げについては、平成16年年金改正法の規定等に沿って、安定財源のあり方も含め、本

年末までに結論を得る必要。

・ 医療については、国民負担の軽減や公平の観点から、後発医薬品の促進、被用者保険間の財政調整をはじめ、聖域

なく改革に取り組む必要。

・ 少子化対策については、保育サービスの拡充等を効率的に進めるとともに、対策に必要な財源は、その時点で手当

てして行うべき。

・ 雇用保険については、その在り方にまで遡った抜本的な改革が必要であり、税負担の削減を行うべき。

３．公共事業

・ 一層の重点化・効率化に

より、削減目標を達成。

・ 無駄の排除、コスト構造

改善等により、公共事業の

公正な執行に対する信頼性

の確保・効率化の徹底。

・ 道路特定財源の一般財源

化に当たっては、現下の危

機的な国の財政状況を踏ま

え、国の財政健全化に資す
る改革とすべき。

２．地方財政

・ 三位一体改革以降、地方税と地方交
付税等の合計である地方一般財源は
増加。地方全体としては、一般財源
比率が上昇するなど、むしろ財政体
質は改善。

・ 「地方財政の危機的状況」は、三位
一体改革による税源移譲に伴い、税
源偏在が拡大し、地域間格差が拡大
したことによる側面が大きい。

・ 地方行財政改革を一層進めることに
より歳出抑制を図るとともに、財政
力の弱い自治体の財政状況を改善す
るため、地域間格差の是正に努める
べき。

４．文教・科学技術

・ 児童生徒数が大幅に減少し、担任外教
員が増大する中で、これ以上教職員の数
を増やす前に、まずは現在の体制を有効
活用しながら、事務負担の軽減・外部人
材の活用など、学校運営の改革に取り組
むべき。

・ 全額国庫負担の「モデル事業」の削減、
日本学生支援機構の奨学金の回収強化が
必要。

・ スポーツ事業は、可能な限りスポーツ
振興くじ助成の対象とすべき。

・ 科学技術の大規模事業については、費
用対効果の検証、類似施策との比較を行
い、優先順位・メリハリづけを明確にす
べき。



９．エネルギー対策・環境

・ エネルギー需給の逼迫や地球温暖化対策など様々な

政策課題に対応しつつ、特別会計の歳出水準を厳しく

見直し、原則、歳出水準を特定財源税収に見合うもの

とするため、重複排除等従来にも増して徹底した予算

のメリハリ付けが不可欠。

・ 京都議定書目標達成のために海外から排出権を購入

する際には、経済成長の基盤や外交関係等の強化に貢

献し得るＧＩＳ（グリーン投資スキーム）の活用が望

ましい。

１０．治安

・ 裁判員制度が適用される裁判における被告人・被

害者国選弁護や対象事件の範囲が拡大する被疑者国

選弁護についての適切な弁護報酬を設定すべき。

・ 後発医薬品の積極的な導入等により矯正医療に係

る経費を抑制すべき。

８．政府開発援助（ODA）

・ 国際機関や他のドナー国では援助戦略に具体的な数
値目標を設けている例があることを参考にしつつ、Ｏ
ＤＡの評価を充実させることが重要。

・ ＯＤＡのコスト縮減について、国民に分かりやすい
形で、定量的な説明が必要。ＪＩＣＡについても、Ｊ
ＢＩＣ海外経済協力部門との統合効果の検証など、一
層の効率化が必要。

５．農林水産
・ 農地制度改革において、農地の面的集積、多様な主

体による農業への参入を促進すべき。
・ 米政策改革においては、需要に応じた生産と規模拡

大の努力等を通じた生産コストの低減を図る基本的な
方向性の堅持が必要。

７．防衛
・ 後年度負担額の抑制などの構造的な取組が重要。
・ 米軍再編経費などの見通しをより分かりやすく示
す必要。

・ 調達改革によるコスト削減や、自衛隊病院の見直
し等が必要。

１１．国家公務員人件費

・ 公務員給与に地域の民間給与をより一層反映するた

め、人事院は、来年の勧告時に地域別の官民給与の実

態を公表し、その状況も踏まえつつ、俸給表水準につ

いて、必要な見直しを検討すべき。

・ 国家公務員の定員削減については、引き続き純減を

確保する必要。

６．中小企業対策

・ 委託費・補助金等の政策的経費は、施策の在り方に
ついて徹底した見直しを行い重点化すべき。

・ 信用保険制度は、臨時的に設けられた緊急保証制度
を十分活用するとともに、収支改善に向けた一層の取
組を幅広く検討すべき。
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